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【届出の対象とした募集金額】 8,407百万円(注)２

 

【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。

(注)１.本届出書提出日現在におきましては、ギフティグループ株式会社（以下「当社」といいます。）は未設立で

あり、2026年７月１日の設立を予定しております。なお、代表者の役職氏名及び本店の所在の場所につきましては、

現時点での予定を記載しております。

(注)２.本届出書提出日において未確定であるため、株式会社ギフティ(以下「ギフティ」といいます。)の2025年12

月31日現在における株主資本の額(簿価)を記載しております。
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第一部 【証券情報】

 

第１ 【募集要項】

 

１ 【新規発行株式】
 

種類 発行数 内容

普通株式
29,777,502株
(注)１、２、３

完全議決権株式であり、剰余金の配当に関する請求権
その他の権利内容に何ら限定のない、当社における標
準となる株式であります。普通株式は振替株式であ
り、単元株式数は100株であります。(注)４

 

(注) １　普通株式は、2026年２月13日に開催されたギフティの取締役会決議(株式移転計画の作成承認)及び2026年３

月30日開催予定のギフティの定時株主総会の特別決議(株式移転計画の承認)に基づいて行う株式移転(以下

「本株式移転」といいます。)に伴い発行する予定であります。

２　ギフティの発行済株式総数29,777,502株(2025年12月31日時点)に基づいて記載しております。ただし、本株

式移転の効力発生に先立ち、ギフティの発行済株式総数が変化した場合は、当社が交付する新株式数は変動

いたします。なお、本株式移転の効力発生時点においてギフティが保有する自己株式１株に対して、その同

数の当社の普通株式が割当交付されることになります。これに伴い、ギフティは一時的に当社の普通株式を

保有することになりますが、法令の定めに従い速やかに処分いたします。

３　ギフティは、当社の普通株式について、株式会社東京証券取引所(以下「東京証券取引所」といいます。)プ

ライム市場に新規上場申請を行う予定です。

４　振替機関の名称及び住所は、以下のとおりであります。

名称　　株式会社証券保管振替機構

住所　　東京都中央区日本橋兜町７番１号

 

２ 【募集の方法】

株式移転によることとします。(注)１、２

(注) １　普通株式は本株式移転により、当社がギフティの発行済株式の全部を取得する時点の直前時(以下「基準

時」といいます。)におけるギフティの株主に対し、ギフティの普通株式１株に対して１株の割合で割り当

てられ、株主に対する発行価格は発行価額の総額を発行数で除した額、そのうち資本金に組み入れられる額

は資本組入額の総額を発行数で除した額となります。発行価額の総額は、本届出書提出日において未確定で

すが、ギフティの2025年12月31日現在における株主資本の額(簿価)は8,407百万円であり、発行価額の総額

のうち20百万円が資本金に組み入れられます。

２　当社は、東京証券取引所への上場申請手続(東京証券取引所有価証券上場規程第201条第２項)を行い、いわ

ゆるテクニカル上場(同規程第214条)により2026年７月１日より東京証券取引所プライム市場に上場する予

定です。テクニカル上場とは、上場会社が非上場会社と合併することによって解散する場合や、株式交換、

株式移転により非上場会社の完全子会社となる場合に、その非上場会社が発行する株券等(効力発生日等か

ら６か月以内に上場申請するものに限る(同規程施行規則第229条において準用する第216条第１項))につい

て、同規程に定める流動性基準への適合状況を中心に確認し、速やかな上場を認める制度です。
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３ 【募集の条件】

(1) 【入札方式】

① 【入札による募集】

該当事項はありません。

 

② 【入札によらない募集】

該当事項はありません。

 

(2) 【ブックビルディング方式】

該当事項はありません。

 

① 【申込取扱場所】

該当事項はありません。

 

② 【払込取扱場所】

該当事項はありません。

 

４ 【株式の引受け】

該当事項はありません。

 

５ 【新規発行による手取金の使途】

(1) 【新規発行による手取金の額】

該当事項はありません。

 

(2) 【手取金の使途】

該当事項はありません。
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第２ 【売出要項】

 

該当事項はありません。
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【募集又は売出しに関する特別記載事項】

 

東京証券取引所プライム市場への上場について

当社は、前記「第１　募集要項」における新規発行株式である当社の普通株式について、前記「第１　募集要項　

２　募集の方法」(注)２記載のテクニカル上場の方法により、東京証券取引所プライム市場への上場を予定しておりま

す。
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第３ 【その他の記載事項】

 

該当事項はありません。
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第二部 【組織再編成、株式交付又は公開買付けに関する情報】

 

第１ 【組織再編成、株式交付又は公開買付けの概要】

 

１ 【組織再編成、株式交付又は公開買付けの目的等】

(1) 組織再編の目的及び理由

ギフティは、「eギフトを軸として、人、企業、街の間に、さまざまな縁を育むサービスを提供する」というコー

ポレート・ビジョンのもと、eギフトの発行から流通まで一気通貫で提供するeギフトプラットフォーム事業を国内

外で展開しております。

 ギフティは成長戦略として「eギフトプラットフォームの拡大」及び「地理的な横展開」を掲げ、機動的なＭ＆

Ａにより当該成長戦略の実現を強化・加速してまいりました。

一方で、事業領域及び地理的な拡大に伴い、①投資判断や経営資源配分の高度化、②M&A後の統合（PMI）を含む

グループ経営管理の強化、③リスク管理・内部統制等のグループガバナンス向上の必要性が増しております。

このような状況を踏まえ、ギフティは、グループとして中長期的な企業価値向上と持続的成長をより確かなもの

とするため、経営管理機能と事業執行機能を分離し、持株会社を中心としたグループ経営体制へ移行することが最

適であると判断いたしました。

　当社は、持株会社として、グループ全体最適の観点から、①事業ポートフォリオ戦略の策定及びキャピタル・

アロケーションの決定・運用、②M&A・新規事業等を含むグループ成長戦略の策定並びに当該戦略に基づく投資・成

長施策の推進、③グループ横断のリスク管理・コンプライアンス・内部統制の高度化を担うことにより、成長ス

ピードと経営規律を両立させたグループ経営を実現してまいります。

一方、各事業会社は、それぞれの事業特性や成長ステージに応じた自主責任経営を行い、外部環境の変化に応じ

た迅速な意思決定と柔軟な施策実行を通じて競争力強化を図ります。

これらを通じて、成長投資の機動性と投資規律を両立させるとともに、グループガバナンスを一層強化し、当社

グループ全体の持続的な企業価値向上を目指してまいります。
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(2) 提出会社の企業集団の概要及び当該企業集団における組織再編成対象会社と提出会社の企業集団の関係

①　提出会社の企業集団の概要

イ．提出会社の概要

 

 (1) 商号
ギフティグループ株式会社
(英文表示：giftee Group, Inc.)

 (2) 事業内容 グループ会社の経営管理及びこれに付帯する業務

 (3) 本店所在地 東京都品川区東五反田２－10－２

 
(4) 代表者及び役員の
就任予定

代表取締役　　　　　　　太田 睦　(現ギフティ 代表取締役)
代表取締役　　　　　　　鈴木 達哉　(現ギフティ 代表取締役)
取締役　　　　　　　　　藤田 良和　(現ギフティ 取締役)
取締役(社外取締役)　　　妹尾 堅一郎　(現ギフティ 社外取締役)
取締役(社外取締役)　　　中島 真　(現ギフティ 社外取締役)
取締役(社外取締役)　　　伊能 美和子　(現ギフティ 社外取締役)
監査役(社外監査役)　　　工木 大造　(現ギフティ 社外監査役)
監査役(社外監査役)　　　秋元 芳央　(現ギフティ 社外監査役)
監査役(社外監査役)　　　植野 和宏　(現ギフティ 社外監査役)

 (5) 資本金 20百万円

 (6) 純資産(連結) 未定

 (7) 総資産(連結) 未定

 (8) 決算期 12月31日
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ロ．提出会社の企業集団の概要

当社は新設会社でありますので、本届出書提出日現在において企業集団はありませんが、当社設立直後(2026

年７月１日)の時点では以下のとおりとなる予定であります。

<ステップ１：株式移転による持株会社の設立>

2026年７月１日を効力発生日とする本株式移転により当社を設立することで、ギフティは当社の完全子会社

になります。

<ステップ２：株式移転による持株会社の設立後の体制(グループ会社の再編)>

本株式移転の効力発生後、持株会社体制への移行目的の達成を十全なるものとするためのグループ経営体制

の構築に向け、ギフティの子会社を当社が直接保有する子会社として再編する予定です。なお、かかる再編の

具体的な内容及び時期につきましては、決定次第お知らせいたします。

 
ギフティは、2026年３月30日開催予定の定時株主総会による承認を前提として、2026年７月１日(予定)を

もって、本株式移転により株式移転設立完全親会社たる当社を設立することにしております。

 

 名称 住所
資本金
(百万円)

事業の内容
議決権の
所有割合
(％)

役員の兼任等

資金援助
営業上
の取引

設備の
賃貸借当社

役員
(名)

当社
従業員
(名)

 
(連結子会社)
株式会社ギフ
ティ

東京都
品川区

3,286
e ギフトプラット
フォーム事業

100.0
2

(予定)
未定 未定 未定 未定

 

(注) １　資本金は最近事業年度末(2025年12月31日)時点のものであります。

２　ギフティは、有価証券報告書の提出会社であります。

３　ギフティは、当社の特定子会社に該当する予定であります。

４　本株式移転に伴う当社設立日(2026年７月１日)をもって、ギフティは当社の株式移転完全子会社となり、

2026年６月29日をもって、上場廃止となる予定であります。
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本株式移転に伴う当社設立後、ギフティは当社の完全子会社となる予定です。当社の完全子会社となるギフ

ティの2025年12月31日時点の関係会社の状況は、次の通りであります。

 

 名称 住所 資本金
主要な事業の
内容

議決権の所有
(又は被所有)
割合(％)

関係内容

 (連結子会社)      

 
GIFTEE MALAYSIA
SDN.BHD.

マレーシア
クアラルン
プール

9,568
千リンギット

eギフトプラッ
トフォーム事業

100.00
役員の兼任
１名

 
ソウ・エクスペリエンス
株式会社

東京都渋谷区
68

百万円
eギフトプラッ
トフォーム事業

100.00
役員の兼任
１名

 
Giftee Mekong Company
Ltd.

ベトナム
ホーチミン

12,840
百万ベトナムドン

eギフトプラッ
トフォーム事業

80.00
[80.00]

役員の兼任
１名

 
PT giftee
International
Indonesia.

インドネシア
ジャカルタ

100億
ルピア

eギフトプラッ
トフォーム事業

100.00
[99.00]

役員の兼任
１名

 株式会社paintory 岡山県津山市 100百万円
eギフトプラッ
トフォーム事業

100.00
役員の兼任
１名

 Brewtope株式会社 東京都目黒区 100百万円
eギフトプラッ
トフォーム事業

46.84
役員の兼任
１名

 
GIFTEE TECH VIETNAM
COMPANY LIMITED

ベトナム
ホーチミン

14,000
百万ベトナムドン

eギフトプラッ
トフォーム事業

100.00
役員の兼任
１名

 YouGotaGift.com Ltd.
アラブ首長国
連邦ドバイ首
長国

1,093
ディルハム

eギフトプラッ
トフォーム事業

90.77
役員の兼任
１名

 他３社 ― ― ― ― ―

 (持分法適用関連会社)      

 株式会社DIRIGIO 東京都目黒区 100百万円
eギフトプラッ
トフォーム事業

37.89 ―

 株式会社yui 東京都新宿区 49百万円
eギフトプラッ
トフォーム事業

25.10 ―

 orosy株式会社 大阪府大阪市 100百万円
eギフトプラッ
トフォーム事業

49.01 ―

 

 
(注) １．有価証券届出書又は有価証券報告書を提出している会社はありません。

２．「議決権の所有（又は被所有）割合」欄の〔内書〕は間接所有であります。

３．YouGotaGift.com Ltd.他３社については、売上高(連結会社相互間の内部売上高を除く)の連結売上高に占

める割合が10％を超えております。

　　　　　　主要な損益情報等　① 売上高　　　 　1,972百万円

　　　　　　　　　　　　　　　② 経常利益　　　   496百万円

　　　　　　　　　　　　　　　③ 当期純利益　　 　396百万円

　　　　　　　　　　　　　　　④ 純資産額　　　 　941百万円

　　　　　　　　　　　　　　　⑤ 総資産額　　　 9,587百万円
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(3) 提出会社の企業集団における組織再編成対象会社と提出会社の企業集団の関係

①　資本関係

本株式移転により、ギフティは当社の完全子会社となる予定です。前記「① 提出会社の企業集団の概要　

ロ.　 提出会社の企業集団の概要」の記載をご参照ください。

 
②　役員の兼任関係

当社の取締役は、ギフティ及びその子会社各社の取締役及び監査役を兼任する予定です。前記「① 提出会社の

企業集団の概要　ロ. 提出会社の企業集団の概要」の記載をご参照ください。

 
③　取引関係

当社と当社の完全子会社となるギフティとの取引関係は、前記「① 提出会社の企業集団の概要　ロ. 提出会社

の企業集団の概要」の記載をご参照ください。
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２ 【組織再編成、株式交付又は公開買付けの当事会社の概要】

該当事項はありません。

 

３ 【組織再編成、株式交付又は公開買付けに係る契約等】

(1) 組織再編成に係る契約等の内容の概要

ギフティは、同社の定時株主総会による承認を前提として、2026年７月１日(予定)をもって、当社を株式移転設

立完全親会社、ギフティを株式移転完全子会社とする本株式移転を行うことを内容とする株式移転計画(以下「本株

式移転計画」といいます。)を2026年２月13日開催のギフティの取締役会において承認いたしました。当社は、本株

式移転計画に基づき、ギフティの普通株式１株に対して当社の普通株式１株を割当交付いたします。本株式移転計

画においては、2026年３月30日に開催予定のギフティの定時株主総会において、本株式移転計画の承認及び本株式

移転に必要な事項に関する決議を求めるものとしております。その他、本株式移転計画においては、当社の商号、

本店所在地、発行可能株式総数、役員、資本金及び準備金の額、株式の上場、株主名簿管理人等につき規定されて

おります(詳細につきましては、後記「（2）株式移転計画の内容」の記載をご参照ください。)。
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(2) 株式移転計画の内容

 
株式移転計画書(写)

 
株式会社ギフティ(以下「甲」という。)は、単独株式移転の方法により、甲がその発行済株式の全部を新たに設立す

る株式会社(以下「乙」という。)に取得させる株式移転(以下「本株式移転」という。)に関し、次のとおり株式移転計

画(以下「本計画」という。)を作成する。

 
(株式移転)

第１条　甲は、本計画の定めるところに従い、単独株式移転の方法により、乙の成立の日(第7条に定義する。以下同じ)

において、甲の発行済株式の全部を乙に取得させる本株式移転を行う。

 
(乙の目的、商号、本店の所在地、発行可能株式総数その他定款で定める事項)

第２条　乙の目的、商号、本店の所在地及び発行可能株式総数は、次のとおりとする。

(1) 目的

別紙１「ギフティグループ株式会社　定款」第２条に記載のとおりとする。

(2) 商号

「ギフティグループ株式会社」とし、英文では、「giftee Group, Inc.」と表示する。

(3) 本店の所在地

東京都品川区におく。

(4) 発行可能株式総数

80,000,000株とする。

２　前項に定めるもののほか、乙の定款で定める事項は、別紙１「ギフティグループ株式会社　定款」記載のとお

りとする。

 
(乙の設立時取締役及び設立時監査役の氏名並びに設立時会計監査人の名称)

第３条　乙の設立時取締役の氏名は、次のとおりとする。

(1) 代表取締役　　　　　太田 睦

(2) 代表取締役　　　　　鈴木 達哉

(3) 取締役　　　　　　　藤田 良和

(4) 社外取締役　　　　　妹尾 堅一郎

(5) 社外取締役　　　　　中島 真

(6) 社外取締役　　　　　伊能 美和子

２　乙の設立時監査役の氏名は、次のとおりとする。

(1) 社外監査役　　　　　工木 大造

(2) 社外監査役　　　　　秋元 芳央

(3) 社外監査役　　　　　植野 和宏

３　乙の設立時会計監査人の名称は、次のとおりとする。

EY新日本有限責任監査法人

(本株式移転に際して交付する株式及びその割当て)

第４条　乙は、本株式移転に際して、甲の発行済株式の全部を取得する時点の直前時（以下「基準時」という。）にお

ける甲の株主名簿に記載又は記録された株主に対し、その保有する甲の普通株式に代わり、甲が基準時に発行し

ている普通株式の合計に１を乗じて得られる数の合計に相当する数の乙の普通株式を交付する。

２　乙は、前項の定めにより交付される乙の普通株式を、基準時における甲の株主に対し、その保有する甲の普通

株式１株につき、乙の普通株式１株の割合をもって割り当てる。
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(乙の資本金及び準備金に関する事項)

第５条　乙の成立の日における資本金及び準備金の額は、次のとおりとする。

(1) 資本金の額

20百万円

(2) 資本準備金の額

5百万円

(3) 利益準備金の額

0百万円

 
(本株式移転に際して交付する新株予約権及びその割当て)

第６条　乙は、本株式移転に際して、基準時における以下の表の①から⑫までの第１欄に掲げる甲が発行している各新

株予約権の新株予約権者に対して、それぞれの保有する甲の新株予約権に代わり、基準時における当該新株予約

権の総数と同数の、第２欄に掲げる乙の新株予約権をそれぞれ交付する。

 

 

第１欄 第２欄

名称 内容 名称 内容

①
株式会社ギフティ
第8回新株予約権

別紙2-①-1記載
ギフティグループ株式会社

第1回新株予約権
別紙2-①-2記載

②
株式会社ギフティ
第9回新株予約権

別紙2-②-1記載
ギフティグループ株式会社

第2回新株予約権
別紙2-②-2記載

③
株式会社ギフティ
第10回新株予約権

別紙2-③-1記載
ギフティグループ株式会社

第3回新株予約権
別紙2-③-2記載

④
株式会社ギフティ
第12回新株予約権

別紙2-④-1記載
ギフティグループ株式会社

第4回新株予約権
別紙2-④-2記載

⑤
株式会社ギフティ
第13回新株予約権

別紙2-⑤-1記載
ギフティグループ株式会社

第5回新株予約権
別紙2-⑤-2記載

⑥
株式会社ギフティ
第14回新株予約権

別紙2-⑥-1記載
ギフティグループ株式会社

第6回新株予約権
別紙2-⑥-2記載

⑦
株式会社ギフティ
第15回新株予約権

別紙2-⑦-1記載
ギフティグループ株式会社

第7回新株予約権
別紙2-⑦-2記載

⑧
株式会社ギフティ
第16回新株予約権

別紙2-⑧-1記載
ギフティグループ株式会社

第8回新株予約権
別紙2-⑧-2記載

⑨
株式会社ギフティ
第17回新株予約権

別紙2-⑨-1記載
ギフティグループ株式会社

第9回新株予約権
別紙2-⑨-2記載

⑩
株式会社ギフティ
第18回新株予約権

別紙2-⑩-1記載
ギフティグループ株式会社
第10回新株予約権

別紙2-⑩-2記載

⑪
株式会社ギフティ
第19回新株予約権

別紙2-⑪-1記載
ギフティグループ株式会社
第11回新株予約権

別紙2-⑪-2記載

⑫
株式会社ギフティ
第20回新株予約権

別紙2-⑫-1記載
ギフティグループ株式会社
第12回新株予約権

別紙2-⑫-2記載
 

 

２　乙は、本株式移転に際して、基準時における甲の新株予約権者に対して、その保有する前項の表の①から⑫ま

での第１欄に掲げる新株予約権１個につき、それぞれ第２欄に掲げる乙の新株予約権を１個割り当てる。

 

EDINET提出書類

ギフティグループ株式会社(E41542)

有価証券届出書（組織再編成・上場）

 14/136



 

(乙の成立の日)

第７条　乙の設立の登記をすべき日(以下「乙の成立の日」という。)は、2026年７月１日とする。但し、本株式移転の

手続きの進行上の必要性その他の事由により必要な場合は、甲の取締役会の決議により、乙の成立の日を変更す

ることができる。

 
(本計画承認株主総会)

第８条　甲は、2026年３月30日開催予定の定時株主総会において、本計画の承認及び本株式移転に必要な事項に関する

決議を求めるものとする。但し、本株式移転の手続きの進行上の必要性その他の事由により必要な場合には、甲

の取締役会の決議により、当該株主総会の開催日を変更することができる。

 
(上場証券取引所)

第９条　乙は、乙の成立の日において、その発行する普通株式の株式会社東京証券取引所プライム市場への上場を予定

する。

 
(乙の株主名簿管理人)

第10条　乙の株主名簿管理人は、三菱UFJ信託銀行株式会社とする。

 
（自己株式の消却）

第11条　甲は、乙の成立の日の前日までに開催される取締役会の決議により、甲が保有する自己株式のうち、実務上消

却可能な範囲の株式（本株式移転に際して行使される会社法第806条第１項に定める株式買取請求権の行使に係る

株式の買取りにより取得する自己株式を含む。）を、基準時までに消却するものとする。

 
(本計画の効力)

第12条　本計画は、第８条に定める甲の株主総会において本計画の承認及び本株式移転に必要な事項に関する決議が得

られなかった場合、又は、次条に基づき本株式移転を中止する場合には、その効力を失うものとする。

 
(本計画の変更等)

第13条　本計画の作成後、乙の成立の日に至るまでの間において、天災地変その他の事由により甲の財産又は経営状態

に重大な変動が生じた場合、本株式移転の実行に重大な支障となる事態が発生した場合、その他本計画の目的の

達成が困難となった場合は、甲の取締役会の決議により、本株式移転の条件その他本計画の内容を変更し又は本

株式移転を中止することができる。

 
(規定外事項)

第14条　本計画に定める事項のほか、本株式移転に関して必要な事項については、本株式移転の趣旨に従い、甲がこれ

を決定する。

 
2026年２月13日

 
東京都品川区東五反田２－10－２

株式会社ギフティ

代表取締役　太田　睦

代表取締役　鈴木　達哉
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株式移転計画書の別紙１

 
ギフティグループ株式会社 定款

 
第　１　章　　　総　　　　則

 
(商号)

第１条　当会社は、ギフティグループ株式会社と称し、英文ではgiftee Group, Inc.と表示する。

 
(目的)

第２条　当会社は、次の各号に掲げる事業を営む会社（外国会社を含む。）、組合（外国における組合に相当するもの

を含む。）その他これらに準ずる事業体の株式又は持分を所有することにより、当該会社等の経営管理を行うこ

とを目的とする。

(1) 下記において利用可能な電子及び物理クーポンの企画・販売

ア．オンライン上のサービスや物品の購入・交換

イ．店舗・施設及び自宅等でのサービスや物品の購入・交換

ウ．その他手段によるサービスや物品の購入・交換

(2) オンライン販売を含む下記物品の企画・販売、及びそれらに附帯する製造・加工・梱包

酒類、米穀類、塩、食料品、飲料品、医薬部外品、医療機器、化粧品、その他物品

(3) 第２号に附帯し、または関連する貨物利用運送事業

(4) 第１号の電子クーポンの生成や消込を行うことを可能にするシステム、その他前各号に係るシステムの開

発・保守サービスの提供及びそれらの販売

(5) インターネット、携帯情報端末機を利用した広告業務

(6) コンピュータシステム及びソフトウェアの企画、開発・販売、運用

(7) 前各号に附帯し、または関連する一切の事業

２　当会社は、前項各号及びこれに附帯・関連する一切の事業を営むことができる。

 
(本店の所在地)

第３条　当会社は、本店を東京都品川区に置く。

 
(公告方法)

第４条　当会社の公告は、電子公告に掲載する方法により行う。

２　やむを得ない事由により、電子公告によることができない場合は、日本経済新聞に掲載する方法により行う。

 
第　２　章　　　株　　　　式

 
(発行可能株式総数)

第５条　当会社の発行可能株式総数は、80,000,000株とする。

 
(自己株式の取得)

第６条　当会社は、取締役会決議によって市場取引等により自己株式を取得することができる。
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(単元株式数)

第７条　当会社の１単元の株式数は、100株とする。

(単元未満株主の権利制限)

第８条　当会社の単元未満株主は、以下に掲げる権利以外の権利を行使することができない。

(1) 会社法第189条第２項各号に掲げる権利

(2) 取得請求権付株式の取得を請求する権利

(3) 募集株式または募集新株予約権の割当てを受ける権利

 
(株主名簿管理人)

第９条　当会社は、株主名簿管理人を置く。

２　株主名簿管理人及びその事務取扱場所は、取締役会の決議によって選定する。

３　当会社の株主名簿および新株予約権原簿は、株主名簿管理人の事務取扱場所に備え置き、株主名簿及び新株予

約権原簿への記載または記録、その他株式並びに新株予約権に関する事務は株主名簿管理人に取扱わせ、当会社

においては取扱わない。

 
(株式取扱規程)

第10条　株主名簿及び新株予約権原簿への記載または記録、その他株式または新株予約権に関する取扱い及び手数料、

株主の権利行使に際しての手続等については、法令または定款に定めるもののほか、取締役会において定める株

式取扱規程による。

 
(基準日)

第11条　当会社は、毎年12月末日の最終の株主名簿に記載または記録された議決権を有する株主をもって、その事業年

度に関する定時株主総会において権利を行使すべき株主とする。

２　前項にかかわらず、必要がある場合は、取締役会の決議によって、あらかじめ公告して、一定の日の最終の株

主名簿に記載または記録された株主または登録株式質権者をもって、その権利を行使することができる株主また

は登録株式質権者とすることができる。

 
第　３　章　　　株　主　総　会

(招集)

第12条　当会社の定時株主総会は、毎事業年度末日の翌日から３か月以内に招集し、臨時株主総会は、必要に応じて招

集する。

 
(招集権者及び議長)

第13条　株主総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議によって、取締役社長が招集する。取締役

社長に事故があるときは、あらかじめ取締役会において定めた順序により、他の取締役が招集する。

２　株主総会の議長は、取締役社長がこれに当たる。取締役社長に事故があるときは、あらかじめ取締役会におい

て定めた順序により、他の取締役が議長となる。
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(電子提供措置等)

第14条　当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるもの

とする。

２　当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部または一部について、議決権の基準日

までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載しないことができる。

 
(決議の方法)

第15条　株主総会の決議は、法令又は本定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができる

株主の議決権の過半数をもって行う。

２　会社法第309条第２項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株

主が出席し、その議決権の３分の２以上をもってこれを行う。

 
(議決権の代理行使)

第16条　株主は、当会社の議決権を有する他の株主１名を代理人として、その議決権を行使することができる。

２　株主又は代理人は、株主総会ごとに代理権を証明する書面を当会社に提出しなければならない。

 
(議事録)

第17条　株主総会における議事の経過の要領およびその結果並びにその他法令に定める事項は、議事録に記載または記

録する。

 
第　４　章　　　取締役および取締役会

 
(取締役会の設置)

第18条　当会社には取締役会を置く。

 
(取締役の員数)

第19条　当会社の取締役は、７名以内とする。

 
(取締役の選任)

第20条　取締役は、株主総会にて選任する。

２　取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、そ

の議決権の過半数をもって行う。

３　取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする。

 
(取締役の任期)

第21条　取締役の任期は、選任後１年以内の最終の事業年度に関する定時株主総会の終結の時までとする。

２　任期満了前に退任した取締役の補欠として、又は増員により選任された取締役の任期は、前任者または他の在

任取締役の任期の残存期間と同一とする。

 
(代表取締役及び役付取締役)

第22条　代表取締役は、取締役会の決議により選定する。

２　代表取締役は会社を代表し、会社の業務を執行する。

３　取締役会は、その決議によって、取締役社長１名を選定し、取締役会長１名および取締役副社長、専務取締

役、常務取締役各若干名を選定することができる。
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(取締役会の招集権者及び議長)

第23条　取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役社長が招集し、議長となる。取締役社長に事故があ

るときは、あらかじめ取締役会において定めた順序により、他の取締役が招集し、議長となる。

 
(取締役会の招集通知)

第24条　取締役会の招集通知は、会日の３日前までに各取締役及び各監査役に対して発する。ただし、緊急の場合に

は、この期間を短縮することができる。

２　取締役の全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで取締役会を開催することができる。

 
(取締役会の決議方法)

第25条　取締役会の決議は、議決に加わることができる取締役の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

２　当会社は、取締役会の決議事項について、取締役(当該事項について議決に加わることができるものに限る)の

全員が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該事項を可決する旨の取締役会の決議が

あったものとみなす。ただし、監査役が異議をのべたときはこの限りでない。

 
(取締役会議事録)

第26条　取締役会の議事の経過の要領、その結果及び法令に定める事項は、議事録に記載し、出席した取締役がこれに

記名押印または電子署名を行う。

 
(取締役会規程)

第27条　取締役会に関する事項は、法令または本定款のほか、取締役会において定める取締役会規程による。

 
(取締役の報酬等)

第28条　取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益は、株主総会の決議によっ

て定める。

 
(取締役の責任免除)

第29条　当会社は、会社法第426条第１項の規定により、取締役会の決議によって、同法第423条第１項の取締役(取締役

であった者を含む)の責任を法令の限度において免除することができる。

２　当会社は、会社法第427条第１項の規定により、取締役(業務執行取締役等であるものを除く)との間に、同法第

423条第１項に規定する取締役の損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づ

く損害賠償責任の限度額は、法令に規定する額とする。

 
第　５　章　　　監査役及び監査役会

 
(監査役および監査役会の設置)

第30条　当会社には、監査役及び監査役会を置く。

 
(監査役の員数及び選任方法)

第31条　当会社の監査役は、３名以内とする。
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(監査役の選任)

第32条　監査役は、株主総会において選任する。

２　監査役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、そ

の議決権の過半数をもって行う。

 
(任期)

第33条　監査役の任期は、選任後４年以内の最終の事業年度に関する定時株主総会の終結の時までとする。

２　任期満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とす

る。

 
(常勤の監査役)

第34条　監査役会は、その決議によって常勤の監査役を選定する。

 
(監査役会の招集通知)

第35条　当会社の監査役会の招集通知は、各監査役に対して、会日の３日前までに発すものとする。ただし、緊急の必

要があるときは、この期間を短縮することができる。

２　監査役全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで監査役会を開くことができる。

 
(監査役会の決議の方法)

第36条　監査役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、監査役の過半数をもって行う。

 
(監査役会の議事録)

第37条　監査役会における議事の経過の要領及びその結果並びにその他法令で定める事項は議事録に記載または記録

し、出席した監査役がこれに記名押印または電子署名する。

 
(監査役会規程)

第38条　監査役会に関する事項は、法令または本定款のほか、監査役会において定める監査役会規程による。

 
(監査役の報酬等)

第39条　監査役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益は、株主総会の決議によっ

て定める。

 
(監査役の責任免除)

第40条　当会社は、会社法第426条第１項の規定により、取締役会の決議をもって、同法第423条第１項の監査役(監査役

であったものを含む。)の責任を法令の限度において免除することができる。

２　当会社は、会社法第427条第１項の規定により、監査役との間に、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定す

る契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令の定める最低責任限

度額とする。
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第　６　章　　　会計監査人

 
(会計監査人の設置)

第41条　当会社は会計監査人を置く。

 
(会計監査人の選任)

第42条　会計監査人は、株主総会の決議によって選任する。

 
(会計監査人の任期)

第43条　会計監査人の任期は、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時ま

でとする。

２　会計監査人は前項の定時株主総会において別段の決議がされなかったときは、当該定時株主総会において再任

されたものとみなす。

 
(会計監査人の報酬)

第44条　会計監査人の報酬等は、代表取締役が監査役会の同意を得て定める。

 
(会計監査人の責任免除)

第45条　当会社は会計監査人との間で、会社法第423条第１項の賠償責任について法令に定める要件に該当する場合に

は、賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は法令の定

める最低責任限度額とする。
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第　７　章　　　計　　　　算

 
(事業年度)

第46条　当会社の事業年度は、毎年１月１日から同年12月31日までの年１期とする。

 
(期末配当金)

第47条　当会社は、株主総会の決議によって、毎年12月31日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式

質権者に対して、剰余金の配当(以下「期末配当金」という。)を行う。

 
(中間配当金)

第48条　当会社は、取締役会の決議によって、毎年６月30日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式

質権者に対して、会社法454条第５項に定める剰余金の配当(以下「中間配当金」という。)をすることができる。

 
(期末配当金等の除斥期間)

第49条　期末配当金及び中間配当金が、支払開始の日から満３年を経過してもなお受領されないときは、当会社はその

支払義務を免れる。

２　未払期末配当金及び中間配当金には利息をつけない。

 
附則

 
(最初の事業年度)

第１条　第46条の規定にかかわらず、当会社の最初の事業年度は、当会社の成立の日から2026年12月31日までとする。

 
(最初の取締役の報酬等)

第２条　第28条の規定にかかわらず、当会社の成立の日から最初の定時株主総会終結の時までの期間の当会社の取締役

の報酬等の額は、それぞれ次のとおりとする。

(1) 取締役に対する金銭報酬等

報酬等(「(2) 譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬債権」を除く。)の総額は、年額150百万円

以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。また、うち社外取締役分は年額24百万円以内)

とする。

(2) 譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬債権

ア「（１）取締役に対する金銭報酬等」の報酬枠とは別枠で、取締役（社外取締役を除く。以下、報酬の対

象となる取締役を「対象取締役」という。）に対する譲渡制限付株式のための金銭報酬債権を報酬として

付与する。

イ 対象取締役は、原則として毎年、当社取締役会決議に基づき、支給される金銭報酬債権の全部を現物出資

財産として払い込み、当社普通株式について発行又は処分を受ける。

当社普通株式の発行又は処分に当たっては、当社と対象取締役との間で譲渡制限付株式割当契約（以下

「本割当契約」という。）を締結し、対象取締役は本割当契約により割当てを受けた当社普通株式（以下

「本割当株式」という。）について、本割当株式の交付日から一定の期間（以下「譲渡制限期間」とい

う。）中は、譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならないものとする。本割当契約の内容の概要は

以下オのとおり。
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ウ　対象取締役に支給する金銭報酬債権の総額は年額２億円以内、対象取締役が発行又は処分を受ける当社

普通株式の総数は年50,000株以内とする。また、当社の成立の日以降、当社普通株式の株式分割（当社普

通株式の無償割当てを含む。）又は株式併合が行われた場合その他譲渡制限付株式として発行又は処分を

される当社普通株式の総数の調整が必要な事由が生じた場合には、当該総数を合理的な範囲で調整する。

エ　本割当株式の１株当たりの払込金額は、株式の割当てに関する取締役会決議の日の前営業日における東

京証券取引所における当社普通株式の終値（同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引

日の終値）等を基礎として対象取締役に特に有利な金額とならない範囲で、取締役会において決定する。

オ　本割当契約において定める内容の概要

①譲渡制限の内容

　譲渡制限期間は、最大2年間とする。

　対象取締役は、払込期日から、(a)本割当契約に基づき割当てを受けた日から当該割当てを受けた日が属す

る事業年度最終日から３ヶ月を超える日又は当該割当てを受けた日から１年を経過する日までのいずれか

遅い日までの期間（以下「本譲渡制限期間①」という。）、本割当株式数の２分の１（以下「解除部分

①」という。）について譲渡、担保権の設定その他の処分（以下「譲渡等」という。）をすることができ

ず、(b)本割当契約に基づき割当てを受けた日から当該割当てを受けた日から２年を経過する日までの期間

（以下「本譲渡制限期間②」といい、総称して「本譲渡制限期間」という。）、本割当株式数から解除部

分①を除いた残りの部分（以下「解除部分②」という。）について、譲渡等をすることができないものと

する。（以下個別に又は総称して「本譲渡制限」という。）。

　対象取締役が、本譲渡制限期間①において継続して当社の取締役その他取締役会で定める地位にあったこ

とを条件として、解除部分①につき、本譲渡制限期間①が満了した時点で、本譲渡制限期間②において継

続して当社の取締役その他取締役会で定める地位にあったことを条件として、解除部分②につき、本譲渡

制限期間②が満了した時点で、それぞれ、本譲渡制限を解除する。当社は本譲渡制限期間満了時において

なお譲渡制限が解除されていない本割当株式を当然に無償で取得する。

②譲渡制限期間中の退任等の取扱い

　当社は、対象取締役が、本譲渡制限期間①の満了する前に当社の取締役その他当社取締役会で定める地位

を喪失した場合には当該時点で本割当株式の全部を、本譲渡制限期間①の満了後本譲渡制限期間②の満了

する前に上記の地位を喪失した場合には当該時点で本割当株式のうち解除部分①を除いた部分を、当然に

無償で取得する。

　ただし、当該取締役が、当社取締役会が正当と認める理由により、本譲渡制限期間が満了する前に当社の

取締役その他当社取締役会で定める地位を喪失した場合には、譲渡制限を解除する本割当株式の数及び譲

渡制限を解除する時期を、必要に応じて合理的に調整するものとする。

③組織再編等における取扱い

　当社は、本譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約又

は株式移転計画その他の組織再編等に関する事項が当社の株主総会（ただし、当該組織再編等に関して当

社の株主総会による承認を要さない場合においては、当社の取締役会）で承認された場合には、当社の取

締役会の決議により、譲渡制限期間の開始日から当該組織再編等の承認の日までの期間を踏まえて合理的

に定める数の本割当株式について、当該組織再編等の効力発生日に先立ち、譲渡制限を解除する。なお、

当社は、譲渡制限が解除された直後の時点においてなお譲渡制限が解除されていない本割当株式を当然に

無償で取得する。ただし、当該組織再編等において、当社以外の当該組織再編等に係る法人が対象取締役

に対して当該法人の株式（譲渡制限付株式となるものに限る。）を交付するときは、この限りでない。

④その他取締役会で定める事項

　本制度に係るその他の内容については取締役会で定め、当該事項を本割当契約の内容とする。
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(譲渡制限の承継)

第３条　当会社は、株式会社ギフティの2023年３月28日開催の第13回定時株主総会において承認可決された譲渡制限付

株式報酬に基づいて交付がなされた譲渡制限付株式に係る各割当契約書について、2026年７月１日以降、株式会

社ギフティの契約上の地位及び権利義務を承継することができるものとする。

 
(最初の監査役の報酬等)

第４条　第39条の規定にかかわらず、当会社の成立の日から最初の定時株主総会終結の時までの期間の監査役の報酬等

の総額は年額15百万円以内とする。

 
(本附則の削除)

第５条　本附則は、当会社の成立後最初の定時株主総会の終結の時をもって、削除する。
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別紙２-①-１

 
株式会社ギフティ　第８回新株予約権

 
１　新株予約権の名称

株式会社ギフティ　第８回新株予約権

 
２　新株予約権の総数

19個とする。
上記総数は、割当予定数であり、引受けの申込みがなされなかった場合など割り当てる新株予約権の総数が減少
したときは、割り当てる新株予約権の総数をもって発行する新株予約権の総数とする。

 
３　新株予約権の目的である株式の種類及び数

新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、各新株予約権の目的である株式の数は1,000株とする。
ただし、下記14に定める募集新株予約権を割り当てる日（以下「割当日」という。）後、当社が当社普通株式に
つき、株式分割又は株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整するものとする。

 
調整後付与株式数＝調整前付与株式数×株式分割・株式併合の比率

 
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日（基準日を定めないときは、その効力発
生日）以後、株式併合の場合は、その効力発生日以後、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金ま
たは準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該
株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結
の日の翌日以後、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用する。
また、上記のほか、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転（以下「合併等」という。）を行う場合、当
社普通株式の無償割当てを行う場合、その他付与株式数の調整が適切な場合は、合理的な範囲で付与株式を調整す
る。
なお、上記の調整の結果生じる１株未満の端数はこれを切り捨てるものとする。
さらに、付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに必要な事項を新株
予約権原簿に記載された各募集新株予約権を保有する者（以下、「新株予約権者」という）に通知または公告す
る。ただし、当該適用の日の前日までに通知又は公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知又は公告
するものとする。

 
４　新株予約権の行使価額

１株につき210円とする。

 
５　行使価額の調整
（１）割当日後、当社が当社普通株式につき、株式分割又は株式併合を行う場合、行使価額をそれぞれ次に定める算式

（以下、「行使価額調整式」という。）により調整し、調整の結果生じる１円未満の端数は、これを切り上げ
る。

 

調整後行使価額＝調整前行使価額 ×
１

株式分割・併合の比率
 

 
（２）上記（１）に従い調整を行う場合の調整後行使価額は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日（基準

日を定めないときは、その効力発生日）以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただ
し、剰余金の額を減少して資本金又は準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件とし
て株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整
後行使価額は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用する。
なお、上記ただし書に定める場合において、株式分割のための基準日の翌日から当該株主総会の終結の日まで
に募集新株予約権を行使した（かかる募集新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式の数
を、以下、「分割前行使株式数」という。）新株予約権者に対しては、交付する当社普通株式の数を次の算式に
より調整し、調整の結果生じる１株未満の端数は、これを切り捨てる。

 

新規発行株式数 ＝
（調整前行使価額－調整後行使価額）×分割前行使株式数

調整後行使価額
 

 
（３）上記（１）に定める場合のほか、当社が調整前行使価額を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う

場合（割当日時点において存在する新株予約権の行使による場合を除く。）、割当日後、他の種類株式の普通株
主への無償割当て又は他の会社の株式の普通株主への配当を行う場合、当社が合併等を行う場合等、行使価額の
調整をすることが適切な場合は、かかる割当て又は配当等の条件等を勘案の上、当社は、合理的な範囲で行使価
額を調整することができる。

 
（４）行使価額の調整を行うときは、当社は適用日の前日までに、必要な事項を新株予約権者に通知又は公告する。た

だし、当該適用日の前日までに通知又は公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知又は公告する。

 
６　新株予約権の行使期間
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2020年３月24日から2028年３月23日までの間とする。

 
７　新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
①　新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第１項に従い
算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じたときは、その端数を切
り上げるものとする。

②　新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限
度額から、上記①に従って増加する資本金の額を減じた額とする。

 
８　譲渡制限新株予約権に関する事項

本新株予約権の譲渡については、当社の取締役会の承認を要する。また、本新株予約権の質入れその他の担保設
定は認めない。

 
９　新株予約権の取得条項

設けない。

 
10　組織再編時における再編対象の新株予約権の交付及びその条件

当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転（以上
これらを総称して、以下「組織再編行為」という。）をする場合においては、組織再編行為の効力発生の直前の時
点において残存する新株予約権（以下「残存新株予約権」という。）の新株予約権者に対し、会社法第236条第１項
第８号イからホまでに掲げる株式会社（以下「再編対象会社」という。）の新株予約権を以下の条件に基づきそれ
ぞれ交付することができるものとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新たに新
株予約権を交付するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合
併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限
るものとする。

 
①　交付する再編対象会社の新株予約権の数

残存新株予約権の新株予約権者が保有する数と同一の数とする。
②　新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。
③　新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案のうえ、目的である株式数につき合理的な調整がなされた数（以下「承継後株式
数」という。）とする。ただし、調整によって生じる１株未満の端数は切り捨てる。

④　新株予約権を行使することができる期間
上記に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日か
ら、上記に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

⑤　新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記に準じて決定する。

⑥　新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権の行使に際してする出資の目的は金銭とし、その価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、行使
価額につき合理的な調整がなされた額に承継後株式数を乗じた額とする。

⑦　譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要する。

⑧　新株予約権の行使の条件並びに取得事由および条件
上記に準じて決定する。

 
11　新株予約権を行使した際に生じる１株に満たない端数の取扱い

新株予約権者に交付する株式の数に１株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てる。

 
12　新株予約権の行使の条件

新株予約権の行使時においても、当社の取締役、執行役員もしくは従業員（顧問、相談役を含む。）または子会
社の取締役、執行役員もしくは従業員（顧問、相談役を含む。）の地位にあることを要する。また、対象者が死亡
した場合、対象者の相続人は、対象者死亡時に未行使の新株予約権を行使することができる。ただし、当該相続人
が死亡した場合、当該相続人の相続人は新株予約権を行使することができないものとし、当該新株予約権は会社法
第287条の定めに基づき消滅するものとする。

 
13　新株予約権の払込金額

金銭の払込みを要しない。

 
14　新株予約権の割当日

2018年３月23日とする。

 
15　割当方法

募集新株予約権の割当てを受ける者から引受けの申込みがあったときは、同人に割り当てる。

 
16　その他の条件については、取締役会の決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結される新株予約権割当契約

書に定めるところによる。
以上
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別紙2-①-２

 
ギフティグループ株式会社　第１回新株予約権

 
１　新株予約権の名称

ギフティグループ株式会社　第１回新株予約権

 
２　新株予約権の総数

19個とする。
上記総数は、割当予定数であり、引受けの申込みがなされなかった場合など割り当てる新株予約権の総数が減少
したときは、割り当てる新株予約権の総数をもって発行する新株予約権の総数とする。

 
３　新株予約権の目的である株式の種類及び数

新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、各新株予約権の目的である株式の数は1,000株とする。
ただし、下記14に定める募集新株予約権を割り当てる日（以下「割当日」という。）後、当社が当社普通株式に
つき、株式分割又は株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整するものとする。

 
調整後付与株式数＝調整前付与株式数×株式分割・株式併合の比率

 
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日（基準日を定めないときは、その効力発
生日）以後、株式併合の場合は、その効力発生日以後、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金ま
たは準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該
株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結
の日の翌日以後、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用する。
また、上記のほか、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転（以下「合併等」という。）を行う場合、当
社普通株式の無償割当てを行う場合、その他付与株式数の調整が適切な場合は、合理的な範囲で付与株式を調整す
る。
なお、上記の調整の結果生じる１株未満の端数はこれを切り捨てるものとする。
さらに、付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに必要な事項を新株
予約権原簿に記載された各募集新株予約権を保有する者（以下、「新株予約権者」という）に通知または公告す
る。ただし、当該適用の日の前日までに通知又は公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知又は公告
するものとする。

 
４　新株予約権の行使価額

１株につき210円とする。

 
５　行使価額の調整
（１）割当日後、当社が当社普通株式につき、株式分割又は株式併合を行う場合、行使価額をそれぞれ次に定める算式

（以下、「行使価額調整式」という。）により調整し、調整の結果生じる１円未満の端数は、これを切り上げ
る。

 

調整後行使価額＝調整前行使価額 ×
１

株式分割・併合の比率
 

 
（２）上記（１）に従い調整を行う場合の調整後行使価額は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日（基準

日を定めないときは、その効力発生日）以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただ
し、剰余金の額を減少して資本金又は準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件とし
て株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整
後行使価額は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用する。
なお、上記ただし書に定める場合において、株式分割のための基準日の翌日から当該株主総会の終結の日まで
に募集新株予約権を行使した（かかる募集新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式の数
を、以下、「分割前行使株式数」という。）新株予約権者に対しては、交付する当社普通株式の数を次の算式に
より調整し、調整の結果生じる１株未満の端数は、これを切り捨てる。

 

新規発行株式数＝
（調整前行使価額－調整後行使価額）×分割前行使株式数

調整後行使価額
 

 
（３）上記（１）に定める場合のほか、当社が調整前行使価額を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う

場合（割当日時点において存在する新株予約権の行使による場合を除く。）、割当日後、他の種類株式の普通株
主への無償割当て又は他の会社の株式の普通株主への配当を行う場合、当社が合併等を行う場合等、行使価額の
調整をすることが適切な場合は、かかる割当て又は配当等の条件等を勘案の上、当社は、合理的な範囲で行使価
額を調整することができる。

 
（４）行使価額の調整を行うときは、当社は適用日の前日までに、必要な事項を新株予約権者に通知又は公告する。た

だし、当該適用日の前日までに通知又は公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知又は公告する。

 
６　新株予約権の行使期間

2026年７月１日から2028年３月23日までの間とする。
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７　新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
①　新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第１項に従い
算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じたときは、その端数を切
り上げるものとする。

②　新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限
度額から、上記①に従って増加する資本金の額を減じた額とする。

 
８　譲渡制限新株予約権に関する事項

本新株予約権の譲渡については、当社の取締役会の承認を要する。また、本新株予約権の質入れその他の担保設
定は認めない。

 
９　新株予約権の取得条項

設けない。

 
10　組織再編時における再編対象の新株予約権の交付及びその条件

当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転（以上
これらを総称して、以下「組織再編行為」という。）をする場合においては、組織再編行為の効力発生の直前の時
点において残存する新株予約権（以下「残存新株予約権」という。）の新株予約権者に対し、会社法第236条第１項
第８号イからホまでに掲げる株式会社（以下「再編対象会社」という。）の新株予約権を以下の条件に基づきそれ
ぞれ交付することができるものとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新たに新
株予約権を交付するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合
併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限
るものとする。

 
①　交付する再編対象会社の新株予約権の数

残存新株予約権の新株予約権者が保有する数と同一の数とする。
②　新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。
③　新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案のうえ、目的である株式数につき合理的な調整がなされた数（以下「承継後株式
数」という。）とする。ただし、調整によって生じる１株未満の端数は切り捨てる。

④　新株予約権を行使することができる期間
上記に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日か
ら、上記に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

⑤　新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記に準じて決定する。

⑥　新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権の行使に際してする出資の目的は金銭とし、その価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、行使
価額につき合理的な調整がなされた額に承継後株式数を乗じた額とする。

⑦　譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要する。

⑧　新株予約権の行使の条件並びに取得事由および条件
上記に準じて決定する。

 
11　新株予約権を行使した際に生じる１株に満たない端数の取扱い

新株予約権者に交付する株式の数に１株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てる。

 
12　新株予約権の行使の条件

新株予約権の行使時においても、当社の取締役、執行役員もしくは従業員（顧問、相談役を含む。）または子会
社の取締役、執行役員もしくは従業員（顧問、相談役を含む。）の地位にあることを要する。また、対象者が死亡
した場合、対象者の相続人は、対象者死亡時に未行使の新株予約権を行使することができる。ただし、当該相続人
が死亡した場合、当該相続人の相続人は新株予約権を行使することができないものとし、当該新株予約権は会社法
第287条の定めに基づき消滅するものとする。

 
13　新株予約権の払込金額

金銭の払込みを要しない。

 
14　新株予約権の割当日

2026年７月１日とする。

 
15　その他の条件については、取締役会の決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結される新株予約権割当契約

書に定めるところによる。
以上
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別紙2-②-1

 
株式会社ギフティ　第９回新株予約権

 
１　新株予約権の名称

株式会社ギフティ　第９回新株予約権

 
２　新株予約権の総数

132個とする。
上記総数は、割当予定数であり、引受けの申込みがなされなかった場合など割り当てる新株予約権の総数が減少
したときは、割り当てる新株予約権の総数をもって発行する新株予約権の総数とする。

 
３　新株予約権の目的である株式の種類及び数

新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、各新株予約権の目的である株式の数は1,000株とする。
ただし、下記14に定める募集新株予約権を割り当てる日（以下「割当日」という。）後、当社が当社普通株式に
つき、株式分割又は株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整するものとする。

 
調整後付与株式数＝調整前付与株式数×株式分割・株式併合の比率

 
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日（基準日を定めないときは、その効力発
生日）以後、株式併合の場合は、その効力発生日以後、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金ま
たは準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該
株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結
の日の翌日以後、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用する。
また、上記のほか、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転（以下「合併等」という。）を行う場合、当
社普通株式の無償割当てを行う場合、その他付与株式数の調整が適切な場合は、合理的な範囲で付与株式を調整す
る。
なお、上記の調整の結果生じる１株未満の端数はこれを切り捨てるものとする。
さらに、付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに必要な事項を新株
予約権原簿に記載された各募集新株予約権を保有する者（以下、「新株予約権者」という）に通知または公告す
る。ただし、当該適用の日の前日までに通知又は公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知又は公告
するものとする。

 
４　新株予約権の行使価額

１株につき210円とする。

 
５　行使価額の調整
（１）割当日後、当社が当社普通株式につき、株式分割又は株式併合を行う場合、行使価額をそれぞれ次に定める算式

（以下、「行使価額調整式」という。）により調整し、調整の結果生じる１円未満の端数は、これを切り上げ
る。

 

調整後行使価額＝調整前行使価額 ×
１

株式分割・併合の比率
 

 
（２）上記（１）に従い調整を行う場合の調整後行使価額は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日（基準

日を定めないときは、その効力発生日）以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただ
し、剰余金の額を減少して資本金又は準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件とし
て株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整
後行使価額は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用する。
なお、上記ただし書に定める場合において、株式分割のための基準日の翌日から当該株主総会の終結の日まで
に募集新株予約権を行使した（かかる募集新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式の数
を、以下、「分割前行使株式数」という。）新株予約権者に対しては、交付する当社普通株式の数を次の算式に
より調整し、調整の結果生じる１株未満の端数は、これを切り捨てる。

 

新規発行株式数＝
（調整前行使価額－調整後行使価額）×分割前行使株式数

調整後行使価額
 

 
（３）上記（１）に定める場合のほか、当社が調整前行使価額を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う

場合（割当日時点において存在する新株予約権の行使による場合を除く。）、割当日後、他の種類株式の普通株
主への無償割当て又は他の会社の株式の普通株主への配当を行う場合、当社が合併等を行う場合等、行使価額の
調整をすることが適切な場合は、かかる割当て又は配当等の条件等を勘案の上、当社は、合理的な範囲で行使価
額を調整することができる。

 
（４）行使価額の調整を行うときは、当社は適用日の前日までに、必要な事項を新株予約権者に通知又は公告する。た

だし、当該適用日の前日までに通知又は公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知又は公告する。

 
６　新株予約権の行使期間

割当日後２年を経過した日から2028年７月18日まで
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７　新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
①　新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第１項に従い
算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じたときは、その端数を切
り上げるものとする。

②　新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限
度額から、上記①に従って増加する資本金の額を減じた額とする。

 
８　譲渡制限新株予約権に関する事項

本新株予約権の譲渡については、当社の取締役会の承認を要する。また、本新株予約権の質入れその他の担保設
定は認めない。

 
９　新株予約権の取得条項

設けない。

 
10　組織再編時における再編対象の新株予約権の交付及びその条件

当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転（以上
これらを総称して、以下「組織再編行為」という。）をする場合においては、組織再編行為の効力発生の直前の時
点において残存する新株予約権（以下「残存新株予約権」という。）の新株予約権者に対し、会社法第236条第１項
第８号イからホまでに掲げる株式会社（以下「再編対象会社」という。）の新株予約権を以下の条件に基づきそれ
ぞれ交付することができるものとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新たに新
株予約権を交付するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合
併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限
るものとする。

 
①　交付する再編対象会社の新株予約権の数

残存新株予約権の新株予約権者が保有する数と同一の数とする。
②　新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。
③　新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案のうえ、目的である株式数につき合理的な調整がなされた数（以下「承継後株式
数」という。）とする。ただし、調整によって生じる１株未満の端数は切り捨てる。

④　新株予約権を行使することができる期間
上記に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日か
ら、上記に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

⑤　新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記に準じて決定する。

⑥　新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権の行使に際してする出資の目的は金銭とし、その価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、行使
価額につき合理的な調整がなされた額に承継後株式数を乗じた額とする。

⑦　譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要する。

⑧　新株予約権の行使の条件並びに取得事由および条件
上記に準じて決定する。

 
11　新株予約権を行使した際に生じる１株に満たない端数の取扱い

新株予約権者に交付する株式の数に１株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てる。

 
12　新株予約権の行使の条件

新株予約権の行使時においても、当社の取締役、執行役員もしくは従業員（顧問、相談役を含む。）または子会
社の取締役、執行役員もしくは従業員（顧問、相談役を含む。）の地位にあることを要する。また、対象者が死亡
した場合、対象者の相続人は、対象者死亡時に未行使の新株予約権を行使することができる。ただし、当該相続人
が死亡した場合、当該相続人の相続人は新株予約権を行使することができないものとし、当該新株予約権は会社法
第287条の定めに基づき消滅するものとする。

 
13　新株予約権の払込金額

金銭の払込みを要しない。

 
14　新株予約権の割当日

2018年７月18日とする。

 
15　割当方法

募集新株予約権の割当てを受ける者から引受けの申込みがあったときは、同人に割り当てる。

 
16　その他の条件については、取締役会の決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結される新株予約権割当契約

書に定めるところによる。
以上
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別紙2-②-2

 
ギフティグループ株式会社　第２回新株予約権

 
１　新株予約権の名称

ギフティグループ株式会社　第２回新株予約権

 
２　新株予約権の総数

132個とする。
上記総数は、割当予定数であり、引受けの申込みがなされなかった場合など割り当てる新株予約権の総数が減少
したときは、割り当てる新株予約権の総数をもって発行する新株予約権の総数とする。

 
３　新株予約権の目的である株式の種類及び数

新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、各新株予約権の目的である株式の数は1,000株とする。
ただし、下記14に定める募集新株予約権を割り当てる日（以下「割当日」という。）後、当社が当社普通株式に
つき、株式分割又は株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整するものとする。

 
調整後付与株式数＝調整前付与株式数×株式分割・株式併合の比率

 
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日（基準日を定めないときは、その効力発
生日）以後、株式併合の場合は、その効力発生日以後、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金ま
たは準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該
株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結
の日の翌日以後、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用する。
また、上記のほか、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転（以下「合併等」という。）を行う場合、当
社普通株式の無償割当てを行う場合、その他付与株式数の調整が適切な場合は、合理的な範囲で付与株式を調整す
る。
なお、上記の調整の結果生じる１株未満の端数はこれを切り捨てるものとする。
さらに、付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに必要な事項を新株
予約権原簿に記載された各募集新株予約権を保有する者（以下、「新株予約権者」という）に通知または公告す
る。ただし、当該適用の日の前日までに通知又は公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知又は公告
するものとする。

 
４　新株予約権の行使価額

１株につき210円とする。

 
５　行使価額の調整
（１）割当日後、当社が当社普通株式につき、株式分割又は株式併合を行う場合、行使価額をそれぞれ次に定める算式

（以下、「行使価額調整式」という。）により調整し、調整の結果生じる１円未満の端数は、これを切り上げ
る。

 

調整後行使価額＝調整前行使価額 ×
１

株式分割・併合の比率
 

 
（２）上記（１）に従い調整を行う場合の調整後行使価額は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日（基準

日を定めないときは、その効力発生日）以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただ
し、剰余金の額を減少して資本金又は準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件とし
て株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整
後行使価額は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用する。
なお、上記ただし書に定める場合において、株式分割のための基準日の翌日から当該株主総会の終結の日まで
に募集新株予約権を行使した（かかる募集新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式の数
を、以下、「分割前行使株式数」という。）新株予約権者に対しては、交付する当社普通株式の数を次の算式に
より調整し、調整の結果生じる１株未満の端数は、これを切り捨てる。

 

新規発行株式数＝
（調整前行使価額－調整後行使価額）×分割前行使株式数

調整後行使価額
 

 
（３）上記（１）に定める場合のほか、当社が調整前行使価額を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う

場合（割当日時点において存在する新株予約権の行使による場合を除く。）、割当日後、他の種類株式の普通株
主への無償割当て又は他の会社の株式の普通株主への配当を行う場合、当社が合併等を行う場合等、行使価額の
調整をすることが適切な場合は、かかる割当て又は配当等の条件等を勘案の上、当社は、合理的な範囲で行使価
額を調整することができる。

 
（４）行使価額の調整を行うときは、当社は適用日の前日までに、必要な事項を新株予約権者に通知又は公告する。た

だし、当該適用日の前日までに通知又は公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知又は公告する。

 
６　新株予約権の行使期間

2026年７月１日から2028年７月18日まで
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７　新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
①　新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第１項に従い
算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じたときは、その端数を切
り上げるものとする。

②　新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限
度額から、上記①に従って増加する資本金の額を減じた額とする。

 
８　譲渡制限新株予約権に関する事項

本新株予約権の譲渡については、当社の取締役会の承認を要する。また、本新株予約権の質入れその他の担保設
定は認めない。

 
９　新株予約権の取得条項

設けない。

 
10　組織再編時における再編対象の新株予約権の交付及びその条件

当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転（以上
これらを総称して、以下「組織再編行為」という。）をする場合においては、組織再編行為の効力発生の直前の時
点において残存する新株予約権（以下「残存新株予約権」という。）の新株予約権者に対し、会社法第236条第１項
第８号イからホまでに掲げる株式会社（以下「再編対象会社」という。）の新株予約権を以下の条件に基づきそれ
ぞれ交付することができるものとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新たに新
株予約権を交付するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合
併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限
るものとする。

 
①　交付する再編対象会社の新株予約権の数

残存新株予約権の新株予約権者が保有する数と同一の数とする。
②　新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。
③　新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案のうえ、目的である株式数につき合理的な調整がなされた数（以下「承継後株式
数」という。）とする。ただし、調整によって生じる１株未満の端数は切り捨てる。

④　新株予約権を行使することができる期間
上記に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日か
ら、上記に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

⑤　新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記に準じて決定する。

⑥　新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権の行使に際してする出資の目的は金銭とし、その価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、行使
価額につき合理的な調整がなされた額に承継後株式数を乗じた額とする。

⑦　譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要する。

⑧　新株予約権の行使の条件並びに取得事由および条件
上記に準じて決定する。

 
11　新株予約権を行使した際に生じる１株に満たない端数の取扱い

新株予約権者に交付する株式の数に１株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てる。

 
12　新株予約権の行使の条件

新株予約権の行使時においても、当社の取締役、執行役員もしくは従業員（顧問、相談役を含む。）または子会
社の取締役、執行役員もしくは従業員（顧問、相談役を含む。）の地位にあることを要する。また、対象者が死亡
した場合、対象者の相続人は、対象者死亡時に未行使の新株予約権を行使することができる。ただし、当該相続人
が死亡した場合、当該相続人の相続人は新株予約権を行使することができないものとし、当該新株予約権は会社法
第287条の定めに基づき消滅するものとする。

 
13　新株予約権の払込金額

金銭の払込みを要しない。

 
14　新株予約権の割当日

2026年７月１日とする。

 
15　その他の条件については、取締役会の決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結される新株予約権割当契約

書に定めるところによる。

 
以上

 
 

 

EDINET提出書類

ギフティグループ株式会社(E41542)

有価証券届出書（組織再編成・上場）

 33/136



 

別紙2-③-1

 
株式会社ギフティ　第10回新株予約権

 
１　新株予約権の名称

株式会社ギフティ　第10回新株予約権

 
２　新株予約権の総数

51個とする。
上記総数は、割当予定数であり、引受けの申込みがなされなかった場合など割り当てる新株予約権の総数が減少
したときは、割り当てる新株予約権の総数をもって発行する新株予約権の総数とする。

 
３　新株予約権の目的である株式の種類及び数

新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、各新株予約権の目的である株式の数は1,000株とする。
ただし、下記14に定める募集新株予約権を割り当てる日（以下「割当日」という。）後、当社が当社普通株式に
つき、株式分割又は株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整するものとする。

 
調整後付与株式数＝調整前付与株式数×株式分割・株式併合の比率

 
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日（基準日を定めないときは、その効力発
生日）以後、株式併合の場合は、その効力発生日以後、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金ま
たは準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該
株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結
の日の翌日以後、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用する。
また、上記のほか、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転（以下「合併等」という。）を行う場合、当
社普通株式の無償割当てを行う場合、その他付与株式数の調整が適切な場合は、合理的な範囲で付与株式を調整す
る。
なお、上記の調整の結果生じる１株未満の端数はこれを切り捨てるものとする。
さらに、付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに必要な事項を新株
予約権原簿に記載された各募集新株予約権を保有する者（以下、「新株予約権者」という）に通知または公告す
る。ただし、当該適用の日の前日までに通知又は公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知又は公告
するものとする。

 
４　新株予約権の行使価額

１株につき275円とする。

 
５　行使価額の調整
（１）割当日後、当社が当社普通株式につき、株式分割又は株式併合を行う場合、行使価額をそれぞれ次に定める算式

（以下、「行使価額調整式」という。）により調整し、調整の結果生じる１円未満の端数は、これを切り上げ
る。

 

調整後行使価額＝調整前行使価額 ×
１

株式分割・併合の比率
 

 
（２）上記（１）に従い調整を行う場合の調整後行使価額は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日（基準

日を定めないときは、その効力発生日）以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただ
し、剰余金の額を減少して資本金又は準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件とし
て株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整
後行使価額は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用する。
なお、上記ただし書に定める場合において、株式分割のための基準日の翌日から当該株主総会の終結の日まで
に募集新株予約権を行使した（かかる募集新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式の数
を、以下、「分割前行使株式数」という。）新株予約権者に対しては、交付する当社普通株式の数を次の算式に
より調整し、調整の結果生じる１株未満の端数は、これを切り捨てる。

 

新規発行株式数＝
（調整前行使価額－調整後行使価額）×分割前行使株式数

調整後行使価額
 

 
（３）上記（１）に定める場合のほか、当社が調整前行使価額を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う

場合（割当日時点において存在する新株予約権の行使による場合を除く。）、割当日後、他の種類株式の普通株
主への無償割当て又は他の会社の株式の普通株主への配当を行う場合、当社が合併等を行う場合等、行使価額の
調整をすることが適切な場合は、かかる割当て又は配当等の条件等を勘案の上、当社は、合理的な範囲で行使価
額を調整することができる。

 
（４）行使価額の調整を行うときは、当社は適用日の前日までに、必要な事項を新株予約権者に通知又は公告する。た

だし、当該適用日の前日までに通知又は公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知又は公告する。

 
６　新株予約権の行使期間

2021年１月４日から2029年１月３日まで
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７　新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
①　新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第１項に従い
算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じたときは、その端数を切
り上げるものとする。

②　新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限
度額から、上記①に従って増加する資本金の額を減じた額とする。

 
８　譲渡制限新株予約権に関する事項

本新株予約権の譲渡については、当社の取締役会の承認を要する。また、本新株予約権の質入れその他の担保設
定は認めない。

 
９　新株予約権の取得条項

設けない。

 
10　組織再編時における再編対象の新株予約権の交付及びその条件

当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転（以上
これらを総称して、以下「組織再編行為」という。）をする場合においては、組織再編行為の効力発生の直前の時
点において残存する新株予約権（以下「残存新株予約権」という。）の新株予約権者に対し、会社法第236条第１項
第８号イからホまでに掲げる株式会社（以下「再編対象会社」という。）の新株予約権を以下の条件に基づきそれ
ぞれ交付することができるものとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新たに新
株予約権を交付するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合
併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限
るものとする。

 
①　交付する再編対象会社の新株予約権の数

残存新株予約権の新株予約権者が保有する数と同一の数とする。
②　新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。
③　新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案のうえ、目的である株式数につき合理的な調整がなされた数（以下「承継後株式
数」という。）とする。ただし、調整によって生じる１株未満の端数は切り捨てる。

④　新株予約権を行使することができる期間
上記に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日か
ら、上記に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

⑤　新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記に準じて決定する。

⑥　新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権の行使に際してする出資の目的は金銭とし、その価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、行使
価額につき合理的な調整がなされた額に承継後株式数を乗じた額とする。

⑦　譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要する。

⑧　新株予約権の行使の条件並びに取得事由および条件
上記に準じて決定する。

 
11　新株予約権を行使した際に生じる１株に満たない端数の取扱い

新株予約権者に交付する株式の数に１株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てる。

 
12　新株予約権の行使の条件

新株予約権の行使時においても、当社の取締役、執行役員もしくは従業員（顧問、相談役を含む。）または子会
社の取締役、執行役員もしくは従業員（顧問、相談役を含む。）の地位にあることを要する。また、対象者が死亡
した場合、対象者の相続人は、対象者死亡時に未行使の新株予約権を行使することができる。ただし、当該相続人
が死亡した場合、当該相続人の相続人は新株予約権を行使することができないものとし、当該新株予約権は会社法
第287条の定めに基づき消滅するものとする。

 
13　新株予約権の払込金額

金銭の払込みを要しない。

 
14　新株予約権の割当日

2019年１月４日とする。

 
15　割当方法

募集新株予約権の割当てを受ける者から引受けの申込みがあったときは、同人に割り当てる。

 
16　その他の条件については、取締役会の決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結される新株予約権割当契約

書に定めるところによる。
以上
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別紙2-③-2

 
ギフティグループ株式会社　第３回新株予約権

 
１　新株予約権の名称

ギフティグループ株式会社　第３回新株予約権

 
２　新株予約権の総数

51個とする。
上記総数は、割当予定数であり、引受けの申込みがなされなかった場合など割り当てる新株予約権の総数が減少
したときは、割り当てる新株予約権の総数をもって発行する新株予約権の総数とする。

 
３　新株予約権の目的である株式の種類及び数

新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、各新株予約権の目的である株式の数は1,000株とする。
ただし、下記14に定める募集新株予約権を割り当てる日（以下「割当日」という。）後、当社が当社普通株式に
つき、株式分割又は株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整するものとする。

 
調整後付与株式数＝調整前付与株式数×株式分割・株式併合の比率

 
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日（基準日を定めないときは、その効力発
生日）以後、株式併合の場合は、その効力発生日以後、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金ま
たは準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該
株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結
の日の翌日以後、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用する。
また、上記のほか、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転（以下「合併等」という。）を行う場合、当
社普通株式の無償割当てを行う場合、その他付与株式数の調整が適切な場合は、合理的な範囲で付与株式を調整す
る。
なお、上記の調整の結果生じる１株未満の端数はこれを切り捨てるものとする。
さらに、付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに必要な事項を新株
予約権原簿に記載された各募集新株予約権を保有する者（以下、「新株予約権者」という）に通知または公告す
る。ただし、当該適用の日の前日までに通知又は公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知又は公告
するものとする。

 
４　新株予約権の行使価額

１株につき275円とする。

 
５　行使価額の調整
（１）割当日後、当社が当社普通株式につき、株式分割又は株式併合を行う場合、行使価額をそれぞれ次に定める算式

（以下、「行使価額調整式」という。）により調整し、調整の結果生じる１円未満の端数は、これを切り上げ
る。

 

調整後行使価額＝調整前行使価額 ×
１

株式分割・併合の比率
 

 
（２）上記（１）に従い調整を行う場合の調整後行使価額は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日（基準

日を定めないときは、その効力発生日）以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただ
し、剰余金の額を減少して資本金又は準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件とし
て株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整
後行使価額は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用する。
なお、上記ただし書に定める場合において、株式分割のための基準日の翌日から当該株主総会の終結の日まで
に募集新株予約権を行使した（かかる募集新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式の数
を、以下、「分割前行使株式数」という。）新株予約権者に対しては、交付する当社普通株式の数を次の算式に
より調整し、調整の結果生じる１株未満の端数は、これを切り捨てる。

 

新規発行株式数＝
（調整前行使価額－調整後行使価額）×分割前行使株式数

調整後行使価額
 

 
（３）上記（１）に定める場合のほか、当社が調整前行使価額を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う

場合（割当日時点において存在する新株予約権の行使による場合を除く。）、割当日後、他の種類株式の普通株
主への無償割当て又は他の会社の株式の普通株主への配当を行う場合、当社が合併等を行う場合等、行使価額の
調整をすることが適切な場合は、かかる割当て又は配当等の条件等を勘案の上、当社は、合理的な範囲で行使価
額を調整することができる。

 
（４）行使価額の調整を行うときは、当社は適用日の前日までに、必要な事項を新株予約権者に通知又は公告する。た

だし、当該適用日の前日までに通知又は公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知又は公告する。

 
６　新株予約権の行使期間

2026年７月１日から2029年１月３日まで
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７　新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
①　新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第１項に従い
算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じたときは、その端数を切
り上げるものとする。

②　新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限
度額から、上記①に従って増加する資本金の額を減じた額とする。

 
８　譲渡制限新株予約権に関する事項

本新株予約権の譲渡については、当社の取締役会の承認を要する。また、本新株予約権の質入れその他の担保設
定は認めない。

 
９　新株予約権の取得条項

設けない。

 
10　組織再編時における再編対象の新株予約権の交付及びその条件

当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転（以上
これらを総称して、以下「組織再編行為」という。）をする場合においては、組織再編行為の効力発生の直前の時
点において残存する新株予約権（以下「残存新株予約権」という。）の新株予約権者に対し、会社法第236条第１項
第８号イからホまでに掲げる株式会社（以下「再編対象会社」という。）の新株予約権を以下の条件に基づきそれ
ぞれ交付することができるものとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新たに新
株予約権を交付するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合
併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限
るものとする。

 
①　交付する再編対象会社の新株予約権の数

残存新株予約権の新株予約権者が保有する数と同一の数とする。
②　新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。
③　新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案のうえ、目的である株式数につき合理的な調整がなされた数（以下「承継後株式
数」という。）とする。ただし、調整によって生じる１株未満の端数は切り捨てる。

④　新株予約権を行使することができる期間
上記に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日か
ら、上記に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

⑤　新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記に準じて決定する。

⑥　新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権の行使に際してする出資の目的は金銭とし、その価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、行使
価額につき合理的な調整がなされた額に承継後株式数を乗じた額とする。

⑦　譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要する。

⑧　新株予約権の行使の条件並びに取得事由および条件
上記に準じて決定する。

 
11　新株予約権を行使した際に生じる１株に満たない端数の取扱い

新株予約権者に交付する株式の数に１株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てる。

 
12　新株予約権の行使の条件

新株予約権の行使時においても、当社の取締役、執行役員もしくは従業員（顧問、相談役を含む。）または子会
社の取締役、執行役員もしくは従業員（顧問、相談役を含む。）の地位にあることを要する。また、対象者が死亡
した場合、対象者の相続人は、対象者死亡時に未行使の新株予約権を行使することができる。ただし、当該相続人
が死亡した場合、当該相続人の相続人は新株予約権を行使することができないものとし、当該新株予約権は会社法
第287条の定めに基づき消滅するものとする。

 
13　新株予約権の払込金額

金銭の払込みを要しない。

 
14　新株予約権の割当日

2026年７月１日とする。

 
15　その他の条件については、取締役会の決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結される新株予約権割当契約

書に定めるところによる。
以上
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別紙2-④-1

 
株式会社ギフティ　第12回新株予約権

 
１　新株予約権の名称

株式会社ギフティ　第12回新株予約権

 
２　新株予約権の総数

28個とする。
上記総数は、割当予定数であり、引受けの申込みがなされなかった場合など割り当てる新株予約権の総数が減少
したときは、割り当てる新株予約権の総数をもって発行する新株予約権の総数とする。

 
３　新株予約権の目的である株式の種類及び数

新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、各新株予約権の目的である株式の数は1,000株とする。
ただし、下記14に定める募集新株予約権を割り当てる日（以下「割当日」という。）後、当社が当社普通株式に
つき、株式分割又は株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整するものとする。

 
調整後付与株式数＝調整前付与株式数×株式分割・株式併合の比率

 
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日（基準日を定めないときは、その効力発
生日）以後、株式併合の場合は、その効力発生日以後、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金ま
たは準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該
株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結
の日の翌日以後、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用する。
また、上記のほか、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転（以下「合併等」という。）を行う場合、当
社普通株式の無償割当てを行う場合、その他付与株式数の調整が適切な場合は、合理的な範囲で付与株式を調整す
る。
なお、上記の調整の結果生じる１株未満の端数はこれを切り捨てるものとする。
さらに、付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに必要な事項を新株
予約権原簿に記載された各募集新株予約権を保有する者（以下、「新株予約権者」という）に通知または公告す
る。ただし、当該適用の日の前日までに通知又は公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知又は公告
するものとする。

 
４　新株予約権の行使価額

１株につき1,500円とする。

 
５　行使価額の調整
（１）割当日後、当社が当社普通株式につき、株式分割又は株式併合を行う場合、行使価額をそれぞれ次に定める算式

（以下、「行使価額調整式」という。）により調整し、調整の結果生じる１円未満の端数は、これを切り上げ
る。

 

調整後行使価額＝調整前行使価額 ×
１

株式分割・併合の比率
 

 
（２）上記（１）に従い調整を行う場合の調整後行使価額は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日（基準

日を定めないときは、その効力発生日）以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただ
し、剰余金の額を減少して資本金又は準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件とし
て株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整
後行使価額は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用する。
なお、上記ただし書に定める場合において、株式分割のための基準日の翌日から当該株主総会の終結の日まで
に募集新株予約権を行使した（かかる募集新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式の数
を、以下、「分割前行使株式数」という。）新株予約権者に対しては、交付する当社普通株式の数を次の算式に
より調整し、調整の結果生じる１株未満の端数は、これを切り捨てる。

 

新規発行株式数＝
（調整前行使価額－調整後行使価額）×分割前行使株式数

調整後行使価額
 

 
（３）上記（１）に定める場合のほか、当社が調整前行使価額を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う

場合（割当日時点において存在する新株予約権の行使による場合を除く。）、割当日後、他の種類株式の普通株
主への無償割当て又は他の会社の株式の普通株主への配当を行う場合、当社が合併等を行う場合等、行使価額の
調整をすることが適切な場合は、かかる割当て又は配当等の条件等を勘案の上、当社は、合理的な範囲で行使価
額を調整することができる。

 
（４）行使価額の調整を行うときは、当社は適用日の前日までに、必要な事項を新株予約権者に通知又は公告する。た

だし、当該適用日の前日までに通知又は公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知又は公告する。

 
６　新株予約権の行使期間

2021年５月18日から2029年５月17日までの間とする。
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７　新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
①　新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第１項に従い
算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じたときは、その端数を切
り上げるものとする。

②　新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限
度額から、上記①に従って増加する資本金の額を減じた額とする。

 
８　譲渡制限新株予約権に関する事項

本新株予約権の譲渡については、当社の取締役会の承認を要する。また、本新株予約権の質入れその他の担保設
定は認めない。

 
９　新株予約権の取得条項

設けない。

 
10　組織再編時における再編対象の新株予約権の交付及びその条件

当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転（以上
これらを総称して、以下「組織再編行為」という。）をする場合においては、組織再編行為の効力発生の直前の時
点において残存する新株予約権（以下「残存新株予約権」という。）の新株予約権者に対し、会社法第236条第１項
第８号イからホまでに掲げる株式会社（以下「再編対象会社」という。）の新株予約権を以下の条件に基づきそれ
ぞれ交付することができるものとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新たに新
株予約権を交付するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合
併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限
るものとする。

 
①　交付する再編対象会社の新株予約権の数

残存新株予約権の新株予約権者が保有する数と同一の数とする。
②　新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。
③　新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案のうえ、目的である株式数につき合理的な調整がなされた数（以下「承継後株式
数」という。）とする。ただし、調整によって生じる１株未満の端数は切り捨てる。

④　新株予約権を行使することができる期間
上記に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日か
ら、上記に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

⑤　新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記に準じて決定する。

⑥　新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権の行使に際してする出資の目的は金銭とし、その価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、行使
価額につき合理的な調整がなされた額に承継後株式数を乗じた額とする。

⑦　譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要する。

⑧　新株予約権の行使の条件並びに取得事由および条件
上記に準じて決定する。

 
11　新株予約権を行使した際に生じる１株に満たない端数の取扱い

新株予約権者に交付する株式の数に１株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てる。

 
12　新株予約権の行使の条件

新株予約権の行使時においても、当社の取締役、執行役員もしくは従業員（顧問、相談役を含む。）または子会
社の取締役、執行役員もしくは従業員（顧問、相談役を含む。）の地位にあることを要する。また、対象者が死亡
した場合、対象者の相続人は、対象者死亡時に未行使の新株予約権を行使することができる。ただし、当該相続人
が死亡した場合、当該相続人の相続人は新株予約権を行使することができないものとし、当該新株予約権は会社法
第287条の定めに基づき消滅するものとする。

 
13　新株予約権の払込金額

金銭の払込みを要しない。

 
14　新株予約権の割当日

2019年５月17日とする。

 
15　割当方法

募集新株予約権の割当てを受ける者から引受けの申込みがあったときは、同人に割り当てる。

 
16　その他の条件については、取締役会の決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結される新株予約権割当契約

書に定めるところによる。
以上
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別紙2-④-2

 
ギフティグループ株式会社　第４回新株予約権

 
１　新株予約権の名称

ギフティグループ株式会社　第４回新株予約権

 
２　新株予約権の総数

28個とする。
上記総数は、割当予定数であり、引受けの申込みがなされなかった場合など割り当てる新株予約権の総数が減少
したときは、割り当てる新株予約権の総数をもって発行する新株予約権の総数とする。

 
３　新株予約権の目的である株式の種類及び数

新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、各新株予約権の目的である株式の数は1,000株とする。
ただし、下記14に定める募集新株予約権を割り当てる日（以下「割当日」という。）後、当社が当社普通株式に
つき、株式分割又は株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整するものとする。

 
調整後付与株式数＝調整前付与株式数×株式分割・株式併合の比率

 
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日（基準日を定めないときは、その効力発
生日）以後、株式併合の場合は、その効力発生日以後、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金ま
たは準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該
株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結
の日の翌日以後、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用する。
また、上記のほか、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転（以下「合併等」という。）を行う場合、当
社普通株式の無償割当てを行う場合、その他付与株式数の調整が適切な場合は、合理的な範囲で付与株式を調整す
る。
なお、上記の調整の結果生じる１株未満の端数はこれを切り捨てるものとする。
さらに、付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに必要な事項を新株
予約権原簿に記載された各募集新株予約権を保有する者（以下、「新株予約権者」という）に通知または公告す
る。ただし、当該適用の日の前日までに通知又は公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知又は公告
するものとする。

 
４　新株予約権の行使価額

１株につき1,500円とする。

 
５　行使価額の調整
（１）割当日後、当社が当社普通株式につき、株式分割又は株式併合を行う場合、行使価額をそれぞれ次に定める算式

（以下、「行使価額調整式」という。）により調整し、調整の結果生じる１円未満の端数は、これを切り上げ
る。

 

調整後行使価額＝調整前行使価額 ×
１

株式分割・併合の比率
 

 
（２）上記（１）に従い調整を行う場合の調整後行使価額は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日（基準

日を定めないときは、その効力発生日）以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただ
し、剰余金の額を減少して資本金又は準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件とし
て株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整
後行使価額は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用する。
なお、上記ただし書に定める場合において、株式分割のための基準日の翌日から当該株主総会の終結の日まで
に募集新株予約権を行使した（かかる募集新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式の数
を、以下、「分割前行使株式数」という。）新株予約権者に対しては、交付する当社普通株式の数を次の算式に
より調整し、調整の結果生じる１株未満の端数は、これを切り捨てる。

 

新規発行株式数＝
（調整前行使価額－調整後行使価額）×分割前行使株式数

調整後行使価額
 

 
（３）上記（１）に定める場合のほか、当社が調整前行使価額を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う

場合（割当日時点において存在する新株予約権の行使による場合を除く。）、割当日後、他の種類株式の普通株
主への無償割当て又は他の会社の株式の普通株主への配当を行う場合、当社が合併等を行う場合等、行使価額の
調整をすることが適切な場合は、かかる割当て又は配当等の条件等を勘案の上、当社は、合理的な範囲で行使価
額を調整することができる。

 
（４）行使価額の調整を行うときは、当社は適用日の前日までに、必要な事項を新株予約権者に通知又は公告する。た

だし、当該適用日の前日までに通知又は公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知又は公告する。

 
６　新株予約権の行使期間

2026年７月１日から2029年５月17日までの間とする。
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７　新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
①　新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第１項に従い
算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じたときは、その端数を切
り上げるものとする。

②　新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限
度額から、上記①に従って増加する資本金の額を減じた額とする。

 
８　譲渡制限新株予約権に関する事項

本新株予約権の譲渡については、当社の取締役会の承認を要する。また、本新株予約権の質入れその他の担保設
定は認めない。

 
９　新株予約権の取得条項

設けない。

 
10　組織再編時における再編対象の新株予約権の交付及びその条件

当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転（以上
これらを総称して、以下「組織再編行為」という。）をする場合においては、組織再編行為の効力発生の直前の時
点において残存する新株予約権（以下「残存新株予約権」という。）の新株予約権者に対し、会社法第236条第１項
第８号イからホまでに掲げる株式会社（以下「再編対象会社」という。）の新株予約権を以下の条件に基づきそれ
ぞれ交付することができるものとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新たに新
株予約権を交付するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合
併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限
るものとする。

 
①　交付する再編対象会社の新株予約権の数

残存新株予約権の新株予約権者が保有する数と同一の数とする。
②　新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。
③　新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案のうえ、目的である株式数につき合理的な調整がなされた数（以下「承継後株式
数」という。）とする。ただし、調整によって生じる１株未満の端数は切り捨てる。

④　新株予約権を行使することができる期間
上記に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日か
ら、上記に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

⑤　新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記に準じて決定する。

⑥　新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権の行使に際してする出資の目的は金銭とし、その価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、行使
価額につき合理的な調整がなされた額に承継後株式数を乗じた額とする。

⑦　譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要する。

⑧　新株予約権の行使の条件並びに取得事由および条件
上記に準じて決定する。

 
11　新株予約権を行使した際に生じる１株に満たない端数の取扱い

新株予約権者に交付する株式の数に１株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てる。

 
12　新株予約権の行使の条件

新株予約権の行使時においても、当社の取締役、執行役員もしくは従業員（顧問、相談役を含む。）または子会
社の取締役、執行役員もしくは従業員（顧問、相談役を含む。）の地位にあることを要する。また、対象者が死亡
した場合、対象者の相続人は、対象者死亡時に未行使の新株予約権を行使することができる。ただし、当該相続人
が死亡した場合、当該相続人の相続人は新株予約権を行使することができないものとし、当該新株予約権は会社法
第287条の定めに基づき消滅するものとする。

 
13　新株予約権の払込金額

金銭の払込みを要しない。

 
14　新株予約権の割当日

2026年７月１日とする。

 
15　その他の条件については、取締役会の決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結される新株予約権割当契約

書に定めるところによる。
以上
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別紙2-⑤-1

 
株式会社ギフティ　第13回新株予約権

 
１　新株予約権の名称

株式会社ギフティ　第13回新株予約権

 
２　新株予約権の総数

124個とする。
上記総数は、割当予定数であり、引受けの申込みがなされなかった場合など割り当てる新株予約権の総数が減少
したときは、割り当てる新株予約権の総数をもって発行する新株予約権の総数とする。

 
３　新株予約権の目的である株式の種類及び数

新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、各新株予約権の目的である株式の数は1,000株とする。
ただし、下記14に定める募集新株予約権を割り当てる日（以下「割当日」という。）後、当社が当社普通株式に
つき、株式分割又は株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整するものとする。

 
調整後付与株式数＝調整前付与株式数×株式分割・株式併合の比率

 
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日（基準日を定めないときは、その効力発
生日）以後、株式併合の場合は、その効力発生日以後、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金ま
たは準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該
株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結
の日の翌日以後、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用する。
また、上記のほか、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転（以下「合併等」という。）を行う場合、当
社普通株式の無償割当てを行う場合、その他付与株式数の調整が適切な場合は、合理的な範囲で付与株式を調整す
る。
なお、上記の調整の結果生じる１株未満の端数はこれを切り捨てるものとする。
さらに、付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに必要な事項を新株
予約権原簿に記載された各募集新株予約権を保有する者（以下、「新株予約権者」という）に通知または公告す
る。ただし、当該適用の日の前日までに通知又は公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知又は公告
するものとする。

 
４　新株予約権の行使価額

１株につき3,215円とする。

 
５　行使価額の調整
（１）割当日後、当社が当社普通株式につき、株式分割又は株式併合を行う場合、行使価額をそれぞれ次に定める算式

（以下、「行使価額調整式」という。）により調整し、調整の結果生じる１円未満の端数は、これを切り上げ
る。

 

調整後行使価額＝調整前行使価額 ×
１

株式分割・併合の比率
 

 
（２）上記（１）に従い調整を行う場合の調整後行使価額は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日（基準

日を定めないときは、その効力発生日）以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただ
し、剰余金の額を減少して資本金又は準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件とし
て株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整
後行使価額は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用する。
なお、上記ただし書に定める場合において、株式分割のための基準日の翌日から当該株主総会の終結の日まで
に募集新株予約権を行使した（かかる募集新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式の数
を、以下、「分割前行使株式数」という。）新株予約権者に対しては、交付する当社普通株式の数を次の算式に
より調整し、調整の結果生じる１株未満の端数は、これを切り捨てる。

 

新規発行株式数＝
（調整前行使価額－調整後行使価額）×分割前行使株式数

調整後行使価額
 

 
（３）上記（１）に定める場合のほか、当社が調整前行使価額を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う

場合（割当日時点において存在する新株予約権の行使による場合を除く。）、割当日後、他の種類株式の普通株
主への無償割当て又は他の会社の株式の普通株主への配当を行う場合、当社が合併等を行う場合等、行使価額の
調整をすることが適切な場合は、かかる割当て又は配当等の条件等を勘案の上、当社は、合理的な範囲で行使価
額を調整することができる。

 
（４）行使価額の調整を行うときは、当社は適用日の前日までに、必要な事項を新株予約権者に通知又は公告する。た

だし、当該適用日の前日までに通知又は公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知又は公告する。

 
６　新株予約権の行使期間

2022年11月14日から2030年11月13日まで
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７　新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
①　新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第１項に従い
算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じたときは、その端数を切
り上げるものとする。

②　新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限
度額から、上記①に従って増加する資本金の額を減じた額とする。

 
８　譲渡制限新株予約権に関する事項

本新株予約権の譲渡については、当社の取締役会の承認を要する。また、本新株予約権の質入れその他の担保設
定は認めない。

 
９　新株予約権の取得条項

設けない。

 
10　組織再編時における再編対象の新株予約権の交付及びその条件

当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転（以上
これらを総称して、以下「組織再編行為」という。）をする場合においては、組織再編行為の効力発生の直前の時
点において残存する新株予約権（以下「残存新株予約権」という。）の新株予約権者に対し、会社法第236条第１項
第８号イからホまでに掲げる株式会社（以下「再編対象会社」という。）の新株予約権を以下の条件に基づきそれ
ぞれ交付することができるものとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新たに新
株予約権を交付するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合
併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限
るものとする。

 
①　交付する再編対象会社の新株予約権の数

残存新株予約権の新株予約権者が保有する数と同一の数とする。
②　新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。
③　新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案のうえ、目的である株式数につき合理的な調整がなされた数（以下「承継後株式
数」という。）とする。ただし、調整によって生じる１株未満の端数は切り捨てる。

④　新株予約権を行使することができる期間
上記に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日か
ら、上記に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

⑤　新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記に準じて決定する。

⑥　新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権の行使に際してする出資の目的は金銭とし、その価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、行使
価額につき合理的な調整がなされた額に承継後株式数を乗じた額とする。

⑦　譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要する。

⑧　新株予約権の行使の条件並びに取得事由および条件
上記に準じて決定する。

 
11　新株予約権を行使した際に生じる１株に満たない端数の取扱い

新株予約権者に交付する株式の数に１株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てる。

 
12　新株予約権の行使の条件

新株予約権の行使時においても、当社の取締役、執行役員もしくは従業員（顧問、相談役を含む。）または子会
社の取締役、執行役員もしくは従業員（顧問、相談役を含む。）の地位にあることを要する。また、対象者が死亡
した場合、対象者の相続人は、対象者死亡時に未行使の新株予約権を行使することができる。ただし、当該相続人
が死亡した場合、当該相続人の相続人は新株予約権を行使することができないものとし、当該新株予約権は会社法
第287条の定めに基づき消滅するものとする。

 
13　新株予約権の払込金額

金銭の払込みを要しない。

 
14　新株予約権の割当日

2020年12月１日とする。

 
15　割当方法

募集新株予約権の割当てを受ける者から引受けの申込みがあったときは、同人に割り当てる。

 
16　その他の条件については、取締役会の決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結される新株予約権割当契約

書に定めるところによる。
以上
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別紙2-⑤-2

 
ギフティグループ株式会社　第５回新株予約権

 
１　新株予約権の名称

ギフティグループ株式会社　第５回新株予約権

 
２　新株予約権の総数

124個とする。
上記総数は、割当予定数であり、引受けの申込みがなされなかった場合など割り当てる新株予約権の総数が減少
したときは、割り当てる新株予約権の総数をもって発行する新株予約権の総数とする。

 
３　新株予約権の目的である株式の種類及び数

新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、各新株予約権の目的である株式の数は1,000株とする。
ただし、下記14に定める募集新株予約権を割り当てる日（以下「割当日」という。）後、当社が当社普通株式に
つき、株式分割又は株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整するものとする。

 
調整後付与株式数＝調整前付与株式数×株式分割・株式併合の比率

 
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日（基準日を定めないときは、その効力発
生日）以後、株式併合の場合は、その効力発生日以後、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金ま
たは準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該
株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結
の日の翌日以後、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用する。
また、上記のほか、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転（以下「合併等」という。）を行う場合、当
社普通株式の無償割当てを行う場合、その他付与株式数の調整が適切な場合は、合理的な範囲で付与株式を調整す
る。
なお、上記の調整の結果生じる１株未満の端数はこれを切り捨てるものとする。
さらに、付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに必要な事項を新株
予約権原簿に記載された各募集新株予約権を保有する者（以下、「新株予約権者」という）に通知または公告す
る。ただし、当該適用の日の前日までに通知又は公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知又は公告
するものとする。

 
４　新株予約権の行使価額

１株につき3,215円とする。

 
５　行使価額の調整
（１）割当日後、当社が当社普通株式につき、株式分割又は株式併合を行う場合、行使価額をそれぞれ次に定める算式

（以下、「行使価額調整式」という。）により調整し、調整の結果生じる１円未満の端数は、これを切り上げ
る。

 

調整後行使価額＝調整前行使価額 ×
１

株式分割・併合の比率
 

 
（２）上記（１）に従い調整を行う場合の調整後行使価額は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日（基準

日を定めないときは、その効力発生日）以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただ
し、剰余金の額を減少して資本金又は準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件とし
て株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整
後行使価額は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用する。
なお、上記ただし書に定める場合において、株式分割のための基準日の翌日から当該株主総会の終結の日まで
に募集新株予約権を行使した（かかる募集新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式の数
を、以下、「分割前行使株式数」という。）新株予約権者に対しては、交付する当社普通株式の数を次の算式に
より調整し、調整の結果生じる１株未満の端数は、これを切り捨てる。

 

新規発行株式数＝
（調整前行使価額－調整後行使価額）×分割前行使株式数

調整後行使価額
 

 
（３）上記（１）に定める場合のほか、当社が調整前行使価額を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う

場合（割当日時点において存在する新株予約権の行使による場合を除く。）、割当日後、他の種類株式の普通株
主への無償割当て又は他の会社の株式の普通株主への配当を行う場合、当社が合併等を行う場合等、行使価額の
調整をすることが適切な場合は、かかる割当て又は配当等の条件等を勘案の上、当社は、合理的な範囲で行使価
額を調整することができる。

 
（４）行使価額の調整を行うときは、当社は適用日の前日までに、必要な事項を新株予約権者に通知又は公告する。た

だし、当該適用日の前日までに通知又は公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知又は公告する。

 
６　新株予約権の行使期間

2026年７月１日から2030年11月13日まで
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７　新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
①　新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第１項に従い
算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じたときは、その端数を切
り上げるものとする。

②　新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限
度額から、上記①に従って増加する資本金の額を減じた額とする。

 
８　譲渡制限新株予約権に関する事項

本新株予約権の譲渡については、当社の取締役会の承認を要する。また、本新株予約権の質入れその他の担保設
定は認めない。

 
９　新株予約権の取得条項

設けない。

 
10　組織再編時における再編対象の新株予約権の交付及びその条件

当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転（以上
これらを総称して、以下「組織再編行為」という。）をする場合においては、組織再編行為の効力発生の直前の時
点において残存する新株予約権（以下「残存新株予約権」という。）の新株予約権者に対し、会社法第236条第１項
第８号イからホまでに掲げる株式会社（以下「再編対象会社」という。）の新株予約権を以下の条件に基づきそれ
ぞれ交付することができるものとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新たに新
株予約権を交付するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合
併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限
るものとする。

 
①　交付する再編対象会社の新株予約権の数

残存新株予約権の新株予約権者が保有する数と同一の数とする。
②　新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。
③　新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案のうえ、目的である株式数につき合理的な調整がなされた数（以下「承継後株式
数」という。）とする。ただし、調整によって生じる１株未満の端数は切り捨てる。

④　新株予約権を行使することができる期間
上記に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日か
ら、上記に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

⑤　新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記に準じて決定する。

⑥　新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権の行使に際してする出資の目的は金銭とし、その価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、行使
価額につき合理的な調整がなされた額に承継後株式数を乗じた額とする。

⑦　譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要する。

⑧　新株予約権の行使の条件並びに取得事由および条件
上記に準じて決定する。

 
11　新株予約権を行使した際に生じる１株に満たない端数の取扱い

新株予約権者に交付する株式の数に１株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てる。

 
12　新株予約権の行使の条件

新株予約権の行使時においても、当社の取締役、執行役員もしくは従業員（顧問、相談役を含む。）または子会
社の取締役、執行役員もしくは従業員（顧問、相談役を含む。）の地位にあることを要する。また、対象者が死亡
した場合、対象者の相続人は、対象者死亡時に未行使の新株予約権を行使することができる。ただし、当該相続人
が死亡した場合、当該相続人の相続人は新株予約権を行使することができないものとし、当該新株予約権は会社法
第287条の定めに基づき消滅するものとする。

 
13　新株予約権の払込金額

金銭の払込みを要しない。

 
14　新株予約権の割当日

2026年７月１日とする。

 
15　その他の条件については、取締役会の決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結される新株予約権割当契約

書に定めるところによる。
以上
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別紙2-⑥-1

 
株式会社ギフティ　第14回新株予約権

 
１　新株予約権の名称

株式会社ギフティ　第14回新株予約権

 
２　新株予約権の総数

263個とする。
上記総数は、割当予定数であり、引受けの申込みがなされなかった場合など割り当てる新株予約権の総数が減少
したときは、割り当てる新株予約権の総数をもって発行する新株予約権の総数とする。

 
３　新株予約権の目的である株式の種類及び数

新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、各新株予約権の目的である株式の数は100株とする。
ただし、下記14に定める募集新株予約権を割り当てる日（以下「割当日」という。）後、当社が当社普通株式に
つき、株式分割又は株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整するものとする。

 
調整後付与株式数＝調整前付与株式数×株式分割・株式併合の比率

 
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日（基準日を定めないときは、その効力発
生日）以後、株式併合の場合は、その効力発生日以後、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金ま
たは準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該
株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結
の日の翌日以後、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用する。
また、上記のほか、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転（以下「合併等」という。）を行う場合、当
社普通株式の無償割当てを行う場合、その他付与株式数の調整が適切な場合は、合理的な範囲で付与株式を調整す
る。
なお、上記の調整の結果生じる１株未満の端数はこれを切り捨てるものとする。
さらに、付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに必要な事項を新株
予約権原簿に記載された各募集新株予約権を保有する者（以下、「新株予約権者」という）に通知または公告す
る。ただし、当該適用の日の前日までに通知又は公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知又は公告
するものとする。

 
４　新株予約権の行使価額

行使価額は１株につき3,898円とする。

 
５　行使価額の調整
（１）割当日後、当社が当社普通株式につき、株式分割又は株式併合を行う場合、行使価額をそれぞれ次に定める算式

（以下、「行使価額調整式」という。）により調整し、調整の結果生じる１円未満の端数は、これを切り上げ
る。

 

調整後行使価額＝調整前行使価額 ×
１

株式分割・併合の比率
 

 
（２）上記（１）に従い調整を行う場合の調整後行使価額は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日（基準

日を定めないときは、その効力発生日）以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただ
し、剰余金の額を減少して資本金又は準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件とし
て株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整
後行使価額は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用する。
なお、上記ただし書に定める場合において、株式分割のための基準日の翌日から当該株主総会の終結の日まで
に募集新株予約権を行使した（かかる募集新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式の数
を、以下、「分割前行使株式数」という。）新株予約権者に対しては、交付する当社普通株式の数を次の算式に
より調整し、調整の結果生じる１株未満の端数は、これを切り捨てる。

 

新規発行株式数＝
（調整前行使価額－調整後行使価額）×分割前行使株式数

調整後行使価額
 

 
（３）上記（１）に定める場合のほか、当社が調整前行使価額を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う

場合（割当日時点において存在する新株予約権の行使による場合を除く。）、割当日後、他の種類株式の普通株
主への無償割当て又は他の会社の株式の普通株主への配当を行う場合、当社が合併等を行う場合等、行使価額の
調整をすることが適切な場合は、かかる割当て又は配当等の条件等を勘案の上、当社は、合理的な範囲で行使価
額を調整することができる。

 
（４）行使価額の調整を行うときは、当社は適用日の前日までに、必要な事項を新株予約権者に通知又は公告する。た

だし、当該適用日の前日までに通知又は公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知又は公告する。

 
６　新株予約権の行使期間

2023年３月13日から2031年３月12日まで
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７　新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
①　新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第１項に従い
算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じたときは、その端数を切
り上げるものとする。

②　新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限
度額から、上記①に従って増加する資本金の額を減じた額とする。

 
８　譲渡制限新株予約権に関する事項

本新株予約権の譲渡については、当社の取締役会の承認を要する。また、本新株予約権の質入れその他の担保設
定は認めない。

 
９　新株予約権の取得条項

設けない。

 
10　組織再編時における再編対象の新株予約権の交付及びその条件

当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転（以上
これらを総称して、以下「組織再編行為」という。）をする場合においては、組織再編行為の効力発生の直前の時
点において残存する新株予約権（以下「残存新株予約権」という。）の新株予約権者に対し、会社法第236条第１項
第８号イからホまでに掲げる株式会社（以下「再編対象会社」という。）の新株予約権を以下の条件に基づきそれ
ぞれ交付することができるものとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新たに新
株予約権を交付するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合
併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限
るものとする。

 
①　交付する再編対象会社の新株予約権の数

残存新株予約権の新株予約権者が保有する数と同一の数とする。
②　新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。
③　新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案のうえ、目的である株式数につき合理的な調整がなされた数（以下「承継後株式
数」という。）とする。ただし、調整によって生じる１株未満の端数は切り捨てる。

④　新株予約権を行使することができる期間
上記に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日か
ら、上記に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

⑤　新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記に準じて決定する。

⑥　新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権の行使に際してする出資の目的は金銭とし、その価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、行使
価額につき合理的な調整がなされた額に承継後株式数を乗じた額とする。

⑦　譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要する。

⑧　新株予約権の行使の条件並びに取得事由および条件
上記に準じて決定する。

 
11　新株予約権を行使した際に生じる１株に満たない端数の取扱い

新株予約権者に交付する株式の数に１株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てる。

 
12　新株予約権の行使の条件

新株予約権の行使時においても、当社の取締役、執行役員もしくは従業員（顧問、相談役を含む。）または子会
社の取締役、執行役員もしくは従業員（顧問、相談役を含む。）の地位にあることを要する。また、対象者が死亡
した場合、対象者の相続人は、対象者死亡時に未行使の新株予約権を行使することができる。ただし、当該相続人
が死亡した場合、当該相続人の相続人は新株予約権を行使することができないものとし、当該新株予約権は会社法
第287条の定めに基づき消滅するものとする。

 
13　新株予約権の払込金額

金銭の払込みを要しない。

 
14　新株予約権の割当日

2021年３月31日とする。

 
15　割当方法

募集新株予約権の割当てを受ける者から引受けの申込みがあったときは、同人に割り当てる。

 
16　その他の条件については、取締役会の決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結される新株予約権割当契約

書に定めるところによる。
以上
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別紙2-⑥-2

 
ギフティグループ株式会社　第６回新株予約権

 
１　新株予約権の名称

ギフティグループ株式会社　第６回新株予約権

 
２　新株予約権の総数

263個とする。
上記総数は、割当予定数であり、引受けの申込みがなされなかった場合など割り当てる新株予約権の総数が減少
したときは、割り当てる新株予約権の総数をもって発行する新株予約権の総数とする。

 
３　新株予約権の目的である株式の種類及び数

新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、各新株予約権の目的である株式の数は100株とする。
ただし、下記14に定める募集新株予約権を割り当てる日（以下「割当日」という。）後、当社が当社普通株式に
つき、株式分割又は株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整するものとする。

 
調整後付与株式数＝調整前付与株式数×株式分割・株式併合の比率

 
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日（基準日を定めないときは、その効力発
生日）以後、株式併合の場合は、その効力発生日以後、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金ま
たは準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該
株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結
の日の翌日以後、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用する。
また、上記のほか、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転（以下「合併等」という。）を行う場合、当
社普通株式の無償割当てを行う場合、その他付与株式数の調整が適切な場合は、合理的な範囲で付与株式を調整す
る。
なお、上記の調整の結果生じる１株未満の端数はこれを切り捨てるものとする。
さらに、付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに必要な事項を新株
予約権原簿に記載された各募集新株予約権を保有する者（以下、「新株予約権者」という）に通知または公告す
る。ただし、当該適用の日の前日までに通知又は公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知又は公告
するものとする。

 
４　新株予約権の行使価額

行使価額は１株につき3,898円とする。

 
５　行使価額の調整
（１）割当日後、当社が当社普通株式につき、株式分割又は株式併合を行う場合、行使価額をそれぞれ次に定める算式

（以下、「行使価額調整式」という。）により調整し、調整の結果生じる１円未満の端数は、これを切り上げ
る。

 

調整後行使価額＝調整前行使価額 ×
１

株式分割・併合の比率
 

 
（２）上記（１）に従い調整を行う場合の調整後行使価額は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日（基準

日を定めないときは、その効力発生日）以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただ
し、剰余金の額を減少して資本金又は準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件とし
て株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整
後行使価額は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用する。
なお、上記ただし書に定める場合において、株式分割のための基準日の翌日から当該株主総会の終結の日まで
に募集新株予約権を行使した（かかる募集新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式の数
を、以下、「分割前行使株式数」という。）新株予約権者に対しては、交付する当社普通株式の数を次の算式に
より調整し、調整の結果生じる１株未満の端数は、これを切り捨てる。

 

新規発行株式数＝
（調整前行使価額－調整後行使価額）×分割前行使株式数

調整後行使価額
 

 
（３）上記（１）に定める場合のほか、当社が調整前行使価額を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う

場合（割当日時点において存在する新株予約権の行使による場合を除く。）、割当日後、他の種類株式の普通株
主への無償割当て又は他の会社の株式の普通株主への配当を行う場合、当社が合併等を行う場合等、行使価額の
調整をすることが適切な場合は、かかる割当て又は配当等の条件等を勘案の上、当社は、合理的な範囲で行使価
額を調整することができる。

 
（４）行使価額の調整を行うときは、当社は適用日の前日までに、必要な事項を新株予約権者に通知又は公告する。た

だし、当該適用日の前日までに通知又は公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知又は公告する。

 
６　新株予約権の行使期間

2026年７月１日から2031年３月12日まで
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７　新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
①　新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第１項に従い
算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じたときは、その端数を切
り上げるものとする。

②　新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限
度額から、上記①に従って増加する資本金の額を減じた額とする。

 
８　譲渡制限新株予約権に関する事項

本新株予約権の譲渡については、当社の取締役会の承認を要する。また、本新株予約権の質入れその他の担保設
定は認めない。

 
９　新株予約権の取得条項

設けない。

 
10　組織再編時における再編対象の新株予約権の交付及びその条件

当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転（以上
これらを総称して、以下「組織再編行為」という。）をする場合においては、組織再編行為の効力発生の直前の時
点において残存する新株予約権（以下「残存新株予約権」という。）の新株予約権者に対し、会社法第236条第１項
第８号イからホまでに掲げる株式会社（以下「再編対象会社」という。）の新株予約権を以下の条件に基づきそれ
ぞれ交付することができるものとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新たに新
株予約権を交付するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合
併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限
るものとする。

 
①　交付する再編対象会社の新株予約権の数

残存新株予約権の新株予約権者が保有する数と同一の数とする。
②　新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。
③　新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案のうえ、目的である株式数につき合理的な調整がなされた数（以下「承継後株式
数」という。）とする。ただし、調整によって生じる１株未満の端数は切り捨てる。

④　新株予約権を行使することができる期間
上記に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日か
ら、上記に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

⑤　新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記に準じて決定する。

⑥　新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権の行使に際してする出資の目的は金銭とし、その価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、行使
価額につき合理的な調整がなされた額に承継後株式数を乗じた額とする。

⑦　譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要する。

⑧　新株予約権の行使の条件並びに取得事由および条件
上記に準じて決定する。

 
11　新株予約権を行使した際に生じる１株に満たない端数の取扱い

新株予約権者に交付する株式の数に１株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てる。

 
12　新株予約権の行使の条件

新株予約権の行使時においても、当社の取締役、執行役員もしくは従業員（顧問、相談役を含む。）または子会
社の取締役、執行役員もしくは従業員（顧問、相談役を含む。）の地位にあることを要する。また、対象者が死亡
した場合、対象者の相続人は、対象者死亡時に未行使の新株予約権を行使することができる。ただし、当該相続人
が死亡した場合、当該相続人の相続人は新株予約権を行使することができないものとし、当該新株予約権は会社法
第287条の定めに基づき消滅するものとする。

 
13　新株予約権の払込金額

金銭の払込みを要しない。

 
14　新株予約権の割当日

2026年７月１日とする。

 
15　その他の条件については、取締役会の決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結される新株予約権割当契約

書に定めるところによる。
以上
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別紙2-⑦-1

 
株式会社ギフティ　第15回新株予約権

 
１　新株予約権の名称

株式会社ギフティ　第15回新株予約権

 
２　新株予約権の総数

68個とする。
上記総数は、割当予定数であり、引受けの申込みがなされなかった場合など割り当てる新株予約権の総数が減少
したときは、割り当てる新株予約権の総数をもって発行する新株予約権の総数とする。

 
３　新株予約権の目的である株式の種類及び数

新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、各新株予約権の目的である株式の数は1,000株とする。
ただし、下記14に定める募集新株予約権を割り当てる日（以下「割当日」という。）後、当社が当社普通株式に
つき、株式分割又は株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整するものとする。

 
調整後付与株式数＝調整前付与株式数×株式分割・株式併合の比率

 
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日（基準日を定めないときは、その効力発
生日）以後、株式併合の場合は、その効力発生日以後、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金ま
たは準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該
株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結
の日の翌日以後、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用する。
また、上記のほか、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転（以下「合併等」という。）を行う場合、当
社普通株式の無償割当てを行う場合、その他付与株式数の調整が適切な場合は、合理的な範囲で付与株式を調整す
る。
なお、上記の調整の結果生じる１株未満の端数はこれを切り捨てるものとする。
さらに、付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに必要な事項を新株
予約権原簿に記載された各募集新株予約権を保有する者（以下、「新株予約権者」という）に通知または公告す
る。ただし、当該適用の日の前日までに通知又は公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知又は公告
するものとする。

 
４　新株予約権の行使価額

行使価額は１株につき3,528円とする。

 
５　行使価額の調整
（１）割当日後、当社が当社普通株式につき、株式分割又は株式併合を行う場合、行使価額をそれぞれ次に定める算式

（以下、「行使価額調整式」という。）により調整し、調整の結果生じる１円未満の端数は、これを切り上げ
る。

 

調整後行使価額＝調整前行使価額 ×
１

株式分割・併合の比率
 

 
（２）上記（１）に従い調整を行う場合の調整後行使価額は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日（基準

日を定めないときは、その効力発生日）以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただ
し、剰余金の額を減少して資本金又は準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件とし
て株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整
後行使価額は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用する。
なお、上記ただし書に定める場合において、株式分割のための基準日の翌日から当該株主総会の終結の日まで
に募集新株予約権を行使した（かかる募集新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式の数
を、以下、「分割前行使株式数」という。）新株予約権者に対しては、交付する当社普通株式の数を次の算式に
より調整し、調整の結果生じる１株未満の端数は、これを切り捨てる。

 

新規発行株式数＝
（調整前行使価額－調整後行使価額）×分割前行使株式数

調整後行使価額
 

 
（３）上記（１）に定める場合のほか、当社が調整前行使価額を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う

場合（割当日時点において存在する新株予約権の行使による場合を除く。）、割当日後、他の種類株式の普通株
主への無償割当て又は他の会社の株式の普通株主への配当を行う場合、当社が合併等を行う場合等、行使価額の
調整をすることが適切な場合は、かかる割当て又は配当等の条件等を勘案の上、当社は、合理的な範囲で行使価
額を調整することができる。

 
（４）行使価額の調整を行うときは、当社は適用日の前日までに、必要な事項を新株予約権者に通知又は公告する。た

だし、当該適用日の前日までに通知又は公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知又は公告する。

 
６　新株予約権の行使期間

2023年11月13日から2031年11月12日まで
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７　新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
①　新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第１項に従い
算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じたときは、その端数を切
り上げるものとする。

②　新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限
度額から、上記①に従って増加する資本金の額を減じた額とする。

 
８　譲渡制限新株予約権に関する事項

本新株予約権の譲渡については、当社の取締役会の承認を要する。また、本新株予約権の質入れその他の担保設
定は認めない。

 
９　新株予約権の取得条項

設けない。

 
10　組織再編時における再編対象の新株予約権の交付及びその条件

当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転（以上
これらを総称して、以下「組織再編行為」という。）をする場合においては、組織再編行為の効力発生の直前の時
点において残存する新株予約権（以下「残存新株予約権」という。）の新株予約権者に対し、会社法第236条第１項
第８号イからホまでに掲げる株式会社（以下「再編対象会社」という。）の新株予約権を以下の条件に基づきそれ
ぞれ交付することができるものとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新たに新
株予約権を交付するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合
併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限
るものとする。

 
①　交付する再編対象会社の新株予約権の数

残存新株予約権の新株予約権者が保有する数と同一の数とする。
②　新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。
③　新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案のうえ、目的である株式数につき合理的な調整がなされた数（以下「承継後株式
数」という。）とする。ただし、調整によって生じる１株未満の端数は切り捨てる。

④　新株予約権を行使することができる期間
上記に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日か
ら、上記に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

⑤　新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記に準じて決定する。

⑥　新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権の行使に際してする出資の目的は金銭とし、その価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、行使
価額につき合理的な調整がなされた額に承継後株式数を乗じた額とする。

⑦　譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要する。

⑧　新株予約権の行使の条件並びに取得事由および条件
上記に準じて決定する。

 
11　新株予約権を行使した際に生じる１株に満たない端数の取扱い

新株予約権者に交付する株式の数に１株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てる。

 
12　新株予約権の行使の条件

新株予約権の行使時においても、当社の取締役、執行役員もしくは従業員（顧問、相談役を含む。）または子会
社の取締役、執行役員もしくは従業員（顧問、相談役を含む。）の地位にあることを要する。また、対象者が死亡
した場合、対象者の相続人は、対象者死亡時に未行使の新株予約権を行使することができる。ただし、当該相続人
が死亡した場合、当該相続人の相続人は新株予約権を行使することができないものとし、当該新株予約権は会社法
第287条の定めに基づき消滅するものとする。

 
13　新株予約権の払込金額

金銭の払込みを要しない。

 
14　新株予約権の割当日

2021年12月１日とする。

 
15　割当方法

募集新株予約権の割当てを受ける者から引受けの申込みがあったときは、同人に割り当てる。

 
16　その他の条件については、取締役会の決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結される新株予約権割当契約

書に定めるところによる。
以上
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別紙2-⑦-2

 
ギフティグループ株式会社　第７回新株予約権

 
１　新株予約権の名称

ギフティグループ株式会社　第７回新株予約権

 
２　新株予約権の総数

68個とする。
上記総数は、割当予定数であり、引受けの申込みがなされなかった場合など割り当てる新株予約権の総数が減少
したときは、割り当てる新株予約権の総数をもって発行する新株予約権の総数とする。

 
３　新株予約権の目的である株式の種類及び数

新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、各新株予約権の目的である株式の数は1,000株とする。
ただし、下記14に定める募集新株予約権を割り当てる日（以下「割当日」という。）後、当社が当社普通株式に
つき、株式分割又は株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整するものとする。

 
調整後付与株式数＝調整前付与株式数×株式分割・株式併合の比率

 
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日（基準日を定めないときは、その効力発
生日）以後、株式併合の場合は、その効力発生日以後、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金ま
たは準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該
株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結
の日の翌日以後、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用する。
また、上記のほか、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転（以下「合併等」という。）を行う場合、当
社普通株式の無償割当てを行う場合、その他付与株式数の調整が適切な場合は、合理的な範囲で付与株式を調整す
る。
なお、上記の調整の結果生じる１株未満の端数はこれを切り捨てるものとする。
さらに、付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに必要な事項を新株
予約権原簿に記載された各募集新株予約権を保有する者（以下、「新株予約権者」という）に通知または公告す
る。ただし、当該適用の日の前日までに通知又は公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知又は公告
するものとする。

 
４　新株予約権の行使価額

行使価額は１株につき3,528円とする。

 
５　行使価額の調整
（１）割当日後、当社が当社普通株式につき、株式分割又は株式併合を行う場合、行使価額をそれぞれ次に定める算式

（以下、「行使価額調整式」という。）により調整し、調整の結果生じる１円未満の端数は、これを切り上げ
る。

 

調整後行使価額＝調整前行使価額 ×
１

株式分割・併合の比率
 

 
（２）上記（１）に従い調整を行う場合の調整後行使価額は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日（基準

日を定めないときは、その効力発生日）以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただ
し、剰余金の額を減少して資本金又は準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件とし
て株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整
後行使価額は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用する。
なお、上記ただし書に定める場合において、株式分割のための基準日の翌日から当該株主総会の終結の日まで
に募集新株予約権を行使した（かかる募集新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式の数
を、以下、「分割前行使株式数」という。）新株予約権者に対しては、交付する当社普通株式の数を次の算式に
より調整し、調整の結果生じる１株未満の端数は、これを切り捨てる。

 

新規発行株式数＝
（調整前行使価額－調整後行使価額）×分割前行使株式数

調整後行使価額
 

 
（３）上記（１）に定める場合のほか、当社が調整前行使価額を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う

場合（割当日時点において存在する新株予約権の行使による場合を除く。）、割当日後、他の種類株式の普通株
主への無償割当て又は他の会社の株式の普通株主への配当を行う場合、当社が合併等を行う場合等、行使価額の
調整をすることが適切な場合は、かかる割当て又は配当等の条件等を勘案の上、当社は、合理的な範囲で行使価
額を調整することができる。

 
（４）行使価額の調整を行うときは、当社は適用日の前日までに、必要な事項を新株予約権者に通知又は公告する。た

だし、当該適用日の前日までに通知又は公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知又は公告する。

 
６　新株予約権の行使期間

2026年７月１日から2031年11月12日まで
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７　新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
①　新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第１項に従い
算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じたときは、その端数を切
り上げるものとする。

②　新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限
度額から、上記①に従って増加する資本金の額を減じた額とする。

 
８　譲渡制限新株予約権に関する事項

本新株予約権の譲渡については、当社の取締役会の承認を要する。また、本新株予約権の質入れその他の担保設
定は認めない。

 
９　新株予約権の取得条項

設けない。

 
10　組織再編時における再編対象の新株予約権の交付及びその条件

当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転（以上
これらを総称して、以下「組織再編行為」という。）をする場合においては、組織再編行為の効力発生の直前の時
点において残存する新株予約権（以下「残存新株予約権」という。）の新株予約権者に対し、会社法第236条第１項
第８号イからホまでに掲げる株式会社（以下「再編対象会社」という。）の新株予約権を以下の条件に基づきそれ
ぞれ交付することができるものとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新たに新
株予約権を交付するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合
併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限
るものとする。

 
①　交付する再編対象会社の新株予約権の数

残存新株予約権の新株予約権者が保有する数と同一の数とする。
②　新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。
③　新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案のうえ、目的である株式数につき合理的な調整がなされた数（以下「承継後株式
数」という。）とする。ただし、調整によって生じる１株未満の端数は切り捨てる。

④　新株予約権を行使することができる期間
上記に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日か
ら、上記に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

⑤　新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記に準じて決定する。

⑥　新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権の行使に際してする出資の目的は金銭とし、その価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、行使
価額につき合理的な調整がなされた額に承継後株式数を乗じた額とする。

⑦　譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要する。

⑧　新株予約権の行使の条件並びに取得事由および条件
上記に準じて決定する。

 
11　新株予約権を行使した際に生じる１株に満たない端数の取扱い

新株予約権者に交付する株式の数に１株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てる。

 
12　新株予約権の行使の条件

新株予約権の行使時においても、当社の取締役、執行役員もしくは従業員（顧問、相談役を含む。）または子会
社の取締役、執行役員もしくは従業員（顧問、相談役を含む。）の地位にあることを要する。また、対象者が死亡
した場合、対象者の相続人は、対象者死亡時に未行使の新株予約権を行使することができる。ただし、当該相続人
が死亡した場合、当該相続人の相続人は新株予約権を行使することができないものとし、当該新株予約権は会社法
第287条の定めに基づき消滅するものとする。

 
13　新株予約権の払込金額

金銭の払込みを要しない。

 
14　新株予約権の割当日

2026年７月１日とする。

 
15　その他の条件については、取締役会の決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結される新株予約権割当契約

書に定めるところによる。
以上
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別紙2-⑧-1

 
株式会社ギフティ　第16回新株予約権

 
１　新株予約権の名称

株式会社ギフティ　第16回新株予約権

 
２　新株予約権の総数

64個とする。
上記総数は、割当予定数であり、引受けの申込みがなされなかった場合など割り当てる新株予約権の総数が減少
したときは、割り当てる新株予約権の総数をもって発行する新株予約権の総数とする。

 
３　新株予約権の目的である株式の種類及び数

新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、各新株予約権の目的である株式の数は1,000株とする。
ただし、下記14に定める募集新株予約権を割り当てる日（以下「割当日」という。）後、当社が当社普通株式に
つき、株式分割又は株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整するものとする。

 
調整後付与株式数＝調整前付与株式数×株式分割・株式併合の比率

 
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日（基準日を定めないときは、その効力発
生日）以後、株式併合の場合は、その効力発生日以後、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金ま
たは準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該
株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結
の日の翌日以後、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用する。
また、上記のほか、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転（以下「合併等」という。）を行う場合、当
社普通株式の無償割当てを行う場合、その他付与株式数の調整が適切な場合は、合理的な範囲で付与株式を調整す
る。
なお、上記の調整の結果生じる１株未満の端数はこれを切り捨てるものとする。
さらに、付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに必要な事項を新株
予約権原簿に記載された各募集新株予約権を保有する者（以下、「新株予約権者」という）に通知または公告す
る。ただし、当該適用の日の前日までに通知又は公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知又は公告
するものとする。

 
４　新株予約権の行使価額

行使価額は１株につき2,291円とする。

 
５　行使価額の調整
（１）割当日後、当社が当社普通株式につき、株式分割又は株式併合を行う場合、行使価額をそれぞれ次に定める算式

（以下、「行使価額調整式」という。）により調整し、調整の結果生じる１円未満の端数は、これを切り上げ
る。

 

調整後行使価額＝調整前行使価額 ×
１

株式分割・併合の比率
 

 
（２）上記（１）に従い調整を行う場合の調整後行使価額は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日（基準

日を定めないときは、その効力発生日）以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただ
し、剰余金の額を減少して資本金又は準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件とし
て株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整
後行使価額は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用する。
なお、上記ただし書に定める場合において、株式分割のための基準日の翌日から当該株主総会の終結の日まで
に募集新株予約権を行使した（かかる募集新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式の数
を、以下、「分割前行使株式数」という。）新株予約権者に対しては、交付する当社普通株式の数を次の算式に
より調整し、調整の結果生じる１株未満の端数は、これを切り捨てる。

 

新規発行株式数＝
（調整前行使価額－調整後行使価額）×分割前行使株式数

調整後行使価額
 

 
（３）上記（１）に定める場合のほか、当社が調整前行使価額を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う

場合（割当日時点において存在する新株予約権の行使による場合を除く。）、割当日後、他の種類株式の普通株
主への無償割当て又は他の会社の株式の普通株主への配当を行う場合、当社が合併等を行う場合等、行使価額の
調整をすることが適切な場合は、かかる割当て又は配当等の条件等を勘案の上、当社は、合理的な範囲で行使価
額を調整することができる。

 
（４）行使価額の調整を行うときは、当社は適用日の前日までに、必要な事項を新株予約権者に通知又は公告する。た

だし、当該適用日の前日までに通知又は公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知又は公告する。

 
６　新株予約権の行使期間

2024年11月15日から2032年11月14日まで
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７　新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
①　新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第１項に従い
算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じたときは、その端数を切
り上げるものとする。

②　新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限
度額から、上記①に従って増加する資本金の額を減じた額とする。

 
８　譲渡制限新株予約権に関する事項

本新株予約権の譲渡については、当社の取締役会の承認を要する。また、本新株予約権の質入れその他の担保設
定は認めない。

 
９　新株予約権の取得条項

設けない。

 
10　組織再編時における再編対象の新株予約権の交付及びその条件

当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転（以上
これらを総称して、以下「組織再編行為」という。）をする場合においては、組織再編行為の効力発生の直前の時
点において残存する新株予約権（以下「残存新株予約権」という。）の新株予約権者に対し、会社法第236条第１項
第８号イからホまでに掲げる株式会社（以下「再編対象会社」という。）の新株予約権を以下の条件に基づきそれ
ぞれ交付することができるものとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新たに新
株予約権を交付するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合
併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限
るものとする。

 
①　交付する再編対象会社の新株予約権の数

残存新株予約権の新株予約権者が保有する数と同一の数とする。
②　新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。
③　新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案のうえ、目的である株式数につき合理的な調整がなされた数（以下「承継後株式
数」という。）とする。ただし、調整によって生じる１株未満の端数は切り捨てる。

④　新株予約権を行使することができる期間
上記に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日か
ら、上記に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

⑤　新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記に準じて決定する。

⑥　新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権の行使に際してする出資の目的は金銭とし、その価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、行使
価額につき合理的な調整がなされた額に承継後株式数を乗じた額とする。

⑦　譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要する。

⑧　新株予約権の行使の条件並びに取得事由および条件
上記に準じて決定する。

 
11　新株予約権を行使した際に生じる１株に満たない端数の取扱い

新株予約権者に交付する株式の数に１株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てる。

 
12　新株予約権の行使の条件

新株予約権の行使時においても、当社の取締役、執行役員もしくは従業員（顧問、相談役を含む。）または子会
社の取締役、執行役員もしくは従業員（顧問、相談役を含む。）の地位にあることを要する。また、対象者が死亡
した場合、対象者の相続人は、対象者死亡時に未行使の新株予約権を行使することができる。ただし、当該相続人
が死亡した場合、当該相続人の相続人は新株予約権を行使することができないものとし、当該新株予約権は会社法
第287条の定めに基づき消滅するものとする。

 
13　新株予約権の払込金額

金銭の払込みを要しない。

 
14　新株予約権の割当日

2022年12月１日とする。

 
15　割当方法

募集新株予約権の割当てを受ける者から引受けの申込みがあったときは、同人に割り当てる。

 
16　その他の条件については、取締役会の決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結される新株予約権割当契約

書に定めるところによる。
以上
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別紙2-⑧-2

 
ギフティグループ株式会社　第８回新株予約権

 
１　新株予約権の名称

ギフティグループ株式会社　第８回新株予約権

 
２　新株予約権の総数

64個とする。
上記総数は、割当予定数であり、引受けの申込みがなされなかった場合など割り当てる新株予約権の総数が減少
したときは、割り当てる新株予約権の総数をもって発行する新株予約権の総数とする。

 
３　新株予約権の目的である株式の種類及び数

新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、各新株予約権の目的である株式の数は1,000株とする。
ただし、下記14に定める募集新株予約権を割り当てる日（以下「割当日」という。）後、当社が当社普通株式に
つき、株式分割又は株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整するものとする。

 
調整後付与株式数＝調整前付与株式数×株式分割・株式併合の比率

 
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日（基準日を定めないときは、その効力発
生日）以後、株式併合の場合は、その効力発生日以後、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金ま
たは準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該
株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結
の日の翌日以後、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用する。
また、上記のほか、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転（以下「合併等」という。）を行う場合、当
社普通株式の無償割当てを行う場合、その他付与株式数の調整が適切な場合は、合理的な範囲で付与株式を調整す
る。
なお、上記の調整の結果生じる１株未満の端数はこれを切り捨てるものとする。
さらに、付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに必要な事項を新株
予約権原簿に記載された各募集新株予約権を保有する者（以下、「新株予約権者」という）に通知または公告す
る。ただし、当該適用の日の前日までに通知又は公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知又は公告
するものとする。

 
４　新株予約権の行使価額

行使価額は１株につき2,291円とする。

 
５　行使価額の調整
（１）割当日後、当社が当社普通株式につき、株式分割又は株式併合を行う場合、行使価額をそれぞれ次に定める算式

（以下、「行使価額調整式」という。）により調整し、調整の結果生じる１円未満の端数は、これを切り上げ
る。

 

調整後行使価額＝調整前行使価額 ×
１

株式分割・併合の比率
 

 
（２）上記（１）に従い調整を行う場合の調整後行使価額は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日（基準

日を定めないときは、その効力発生日）以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただ
し、剰余金の額を減少して資本金又は準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件とし
て株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整
後行使価額は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用する。
なお、上記ただし書に定める場合において、株式分割のための基準日の翌日から当該株主総会の終結の日まで
に募集新株予約権を行使した（かかる募集新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式の数
を、以下、「分割前行使株式数」という。）新株予約権者に対しては、交付する当社普通株式の数を次の算式に
より調整し、調整の結果生じる１株未満の端数は、これを切り捨てる。

 

新規発行株式数＝
（調整前行使価額－調整後行使価額）×分割前行使株式数

調整後行使価額
 

 
（３）上記（１）に定める場合のほか、当社が調整前行使価額を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う

場合（割当日時点において存在する新株予約権の行使による場合を除く。）、割当日後、他の種類株式の普通株
主への無償割当て又は他の会社の株式の普通株主への配当を行う場合、当社が合併等を行う場合等、行使価額の
調整をすることが適切な場合は、かかる割当て又は配当等の条件等を勘案の上、当社は、合理的な範囲で行使価
額を調整することができる。

 
（４）行使価額の調整を行うときは、当社は適用日の前日までに、必要な事項を新株予約権者に通知又は公告する。た

だし、当該適用日の前日までに通知又は公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知又は公告する。

 
６　新株予約権の行使期間

2026年７月１日から2032年11月14日まで
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７　新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
①　新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第１項に従い
算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じたときは、その端数を切
り上げるものとする。

②　新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限
度額から、上記①に従って増加する資本金の額を減じた額とする。

 
８　譲渡制限新株予約権に関する事項

本新株予約権の譲渡については、当社の取締役会の承認を要する。また、本新株予約権の質入れその他の担保設
定は認めない。

 
９　新株予約権の取得条項

設けない。

 
10　組織再編時における再編対象の新株予約権の交付及びその条件

当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転（以上
これらを総称して、以下「組織再編行為」という。）をする場合においては、組織再編行為の効力発生の直前の時
点において残存する新株予約権（以下「残存新株予約権」という。）の新株予約権者に対し、会社法第236条第１項
第８号イからホまでに掲げる株式会社（以下「再編対象会社」という。）の新株予約権を以下の条件に基づきそれ
ぞれ交付することができるものとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新たに新
株予約権を交付するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合
併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限
るものとする。

 
①　交付する再編対象会社の新株予約権の数

残存新株予約権の新株予約権者が保有する数と同一の数とする。
②　新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。
③　新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案のうえ、目的である株式数につき合理的な調整がなされた数（以下「承継後株式
数」という。）とする。ただし、調整によって生じる１株未満の端数は切り捨てる。

④　新株予約権を行使することができる期間
上記に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日か
ら、上記に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

⑤　新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記に準じて決定する。

⑥　新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権の行使に際してする出資の目的は金銭とし、その価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、行使
価額につき合理的な調整がなされた額に承継後株式数を乗じた額とする。

⑦　譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要する。

⑧　新株予約権の行使の条件並びに取得事由および条件
上記に準じて決定する。

 
11　新株予約権を行使した際に生じる１株に満たない端数の取扱い

新株予約権者に交付する株式の数に１株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てる。

 
12　新株予約権の行使の条件

新株予約権の行使時においても、当社の取締役、執行役員もしくは従業員（顧問、相談役を含む。）または子会
社の取締役、執行役員もしくは従業員（顧問、相談役を含む。）の地位にあることを要する。また、対象者が死亡
した場合、対象者の相続人は、対象者死亡時に未行使の新株予約権を行使することができる。ただし、当該相続人
が死亡した場合、当該相続人の相続人は新株予約権を行使することができないものとし、当該新株予約権は会社法
第287条の定めに基づき消滅するものとする。

 
13　新株予約権の払込金額

金銭の払込みを要しない。

 
14　新株予約権の割当日

2026年７月１日とする。

 
15　その他の条件については、取締役会の決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結される新株予約権割当契約

書に定めるところによる。
以上
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別紙2-⑨-1

 
株式会社ギフティ　第17回新株予約権

 
１　新株予約権の名称

株式会社ギフティ　第17回新株予約権

 
２　新株予約権の総数

93個とする。
上記総数は、割当予定数であり、引受けの申込みがなされなかった場合など割り当てる新株予約権の総数が減少
したときは、割り当てる新株予約権の総数をもって発行する新株予約権の総数とする。

 
３　新株予約権の目的である株式の種類及び数

新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、各新株予約権の目的である株式の数は1,000株とする。
ただし、下記14に定める募集新株予約権を割り当てる日（以下「割当日」という。）後、当社が当社普通株式に
つき、株式分割又は株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整するものとする。

 
調整後付与株式数＝調整前付与株式数×株式分割・株式併合の比率

 
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日（基準日を定めないときは、その効力発
生日）以後、株式併合の場合は、その効力発生日以後、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金ま
たは準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該
株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結
の日の翌日以後、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用する。
また、上記のほか、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転（以下「合併等」という。）を行う場合、当
社普通株式の無償割当てを行う場合、その他付与株式数の調整が適切な場合は、合理的な範囲で付与株式を調整す
る。
なお、上記の調整の結果生じる１株未満の端数はこれを切り捨てるものとする。
さらに、付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに必要な事項を新株
予約権原簿に記載された各募集新株予約権を保有する者（以下、「新株予約権者」という）に通知または公告す
る。ただし、当該適用の日の前日までに通知又は公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知又は公告
するものとする。

 
４　新株予約権の行使価額

行使価額は１株につき1,792円とする。

 
５　行使価額の調整
（１）割当日後、当社が当社普通株式につき、株式分割又は株式併合を行う場合、行使価額をそれぞれ次に定める算式

（以下、「行使価額調整式」という。）により調整し、調整の結果生じる１円未満の端数は、これを切り上げ
る。

 

調整後行使価額＝調整前行使価額 ×
１

株式分割・併合の比率
 

 
（２）上記（１）に従い調整を行う場合の調整後行使価額は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日（基準

日を定めないときは、その効力発生日）以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただ
し、剰余金の額を減少して資本金又は準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件とし
て株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整
後行使価額は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用する。
なお、上記ただし書に定める場合において、株式分割のための基準日の翌日から当該株主総会の終結の日まで
に募集新株予約権を行使した（かかる募集新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式の数
を、以下、「分割前行使株式数」という。）新株予約権者に対しては、交付する当社普通株式の数を次の算式に
より調整し、調整の結果生じる１株未満の端数は、これを切り捨てる。

 

新規発行株式数＝
（調整前行使価額－調整後行使価額）×分割前行使株式数

調整後行使価額
 

 
（３）上記（１）に定める場合のほか、当社が調整前行使価額を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う

場合（割当日時点において存在する新株予約権の行使による場合を除く。）、割当日後、他の種類株式の普通株
主への無償割当て又は他の会社の株式の普通株主への配当を行う場合、当社が合併等を行う場合等、行使価額の
調整をすることが適切な場合は、かかる割当て又は配当等の条件等を勘案の上、当社は、合理的な範囲で行使価
額を調整することができる。

 
（４）行使価額の調整を行うときは、当社は適用日の前日までに、必要な事項を新株予約権者に通知又は公告する。た

だし、当該適用日の前日までに通知又は公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知又は公告する。

 
６　新株予約権の行使期間

2025年11月15日から2033年11月14日まで

 

EDINET提出書類

ギフティグループ株式会社(E41542)

有価証券届出書（組織再編成・上場）

 59/136



７　新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
①　新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第１項に従い
算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じたときは、その端数を切
り上げるものとする。

②　新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限
度額から、上記①に従って増加する資本金の額を減じた額とする。

 
８　譲渡制限新株予約権に関する事項

本新株予約権の譲渡については、当社の取締役会の承認を要する。また、本新株予約権の質入れその他の担保設
定は認めない。

 
９　新株予約権の取得条項

設けない。

 
10　組織再編時における再編対象の新株予約権の交付及びその条件

当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転（以上
これらを総称して、以下「組織再編行為」という。）をする場合においては、組織再編行為の効力発生の直前の時
点において残存する新株予約権（以下「残存新株予約権」という。）の新株予約権者に対し、会社法第236条第１項
第８号イからホまでに掲げる株式会社（以下「再編対象会社」という。）の新株予約権を以下の条件に基づきそれ
ぞれ交付することができるものとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新たに新
株予約権を交付するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合
併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限
るものとする。

 
①　交付する再編対象会社の新株予約権の数

残存新株予約権の新株予約権者が保有する数と同一の数とする。
②　新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。
③　新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案のうえ、目的である株式数につき合理的な調整がなされた数（以下「承継後株式
数」という。）とする。ただし、調整によって生じる１株未満の端数は切り捨てる。

④　新株予約権を行使することができる期間
上記に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日か
ら、上記に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

⑤　新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記に準じて決定する。

⑥　新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権の行使に際してする出資の目的は金銭とし、その価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、行使
価額につき合理的な調整がなされた額に承継後株式数を乗じた額とする。

⑦　譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要する。

⑧　新株予約権の行使の条件並びに取得事由および条件
上記に準じて決定する。

 
11　新株予約権を行使した際に生じる１株に満たない端数の取扱い

新株予約権者に交付する株式の数に１株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てる。

 
12　新株予約権の行使の条件

新株予約権の行使時においても、当社の取締役、執行役員もしくは従業員（顧問、相談役を含む。）または子会
社の取締役、執行役員もしくは従業員（顧問、相談役を含む。）の地位にあることを要する。また、対象者が死亡
した場合、対象者の相続人は、対象者死亡時に未行使の新株予約権を行使することができる。ただし、当該相続人
が死亡した場合、当該相続人の相続人は新株予約権を行使することができないものとし、当該新株予約権は会社法
第287条の定めに基づき消滅するものとする。

 
13　新株予約権の払込金額

金銭の払込みを要しない。

 
14　新株予約権の割当日

2023年12月１日とする。

 
15　割当方法

募集新株予約権の割当てを受ける者から引受けの申込みがあったときは、同人に割り当てる。

 
16　その他の条件については、取締役会の決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結される新株予約権割当契約

書に定めるところによる。
以上
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別紙2-⑨-2

 
ギフティグループ株式会社　第９回新株予約権

 
１　新株予約権の名称

ギフティグループ株式会社　第９回新株予約権

 
２　新株予約権の総数

93個とする。
上記総数は、割当予定数であり、引受けの申込みがなされなかった場合など割り当てる新株予約権の総数が減少
したときは、割り当てる新株予約権の総数をもって発行する新株予約権の総数とする。

 
３　新株予約権の目的である株式の種類及び数

新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、各新株予約権の目的である株式の数は1,000株とする。
ただし、下記14に定める募集新株予約権を割り当てる日（以下「割当日」という。）後、当社が当社普通株式に
つき、株式分割又は株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整するものとする。

 
調整後付与株式数＝調整前付与株式数×株式分割・株式併合の比率

 
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日（基準日を定めないときは、その効力発
生日）以後、株式併合の場合は、その効力発生日以後、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金ま
たは準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該
株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結
の日の翌日以後、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用する。
また、上記のほか、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転（以下「合併等」という。）を行う場合、当
社普通株式の無償割当てを行う場合、その他付与株式数の調整が適切な場合は、合理的な範囲で付与株式を調整す
る。
なお、上記の調整の結果生じる１株未満の端数はこれを切り捨てるものとする。
さらに、付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに必要な事項を新株
予約権原簿に記載された各募集新株予約権を保有する者（以下、「新株予約権者」という）に通知または公告す
る。ただし、当該適用の日の前日までに通知又は公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知又は公告
するものとする。

 
４　新株予約権の行使価額

行使価額は１株につき1,792円とする。

 
５　行使価額の調整
（１）割当日後、当社が当社普通株式につき、株式分割又は株式併合を行う場合、行使価額をそれぞれ次に定める算式

（以下、「行使価額調整式」という。）により調整し、調整の結果生じる１円未満の端数は、これを切り上げ
る。

 

調整後行使価額＝調整前行使価額 ×
１

株式分割・併合の比率
 

 
（２）上記（１）に従い調整を行う場合の調整後行使価額は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日（基準

日を定めないときは、その効力発生日）以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただ
し、剰余金の額を減少して資本金又は準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件とし
て株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整
後行使価額は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用する。
なお、上記ただし書に定める場合において、株式分割のための基準日の翌日から当該株主総会の終結の日まで
に募集新株予約権を行使した（かかる募集新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式の数
を、以下、「分割前行使株式数」という。）新株予約権者に対しては、交付する当社普通株式の数を次の算式に
より調整し、調整の結果生じる１株未満の端数は、これを切り捨てる。

 

新規発行株式数＝
（調整前行使価額－調整後行使価額）×分割前行使株式数

調整後行使価額
 

 
（３）上記（１）に定める場合のほか、当社が調整前行使価額を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う

場合（割当日時点において存在する新株予約権の行使による場合を除く。）、割当日後、他の種類株式の普通株
主への無償割当て又は他の会社の株式の普通株主への配当を行う場合、当社が合併等を行う場合等、行使価額の
調整をすることが適切な場合は、かかる割当て又は配当等の条件等を勘案の上、当社は、合理的な範囲で行使価
額を調整することができる。

 
（４）行使価額の調整を行うときは、当社は適用日の前日までに、必要な事項を新株予約権者に通知又は公告する。た

だし、当該適用日の前日までに通知又は公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知又は公告する。

 
６　新株予約権の行使期間
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2026年７月１日から2033年11月14日まで

 
７　新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
①　新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第１項に従い
算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じたときは、その端数を切
り上げるものとする。

②　新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限
度額から、上記①に従って増加する資本金の額を減じた額とする。

 
８　譲渡制限新株予約権に関する事項

本新株予約権の譲渡については、当社の取締役会の承認を要する。また、本新株予約権の質入れその他の担保設
定は認めない。

 
９　新株予約権の取得条項

設けない。

 
10　組織再編時における再編対象の新株予約権の交付及びその条件

当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転（以上
これらを総称して、以下「組織再編行為」という。）をする場合においては、組織再編行為の効力発生の直前の時
点において残存する新株予約権（以下「残存新株予約権」という。）の新株予約権者に対し、会社法第236条第１項
第８号イからホまでに掲げる株式会社（以下「再編対象会社」という。）の新株予約権を以下の条件に基づきそれ
ぞれ交付することができるものとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新たに新
株予約権を交付するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合
併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限
るものとする。

 
①　交付する再編対象会社の新株予約権の数

残存新株予約権の新株予約権者が保有する数と同一の数とする。
②　新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。
③　新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案のうえ、目的である株式数につき合理的な調整がなされた数（以下「承継後株式
数」という。）とする。ただし、調整によって生じる１株未満の端数は切り捨てる。

④　新株予約権を行使することができる期間
上記に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日か
ら、上記に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

⑤　新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記に準じて決定する。

⑥　新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権の行使に際してする出資の目的は金銭とし、その価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、行使
価額につき合理的な調整がなされた額に承継後株式数を乗じた額とする。

⑦　譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要する。

⑧　新株予約権の行使の条件並びに取得事由および条件
上記に準じて決定する。

 
11　新株予約権を行使した際に生じる１株に満たない端数の取扱い

新株予約権者に交付する株式の数に１株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てる。

 
12　新株予約権の行使の条件

新株予約権の行使時においても、当社の取締役、執行役員もしくは従業員（顧問、相談役を含む。）または子会
社の取締役、執行役員もしくは従業員（顧問、相談役を含む。）の地位にあることを要する。また、対象者が死亡
した場合、対象者の相続人は、対象者死亡時に未行使の新株予約権を行使することができる。ただし、当該相続人
が死亡した場合、当該相続人の相続人は新株予約権を行使することができないものとし、当該新株予約権は会社法
第287条の定めに基づき消滅するものとする。

 
13　新株予約権の払込金額

金銭の払込みを要しない。

 
14　新株予約権の割当日

2026年７月１日とする。

 
15　その他の条件については、取締役会の決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結される新株予約権割当契約

書に定めるところによる。
以上

EDINET提出書類

ギフティグループ株式会社(E41542)

有価証券届出書（組織再編成・上場）

 62/136



 

 

別紙2-⑩-1

 
株式会社ギフティ　第18回新株予約権

 
1　新株予約権の総数

4,000個
なお、本新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式の総数は、当社普通株式400,000株と
し、下記３．（１）により本新株予約権にかかる付与株式数が調整された場合は、調整後付与株式数に本新株予約
権の数を乗じた数とする。

 
2　新株予約権と引換えに払い込む金銭

本新株予約権１個あたりの発行価額は、10円とする。なお、当該金額は、第三者評価機関である株式会社プルー
タス・コンサルティングが、当社の株価情報等を考慮して、一般的なオプション価格算定モデルであるモンテカル
ロ・シミュレーションによって算出した結果を参考に決定したものであり、当該発行価額は公正な価格であること
から有利発行ではありません。

 
3　新株予約権の内容

（１）新株予約権の目的である株式の種類及び数
本新株予約権１個あたりの目的である株式の数（以下、「付与株式数」という。）は、当社普通株式100株とす
る。
なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割（当社普通株式の無償割当てを含む。以下同
じ。）または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権
のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる１
株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数＝調整前付与株式数×分割（または併合）の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割、株式交換または株式交付を行う場合その他これらの場
合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に付与株式数の調整を行うことが
できるものとする。

 
（２）新株予約権の行使に際して出資される財産の価額または算定方法
本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、１株あたりの払込金額（以下、「行使価額」という。）
に、付与株式数を乗じた金額とする。
行使価額は、金1,253円とする。
なお、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整
し、調整による１円未満の端数は切り上げる。

 

調整後行使価額＝調整前行使価額 ×
１

株式分割・併合の比率
 

 
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処
分を行う場合（新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分または合併、会社分割、株式交換及び株
式交付による新株の発行及び自己株式の交付の場合を除く。）、次の算式により行使価額を調整し、調整による１
円未満の端数は切り上げる。

 
   

×

  新規発行株式数×1株あたり払込金額

調整後
行使価額

＝
調整前
行使価額

既発行株式
数

＋ 新規発行の1株あたりの時価

   既発行株式数 ＋ 新規発行株式数
 

 
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる
自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」
を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割、株式交換もしくは株式交付を行う場合、
その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調
整を行うことができるものとする。

 
（３）新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権を行使することができる期間（以下、「行使期間」という。）は、2026年５月１日から2034年４月30
日までとする。

 
（４）増加する資本金及び資本準備金に関する事項
①　本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第１項に
従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とする。計算の結果１円未満の端数が生じたときは、その端
数を切り上げるものとする。

 
②　本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増
加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
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（５）譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。

 
（６）新株予約権の行使の条件
①　新株予約権の割当てを受けた者（以下「新株予約権者」という。）は、EBITDAが、2024 年１月１日から 2033

年12月 31 日までのいずれかの事業年度において、それぞれ下記に定める（ａ）乃至（ｃ）の条件を達成した場合

に限り、各号に定められている割合（以下「行使可能割合」という。）を上限として本新株予約権を行使すること
ができる。なお、当該行使割合において、行使可能となる新株予約権の個数に１個未満端数が生じる場合において
は、これを切り捨てるものとする。

 
（ａ）EBITDAが一度でも50億円を超過した場合：行使可能割合20％

（ｂ）EBITDAが一度でも75億円を超過した場合：行使可能割合50％

（ｃ）EBITDAが一度でも100億円を超過した場合：行使可能割合100％

 
なお、ここでいうEBITDAについては、当社の有価証券報告書に記載された連結損益計算書（連結損益計算書を作成
していない場合には損益計算書。以下同様。）及び連結キャッシュ・フロー計算書（連結キャッシュ・フロー計算
書を作成していない場合にはキャッシュ・フロー計算書。以下同様）「営業利益 + のれん償却額 + 減価償却費 +

株式報酬費用 + 利息費用」を参照するものとし、適用される会計基準の変更や当社の業績に多大な影響を及ぼす事

象が発生し当社の連結損益計算書及び連結キャッシュ・フロー計算書に記載された実績数値で判定を行うことが適
切ではないと取締役会が判断した場合には、当社は合理的な範囲内で当該事象の影響を排除し、判定に使用する実
績数値の調整を行うことができるものとする。

 
②　新株予約権者は、新株予約権の権利行使時において、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員
であることを要する。ただし、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。

 
③　新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。ただし、その他正当な理由があると取締役会が
認めた場合は、この限りではない。

 
④　本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することと
なるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。

 
⑤　各本新株予約権１個未満の行使を行うことはできない。

 
４．新株予約権の割当日
 2024年５月１日

 
５．新株予約権の取得に関する事項
（１）当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、ま
たは当社が完全子会社となる株式交換契約、株式交付計画もしくは株式移転計画について株主総会の承認（株主総
会の承認を要しない場合には取締役会決議）がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来を
もって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。

 
（２）新株予約権者が権利行使をする前に、上記３.（６）に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなっ
た場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、行使ができなくなった当該新株予約権を無償で
取得することができる。

 
６．組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転（以上
を総称して以下、「組織再編行為」という。）を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に
対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第１項第８号イからホまでに掲げる株式会社（以下、「再編対象会
社」という。）の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再
編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換
契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

 
（１）交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

 
（２）新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。

 
（３）新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記３．（１）に準じて決定する。

 
（４）新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記３．
（２）で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記６．（３）に従って決定される当該新株
予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
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（５）新株予約権を行使することができる期間
上記３．（３）に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から上記３．（３）
に定める行使期間の末日までとする。

 
（６）新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記３．（４）に準じて決定する。

 
（７）譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

 
（８）その他新株予約権の行使の条件
上記３．（６）に準じて決定する。

 
（９）新株予約権の取得事由及び条件
上記５に準じて決定する。

 
（10）その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。

 
７．新株予約権にかかる新株予約権証券に関する事項
当社は、本新株予約権にかかる新株予約権証券を発行しないものとする。

 
８. 新株予約権と引換えにする金銭の払込みの期日

 2024年５月１日

 
９．申込期日
 2024年４月30日

 
10．新株予約権の割当てを受ける者及び数
当社取締役　　４名　　4,000個

以上
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別紙2-⑩-2

 
ギフティグループ株式会社　第10回新株予約権

 
1　新株予約権の総数

4,000個
なお、本新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式の総数は、当社普通株式400,000株と
し、下記３．（１）により本新株予約権にかかる付与株式数が調整された場合は、調整後付与株式数に本新株予約
権の数を乗じた数とする。

 
2　新株予約権と引換えに払い込む金銭

本新株予約権１個あたりの発行価額は、10円とする。なお、当該金額は、第三者評価機関である株式会社プルー
タス・コンサルティングが、当社の株価情報等を考慮して、一般的なオプション価格算定モデルであるモンテカル
ロ・シミュレーションによって算出した結果を参考に決定したものであり、当該発行価額は公正な価格であること
から有利発行ではありません。

 
3　新株予約権の内容

（１）新株予約権の目的である株式の種類及び数
本新株予約権１個あたりの目的である株式の数（以下、「付与株式数」という。）は、当社普通株式100株とす
る。
なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割（当社普通株式の無償割当てを含む。以下同
じ。）または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権
のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる１
株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数＝調整前付与株式数×分割（または併合）の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割、株式交換または株式交付を行う場合その他これらの場
合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に付与株式数の調整を行うことが
できるものとする。

 
（２）新株予約権の行使に際して出資される財産の価額または算定方法
本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、１株あたりの払込金額（以下、「行使価額」という。）
に、付与株式数を乗じた金額とする。
行使価額は、金1,253円とする。
なお、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整
し、調整による１円未満の端数は切り上げる。

 

調整後行使価額＝調整前行使価額 ×
１

株式分割・併合の比率
 

 
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処
分を行う場合（新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分または合併、会社分割、株式交換及び株
式交付による新株の発行及び自己株式の交付の場合を除く。）、次の算式により行使価額を調整し、調整による１
円未満の端数は切り上げる。

 
   

×

  新規発行株式数×1株あたり払込金額

調整後
行使価額

＝
調整前
行使価額

既発行
株式数

＋ 新規発行の1株あたりの時価

   既発行株式数 ＋ 新規発行株式数
 

 
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己
株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分
する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割、株式交換もしくは株式交付を行う場合、その
他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行う
ことができるものとする。

 
（３）新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権を行使することができる期間（以下、「行使期間」という。）は、2026年７月１日から2034年4月30日まで
とする。

 
（４）増加する資本金及び資本準備金に関する事項
①　本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第１項に従い
算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とする。計算の結果１円未満の端数が生じたときは、その端数を切り
上げるものとする。

 
②　本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限
度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

 
（５）譲渡による新株予約権の取得の制限
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譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。

 
（６）新株予約権の行使の条件
①　新株予約権の割当てを受けた者（以下「新株予約権者」という。）は、EBITDAが、2024 年１月１日から 2033 年12

月 31 日までのいずれかの事業年度において、それぞれ下記に定める（ａ）乃至（ｃ）の条件を達成した場合に限り、

各号に定められている割合（以下「行使可能割合」という。）を上限として本新株予約権を行使することができる。な
お、当該行使割合において、行使可能となる新株予約権の個数に１個未満端数が生じる場合においては、これを切り捨
てるものとする。

 
（ａ）EBITDAが一度でも50億円を超過した場合：行使可能割合20％

（ｂ）EBITDAが一度でも75億円を超過した場合：行使可能割合50％

（ｃ）EBITDAが一度でも100億円を超過した場合：：行使可能割合100％

 
なお、ここでいうEBITDAについては、当社の有価証券報告書に記載された連結損益計算書（連結損益計算書を作成して
いない場合には損益計算書。以下同様。）及び連結キャッシュ・フロー計算書（連結キャッシュ・フロー計算書を作成
していない場合にはキャッシュ・フロー計算書。以下同様）「営業利益 + のれん償却額 + 減価償却費 + 株式報酬費用

+ 利息費用」を参照するものとし、適用される会計基準の変更や当社の業績に多大な影響を及ぼす事象が発生し当社の

連結損益計算書及び連結キャッシュ・フロー計算書に記載された実績数値で判定を行うことが適切ではないと取締役会
が判断した場合には、当社は合理的な範囲内で当該事象の影響を排除し、判定に使用する実績数値の調整を行うことが
できるものとする。

 
②　新株予約権者は、新株予約権の権利行使時において、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であ
ることを要する。ただし、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。

 
③　新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。ただし、その他正当な理由があると取締役会が認め
た場合は、この限りではない。

 
④　本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなる
ときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。

 
⑤　各本新株予約権１個未満の行使を行うことはできない。

 
４．新株予約権の割当日
 2026年７月１日とする。

 
５．新株予約権の取得に関する事項
（１）当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、または
当社が完全子会社となる株式交換契約、株式交付計画もしくは株式移転計画について株主総会の承認（株主総会の承認
を要しない場合には取締役会決議）がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株
予約権の全部を無償で取得することができる。

 
（２）新株予約権者が権利行使をする前に、上記３.（６）に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場
合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、行使ができなくなった当該新株予約権を無償で取得する
ことができる。

 
６．組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転（以上を総
称して以下、「組織再編行為」という。）を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、そ
れぞれの場合につき、会社法第236条第１項第８号イからホまでに掲げる株式会社（以下、「再編対象会社」という。）
の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予
約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画
において定めた場合に限るものとする。

 
（１）交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

 
（２）新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。

 
（３）新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記３．（１）に準じて決定する。

 
（４）新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記３．
（２）で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記６．（３）に従って決定される当該新株予約
権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。

 
（５）新株予約権を行使することができる期間
上記３．（３）に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から上記３．（３）に定
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める行使期間の末日までとする。

 
（６）新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記３．（４）に準じて決定する。

 
（７）譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

 
（８）その他新株予約権の行使の条件
上記３．（６）に準じて決定する。

 
（９）新株予約権の取得事由及び条件
上記５に準じて決定する。

 
（10）その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。

 
７．新株予約権にかかる新株予約権証券に関する事項
当社は、本新株予約権にかかる新株予約権証券を発行しないものとする。

 
８. 新株予約権と引換えにする金銭の払込みの期日

金銭の払込を要しない。

 
９．申込期日
 申込を要しない。

 
10．新株予約権の割当てを受ける者及び数
当社取締役　　４名　　4,000個

以上
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別紙2-⑪-1

 
株式会社ギフティ　第19回新株予約権

 
１　新株予約権の名称

株式会社ギフティ　第19回新株予約権

 
２　新株予約権の総数

492個とする。
上記総数は、割当予定数であり、引受けの申込みがなされなかった場合など割り当てる新株予約権の総数が減少
したときは、割り当てる新株予約権の総数をもって発行する新株予約権の総数とする。

 
３　新株予約権の目的である株式の種類及び数

新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、各新株予約権の目的である株式の数は100株とする。
ただし、下記14に定める募集新株予約権を割り当てる日（以下「割当日」という。）後、当社が当社普通株式に
つき、株式分割又は株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整するものとする。

 
調整後付与株式数＝調整前付与株式数×株式分割・株式併合の比率

 
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日（基準日を定めないときは、その効力発
生日）以後、株式併合の場合は、その効力発生日以後、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金ま
たは準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該
株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結
の日の翌日以後、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用する。
また、上記のほか、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転（以下「合併等」という。）を行う場合、当
社普通株式の無償割当てを行う場合、その他付与株式数の調整が適切な場合は、合理的な範囲で付与株式を調整す
る。
なお、上記の調整の結果生じる１株未満の端数はこれを切り捨てるものとする。
さらに、付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに必要な事項を新株
予約権原簿に記載された各募集新株予約権を保有する者（以下、「新株予約権者」という）に通知または公告す
る。ただし、当該適用の日の前日までに通知又は公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知又は公告
するものとする。

 
４　新株予約権の行使価額

行使価額は１株につき1,395円とする。

 
５　行使価額の調整
（１）割当日後、当社が当社普通株式につき、株式分割又は株式併合を行う場合、行使価額をそれぞれ次に定める算式

（以下、「行使価額調整式」という。）により調整し、調整の結果生じる１円未満の端数は、これを切り上げ
る。

 

調整後行使価額＝調整前行使価額 ×
１

株式分割・併合の比率
 

 
（２）上記（１）に従い調整を行う場合の調整後行使価額は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日（基準

日を定めないときは、その効力発生日）以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただ
し、剰余金の額を減少して資本金又は準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件とし
て株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整
後行使価額は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用する。
なお、上記ただし書に定める場合において、株式分割のための基準日の翌日から当該株主総会の終結の日まで
に募集新株予約権を行使した（かかる募集新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式の数
を、以下、「分割前行使株式数」という。）新株予約権者に対しては、交付する当社普通株式の数を次の算式に
より調整し、調整の結果生じる１株未満の端数は、これを切り捨てる。

 

新規発行株式数＝
（調整前行使価額－調整後行使価額）×分割前行使株式数

調整後行使価額
 

 
（３）上記（１）に定める場合のほか、当社が調整前行使価額を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う

場合（割当日時点において存在する新株予約権の行使による場合を除く。）、割当日後、他の種類株式の普通株
主への無償割当て又は他の会社の株式の普通株主への配当を行う場合、当社が合併等を行う場合等、行使価額の
調整をすることが適切な場合は、かかる割当て又は配当等の条件等を勘案の上、当社は、合理的な範囲で行使価
額を調整することができる。

 
（４）行使価額の調整を行うときは、当社は適用日の前日までに、必要な事項を新株予約権者に通知又は公告する。た

だし、当該適用日の前日までに通知又は公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知又は公告する。

 
６　新株予約権の行使期間

2026年11月15日から2034年11月14日まで。行使期間の最終日が銀行営業日でない場合にはその前銀行営業日を最
終日とする。行使期間を経過した後は、本新株予約権は行使できないものとする。
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７　新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
①　新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第１項に従い
算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じたときは、その端数を切
り上げるものとする。

②　新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限
度額から、上記①に従って増加する資本金の額を減じた額とする。

 
８　譲渡制限新株予約権に関する事項

本新株予約権の譲渡については、当社の取締役会の承認を要する。また、本新株予約権の質入れその他の担保設
定は認めない。

 
９　新株予約権の取得条項

設けない。

 
10　組織再編時における再編対象の新株予約権の交付及びその条件

当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転（以上
これらを総称して、以下「組織再編行為」という。）をする場合においては、組織再編行為の効力発生の直前の時
点において残存する新株予約権（以下「残存新株予約権」という。）の新株予約権者に対し、会社法第236条第１項
第８号イからホまでに掲げる株式会社（以下「再編対象会社」という。）の新株予約権を以下の条件に基づきそれ
ぞれ交付することができるものとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新たに新
株予約権を交付するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合
併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限
るものとする。

 
①　交付する再編対象会社の新株予約権の数

残存新株予約権の新株予約権者が保有する数と同一の数とする。
②　新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。
③　新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案のうえ、目的である株式数につき合理的な調整がなされた数（以下「承継後株式
数」という。）とする。ただし、調整によって生じる１株未満の端数は切り捨てる。

④　新株予約権を行使することができる期間
上記に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日か
ら、上記に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

⑤　新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記に準じて決定する。

⑥　新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権の行使に際してする出資の目的は金銭とし、その価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、行使
価額につき合理的な調整がなされた額に承継後株式数を乗じた額とする。

⑦　譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要する。

⑧　新株予約権の行使の条件並びに取得事由および条件
上記に準じて決定する。

 
11　新株予約権を行使した際に生じる１株に満たない端数の取扱い

新株予約権者に交付する株式の数に１株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てる。

 
12　新株予約権の行使の条件

新株予約権の行使時においても、当社の取締役、執行役員もしくは従業員（顧問、相談役を含む。）または子会
社の取締役、執行役員もしくは従業員（顧問、相談役を含む。）の地位にあることを要する。また、新株予約権者
が死亡した場合、新株予約権者の相続人は、新株予約権者死亡時に未行使の新株予約権を行使することができる。
ただし、当該相続人が死亡した場合、当該相続人の相続人は新株予約権を行使することができないものとし、当該
新株予約権は会社法第287条の定めに基づき消滅するものとする。

 
13　新株予約権の払込金額

金銭の払込みを要しない。

 
14　新株予約権の割当日

2024年12月２日とする。

 
15　割当方法

募集新株予約権の割当てを受ける者から引受けの申込みがあったときは、同人に割り当てる。

 
16　その他の条件については、取締役会の決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結される新株予約権割当契約

書に定めるところによる。
以上
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別紙2-⑪-2

 
ギフティグループ株式会社　第11回新株予約権

 
１　新株予約権の名称

ギフティグループ株式会社　第11回新株予約権

 
２　新株予約権の総数

492個とする。
上記総数は、割当予定数であり、引受けの申込みがなされなかった場合など割り当てる新株予約権の総数が減少
したときは、割り当てる新株予約権の総数をもって発行する新株予約権の総数とする。

 
３　新株予約権の目的である株式の種類及び数

新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、各新株予約権の目的である株式の数は100株とする。
ただし、下記14に定める募集新株予約権を割り当てる日（以下「割当日」という。）後、当社が当社普通株式に
つき、株式分割又は株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整するものとする。

 
調整後付与株式数＝調整前付与株式数×株式分割・株式併合の比率

 
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日（基準日を定めないときは、その効力発
生日）以後、株式併合の場合は、その効力発生日以後、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金ま
たは準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該
株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結
の日の翌日以後、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用する。
また、上記のほか、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転（以下「合併等」という。）を行う場合、当
社普通株式の無償割当てを行う場合、その他付与株式数の調整が適切な場合は、合理的な範囲で付与株式を調整す
る。
なお、上記の調整の結果生じる１株未満の端数はこれを切り捨てるものとする。
さらに、付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに必要な事項を新株
予約権原簿に記載された各募集新株予約権を保有する者（以下、「新株予約権者」という）に通知または公告す
る。ただし、当該適用の日の前日までに通知又は公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知又は公告
するものとする。

 
４　新株予約権の行使価額

行使価額は１株につき1,395円とする。

 
５　行使価額の調整
（１）割当日後、当社が当社普通株式につき、株式分割又は株式併合を行う場合、行使価額をそれぞれ次に定める算式

（以下、「行使価額調整式」という。）により調整し、調整の結果生じる１円未満の端数は、これを切り上げ
る。

 

調整後行使価額＝調整前行使価額 ×
１

株式分割・併合の比率
 

 
（２）上記（１）に従い調整を行う場合の調整後行使価額は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日（基準

日を定めないときは、その効力発生日）以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただ
し、剰余金の額を減少して資本金又は準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件とし
て株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整
後行使価額は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用する。
なお、上記ただし書に定める場合において、株式分割のための基準日の翌日から当該株主総会の終結の日まで
に募集新株予約権を行使した（かかる募集新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式の数
を、以下、「分割前行使株式数」という。）新株予約権者に対しては、交付する当社普通株式の数を次の算式に
より調整し、調整の結果生じる１株未満の端数は、これを切り捨てる。

 

新規発行株式数＝
（調整前行使価額－調整後行使価額）×分割前行使株式数

調整後行使価額
 

 
（３）上記（１）に定める場合のほか、当社が調整前行使価額を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う

場合（割当日時点において存在する新株予約権の行使による場合を除く。）、割当日後、他の種類株式の普通株
主への無償割当て又は他の会社の株式の普通株主への配当を行う場合、当社が合併等を行う場合等、行使価額の
調整をすることが適切な場合は、かかる割当て又は配当等の条件等を勘案の上、当社は、合理的な範囲で行使価
額を調整することができる。

 
（４）行使価額の調整を行うときは、当社は適用日の前日までに、必要な事項を新株予約権者に通知又は公告する。た

だし、当該適用日の前日までに通知又は公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知又は公告する。

 
６　新株予約権の行使期間

2026年11月15日から2034年11月14日まで。
行使期間の最終日が銀行営業日でない場合にはその前銀行営業日を最終日とする。行使期間を経過した後は、本
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新株予約権は行使できないものとする。

 
７　新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
①　新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第１項に従い
算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じたときは、その端数を切
り上げるものとする。

②　新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限
度額から、上記①に従って増加する資本金の額を減じた額とする。

 
８　譲渡制限新株予約権に関する事項

本新株予約権の譲渡については、当社の取締役会の承認を要する。また、本新株予約権の質入れその他の担保設
定は認めない。

 
９　新株予約権の取得条項

設けない。

 
10　組織再編時における再編対象の新株予約権の交付及びその条件

当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転（以上
これらを総称して、以下「組織再編行為」という。）をする場合においては、組織再編行為の効力発生の直前の時
点において残存する新株予約権（以下「残存新株予約権」という。）の新株予約権者に対し、会社法第236条第１項
第８号イからホまでに掲げる株式会社（以下「再編対象会社」という。）の新株予約権を以下の条件に基づきそれ
ぞれ交付することができるものとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新たに新
株予約権を交付するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合
併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限
るものとする。

 
①　交付する再編対象会社の新株予約権の数

残存新株予約権の新株予約権者が保有する数と同一の数とする。
②　新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。
③　新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案のうえ、目的である株式数につき合理的な調整がなされた数（以下「承継後株式
数」という。）とする。ただし、調整によって生じる１株未満の端数は切り捨てる。

④　新株予約権を行使することができる期間
上記に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日か
ら、上記に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

⑤　新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記に準じて決定する。

⑥　新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権の行使に際してする出資の目的は金銭とし、その価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、行使
価額につき合理的な調整がなされた額に承継後株式数を乗じた額とする。

⑦　譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要する。

⑧　新株予約権の行使の条件並びに取得事由および条件
上記に準じて決定する。

 
11　新株予約権を行使した際に生じる１株に満たない端数の取扱い

新株予約権者に交付する株式の数に１株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てる。

 
12　新株予約権の行使の条件

新株予約権の行使時においても、当社の取締役、執行役員もしくは従業員（顧問、相談役を含む。）または子会
社の取締役、執行役員もしくは従業員（顧問、相談役を含む。）の地位にあることを要する。また、対象者が死亡
した場合、対象者の相続人は、対象者死亡時に未行使の新株予約権を行使することができる。ただし、当該相続人
が死亡した場合、当該相続人の相続人は新株予約権を行使することができないものとし、当該新株予約権は会社法
第287条の定めに基づき消滅するものとする。

 
13　新株予約権の払込金額

金銭の払込みを要しない。

 
14　新株予約権の割当日

2026年７月１日とする。

 
15　その他の条件については、取締役会の決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結される新株予約権割当契約

書に定めるところによる。
以上
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別紙2-⑫-1

 
株式会社ギフティ　第20回新株予約権

 
１　新株予約権の名称

株式会社ギフティ　第20回新株予約権

 
２　新株予約権の総数

654個とする。
上記総数は、割当予定数であり、引受けの申込みがなされなかった場合など割り当てる新株予約権の総数が減少
したときは、割り当てる新株予約権の総数をもって発行する新株予約権の総数とする。

 
３　新株予約権の目的である株式の種類及び数

新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、各新株予約権の目的である株式の数は100株とする。
ただし、下記14に定める募集新株予約権を割り当てる日（以下「割当日」という。）後、当社が当社普通株式に
つき、株式分割又は株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整するものとする。

 
調整後付与株式数＝調整前付与株式数×株式分割・株式併合の比率

 
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日（基準日を定めないときは、その効力発
生日）以後、株式併合の場合は、その効力発生日以後、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金ま
たは準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該
株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結
の日の翌日以後、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用する。
また、上記のほか、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転（以下「合併等」という。）を行う場合、当
社普通株式の無償割当てを行う場合、その他付与株式数の調整が適切な場合は、合理的な範囲で付与株式を調整す
る。
なお、上記の調整の結果生じる１株未満の端数はこれを切り捨てるものとする。
さらに、付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに必要な事項を新株
予約権原簿に記載された各募集新株予約権を保有する者（以下、「新株予約権者」という）に通知または公告す
る。ただし、当該適用の日の前日までに通知又は公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知又は公告
するものとする。

 
４　新株予約権の行使価額

行使価額は１株につき1,188円とする。

 
５　行使価額の調整
（１）割当日後、当社が当社普通株式につき、株式分割又は株式併合を行う場合、行使価額をそれぞれ次に定める算式

（以下、「行使価額調整式」という。）により調整し、調整の結果生じる１円未満の端数は、これを切り上げ
る。

 

調整後行使価額＝調整前行使価額 ×
１

株式分割・併合の比率
 

 
（２）上記（１）に従い調整を行う場合の調整後行使価額は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日（基準

日を定めないときは、その効力発生日）以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただ
し、剰余金の額を減少して資本金又は準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件とし
て株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整
後行使価額は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用する。
なお、上記ただし書に定める場合において、株式分割のための基準日の翌日から当該株主総会の終結の日まで
に募集新株予約権を行使した（かかる募集新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式の数
を、以下、「分割前行使株式数」という。）新株予約権者に対しては、交付する当社普通株式の数を次の算式に
より調整し、調整の結果生じる１株未満の端数は、これを切り捨てる。

 

新規発行株式数＝
（調整前行使価額－調整後行使価額）×分割前行使株式数

調整後行使価額
 

 
（３）上記（１）に定める場合のほか、当社が調整前行使価額を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う

場合（割当日時点において存在する新株予約権の行使による場合を除く。）、割当日後、他の種類株式の普通株
主への無償割当て又は他の会社の株式の普通株主への配当を行う場合、当社が合併等を行う場合等、行使価額の
調整をすることが適切な場合は、かかる割当て又は配当等の条件等を勘案の上、当社は、合理的な範囲で行使価
額を調整することができる。

 
（４）行使価額の調整を行うときは、当社は適用日の前日までに、必要な事項を新株予約権者に通知又は公告する。た

だし、当該適用日の前日までに通知又は公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知又は公告する。

 
６　新株予約権の行使期間

2027年11月20日から2035年11月19日まで。行使期間の最終日が銀行営業日でない場合にはその前銀行営業日を最
終日とする。行使期間を経過した後は、本新株予約権は行使できないものとする。
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７　新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
①　新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第１項に従い
算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じたときは、その端数を切
り上げるものとする。

②　新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限
度額から、上記①に従って増加する資本金の額を減じた額とする。

 
８　譲渡制限新株予約権に関する事項

本新株予約権の譲渡については、当社の取締役会の承認を要する。また、本新株予約権の質入れその他の担保設
定は認めない。

 
９　新株予約権の取得条項

設けない。

 
10　組織再編時における再編対象の新株予約権の交付及びその条件

当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転（以上
これらを総称して、以下「組織再編行為」という。）をする場合においては、組織再編行為の効力発生の直前の時
点において残存する新株予約権（以下「残存新株予約権」という。）の新株予約権者に対し、会社法第236条第１項
第８号イからホまでに掲げる株式会社（以下「再編対象会社」という。）の新株予約権を以下の条件に基づきそれ
ぞれ交付することができるものとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新たに新
株予約権を交付するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合
併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限
るものとする。

 
①　交付する再編対象会社の新株予約権の数

残存新株予約権の新株予約権者が保有する数と同一の数とする。
②　新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。
③　新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案のうえ、目的である株式数につき合理的な調整がなされた数（以下「承継後株式
数」という。）とする。ただし、調整によって生じる１株未満の端数は切り捨てる。

④　新株予約権を行使することができる期間
上記に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日か
ら、上記に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

⑤　新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記に準じて決定する。

⑥　新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権の行使に際してする出資の目的は金銭とし、その価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、行使
価額につき合理的な調整がなされた額に承継後株式数を乗じた額とする。

⑦　譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要する。

⑧　新株予約権の行使の条件並びに取得事由および条件
上記に準じて決定する。

 
11　新株予約権を行使した際に生じる１株に満たない端数の取扱い

新株予約権者に交付する株式の数に１株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てる。

 
12　新株予約権の行使の条件

新株予約権の行使時においても、当社の取締役、執行役員もしくは従業員（顧問、相談役を含む。）または子会
社の取締役、執行役員もしくは従業員（顧問、相談役を含む。）の地位にあることを要する。また、新株予約権者
が死亡した場合、新株予約権者の相続人は、新株予約権者死亡時に未行使の新株予約権を行使することができる。
ただし、当該相続人が死亡した場合、当該相続人の相続人は新株予約権を行使することができないものとし、当該
新株予約権は会社法第287条の定めに基づき消滅するものとする。

 
13　新株予約権の払込金額

金銭の払込みを要しない。

 
14　新株予約権の割当日

2025年12月19日とする。

 
15　割当方法

募集新株予約権の割当てを受ける者から引受けの申込みがあったときは、同人に割り当てる。

 
16　その他の条件については、取締役会の決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結される新株予約権割当契約

書に定めるところによる。
以上
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別紙2-⑫-2

 
ギフティグループ株式会社　第12回新株予約権

 
１　新株予約権の名称

ギフティグループ株式会社　第12回新株予約権

 
２　新株予約権の総数

654個とする。
上記総数は、割当予定数であり、引受けの申込みがなされなかった場合など割り当てる新株予約権の総数が減少
したときは、割り当てる新株予約権の総数をもって発行する新株予約権の総数とする。

 
３　新株予約権の目的である株式の種類及び数

新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、各新株予約権の目的である株式の数は100株とする。
ただし、下記14に定める募集新株予約権を割り当てる日（以下「割当日」という。）後、当社が当社普通株式に
つき、株式分割又は株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整するものとする。

 
調整後付与株式数＝調整前付与株式数×株式分割・株式併合の比率

 
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日（基準日を定めないときは、その効力発
生日）以後、株式併合の場合は、その効力発生日以後、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金ま
たは準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該
株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結
の日の翌日以後、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用する。
また、上記のほか、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転（以下「合併等」という。）を行う場合、当
社普通株式の無償割当てを行う場合、その他付与株式数の調整が適切な場合は、合理的な範囲で付与株式を調整す
る。
なお、上記の調整の結果生じる１株未満の端数はこれを切り捨てるものとする。
さらに、付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに必要な事項を新株
予約権原簿に記載された各募集新株予約権を保有する者（以下、「新株予約権者」という）に通知または公告す
る。ただし、当該適用の日の前日までに通知又は公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知又は公告
するものとする。

 
４　新株予約権の行使価額

行使価額は１株につき１，１８８円とする。　

 
５　行使価額の調整
（１）割当日後、当社が当社普通株式につき、株式分割又は株式併合を行う場合、行使価額をそれぞれ次に定める算式

（以下、「行使価額調整式」という。）により調整し、調整の結果生じる１円未満の端数は、これを切り上げ
る。

 

調整後行使価額＝調整前行使価額×
１

株式分割・併合の比率
 

 
（２）上記（１）に従い調整を行う場合の調整後行使価額は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日（基準

日を定めないときは、その効力発生日）以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただ
し、剰余金の額を減少して資本金又は準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件とし
て株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整
後行使価額は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用する。
なお、上記ただし書に定める場合において、株式分割のための基準日の翌日から当該株主総会の終結の日まで
に募集新株予約権を行使した（かかる募集新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式の数
を、以下、「分割前行使株式数」という。）新株予約権者に対しては、交付する当社普通株式の数を次の算式に
より調整し、調整の結果生じる１株未満の端数は、これを切り捨てる。

 

新規発行株式数＝
（調整前行使価額－調整後行使価額）×分割前行使株式数

調整後行使価額
 

 
（３）上記（１）に定める場合のほか、当社が調整前行使価額を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う

場合（割当日時点において存在する新株予約権の行使による場合を除く。）、割当日後、他の種類株式の普通株
主への無償割当て又は他の会社の株式の普通株主への配当を行う場合、当社が合併等を行う場合等、行使価額の
調整をすることが適切な場合は、かかる割当て又は配当等の条件等を勘案の上、当社は、合理的な範囲で行使価
額を調整することができる。

 
（４）行使価額の調整を行うときは、当社は適用日の前日までに、必要な事項を新株予約権者に通知又は公告する。た

だし、当該適用日の前日までに通知又は公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知又は公告する。

 
６　新株予約権の行使期間

2027年11月20日から2035年11月19日までの間とする。
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７　新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
①　新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第１項に従い
算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じたときは、その端数を切
り上げるものとする。

②　新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限
度額から、上記①に従って増加する資本金の額を減じた額とする。

 
８　譲渡制限新株予約権に関する事項

本新株予約権の譲渡については、当社の取締役会の承認を要する。また、本新株予約権の質入れその他の担保設
定は認めない。

 
９　新株予約権の取得条項

設けない。

 
10　組織再編時における再編対象の新株予約権の交付及びその条件

当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転（以上
これらを総称して、以下「組織再編行為」という。）をする場合においては、組織再編行為の効力発生の直前の時
点において残存する新株予約権（以下「残存新株予約権」という。）の新株予約権者に対し、会社法第236条第１項
第８号イからホまでに掲げる株式会社（以下「再編対象会社」という。）の新株予約権を以下の条件に基づきそれ
ぞれ交付することができるものとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新たに新
株予約権を交付するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合
併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限
るものとする。

 
①　交付する再編対象会社の新株予約権の数

残存新株予約権の新株予約権者が保有する数と同一の数とする。
②　新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。
③　新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案のうえ、目的である株式数につき合理的な調整がなされた数（以下「承継後株式
数」という。）とする。ただし、調整によって生じる１株未満の端数は切り捨てる。

④　新株予約権を行使することができる期間
上記に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日か
ら、上記に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

⑤　新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記に準じて決定する。

⑥　新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権の行使に際してする出資の目的は金銭とし、その価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、行使
価額につき合理的な調整がなされた額に承継後株式数を乗じた額とする。

⑦　譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要する。

⑧　新株予約権の行使の条件並びに取得事由および条件
上記に準じて決定する。

 
11　新株予約権を行使した際に生じる１株に満たない端数の取扱い

新株予約権者に交付する株式の数に１株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てる。

 
12　新株予約権の行使の条件

新株予約権の行使時においても、当社の取締役、執行役員もしくは従業員（顧問、相談役を含む。）または子会
社の取締役、執行役員もしくは従業員（顧問、相談役を含む。）の地位にあることを要する。また、新株予約権者
が死亡した場合、新株予約権者の相続人は、新株予約権者死亡時に未行使の新株予約権を行使することができる。
ただし、当該相続人が死亡した場合、当該相続人の相続人は新株予約権を行使することができないものとし、当該
新株予約権は会社法第287条の定めに基づき消滅するものとする。

 
13　新株予約権の払込金額

金銭の払込みを要しない。

 
14　新株予約権の割当日

2026年７月１日とする。

 
15　その他の条件については、取締役会の決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結される新株予約権割当契約

書に定めるところによる。
以上
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４ 【組織再編成、株式交付又は公開買付けに係る割当ての内容及びその算定根拠】

(1) 株式移転比率

  
ギフティグループ株式会社

（完全親会社）
株式会社ギフティ
（完全子会社）

 株式移転比率 １ １
 

(注) １　本株式移転に伴い、ギフティの普通株式１株に対して当社の普通株式１株を割当交付いたします。なお、当

社の単元株式数は、100株です。

２　当社が本株式移転により発行する新株式数(予定)：普通株式29,777,502株

上記新株式数は、2025年12月31日時点におけるギフティの発行済株式総数に基づいて記載しております。た

だし、本株式移転の効力発生に先立ち、ギフティの発行済株式総数が変化した場合には、当社が交付する上

記新株式数は変動いたします。なお、本株式移転の効力発生時点においてギフティが保有する自己株式１株

に対して、その同数の当社の普通株式が割当交付されることとなります。これに伴い、ギフティは一時的に

当社の普通株式を保有することになりますが、法令の定めに従い速やかに処分いたします。

３　単元未満株式の取扱い

本株式移転により、１単元(100株)未満の当社の普通株式(以下「単元未満株式」という。)の割当てを受け

るギフティの株主の皆様につきましては、その保有する単元未満株式を東京証券取引所その他の金融商品取

引所において売却することはできません。そのような単元未満株式を保有することとなる株主の皆様は、会

社法第192条第１項の規定に基づき、当社に対し、自己の保有する単元未満株式を買い取ることを請求する

ことが可能です。

 
(2) 株式移転比率の算定根拠等

本株式移転は、ギフティ単独の株式移転によって完全親会社である当社を設立するものであり、株式移転時のギ

フティの株主構成と当社の株主構成に変化がないことから、株主の皆さまに不利益を与えないことを第一義とし

て、ギフティの株主の皆さまが保有するギフティの普通株式１株に対して当社の普通株式１株を割当交付すること

といたしました。

なお、上記理由により、第三者機関による株式移転比率の算定は行っておりません。

 
(3) 本株式移転に伴う新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い

ギフティが発行している新株予約権については、ギフティの新株予約権の新株予約権者に対し、その有するギフ

ティの新株予約権に代えて、ギフティの新株予約権と同等の内容かつ同一の数の当社の新株予約権を交付し、割り

当てます。

なお、ギフティは、新株予約権付社債を発行しておりません。

 

５ 【組織再編成対象会社又は株式交付子会社の発行有価証券と組織再編成又は株式交付によって発行

(交付)される有価証券との相違(対象者の発行有価証券と公開買付けに係る提出会社によって発行

(交付)される有価証券との相違)】

該当事項はありません。
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６ 【有価証券をもって対価とする公開買付けの場合の発行（交付）条件に関する事項】

該当事項はありません。

 

７ 【組織再編成対象会社の発行する証券保有者の有する権利】

(1) 組織再編成対象会社の普通株式に関する取扱い

①　買取請求権の行使の方法について

ギフティの株主が、その所有するギフティの普通株式につき、ギフティに対して会社法第806条に定める反対株

主の株式買取請求権を行使するためには、2026年３月30日開催予定の定時株主総会に先立って本株式移転に反対

する旨をギフティに対し通知し、かつ、上記定時株主総会において本株式移転に反対し、ギフティが、上記定時

株主総会の決議の日(2026年３月30日)から２週間以内の会社法第806条第３項の通知に代えて社債、株式等の振替

に関する法律第161条第２項の公告を行った日から20日以内に、その株式買取請求に係る株式の数を明らかにして

行う必要があります。

②　議決権の行使の方法について

ギフティの株主による議決権の行使の方法としては、2026年３月30日開催予定の定時株主総会に出席して議決

権を行使する方法があります(なお、株主は、ギフティの議決権を有する他の株主１名を代理人として、その議決

権を行使することができます。この場合、当該株主又は代理人は、株主総会ごとに作成された、当該定時株主総

会に関する代理権を証明する書面を、ギフティに提出する必要があります。)。また、郵送によって議決権を行使

する方法もあります。郵送による議決権の行使は、上記定時株主総会に関する株主総会招集ご通知同封の議決権

行使書用紙に賛否を表示し、ギフティに2026年３月27日午後６時30分までに到達するように返送することが必要

となります。なお、議決権行使書用紙に各議案の賛否又は棄権の記載がない場合は、賛成の意思表示があったも

のとして取り扱います。

株主は、複数の議決権を有する場合、会社法第313条に基づき、その有する議決権を統一しないで行使すること

ができます。ただし、当該株主は、法定の通知期限までに、ギフティに対してその有する議決権を統一しないで

行使する旨及びその理由を通知する必要があります。また、ギフティは、当該株主が他人のために株式を有する

者でないときは、当該株主がその有する議決権を統一しないで行使することを拒むことがあります。

③　組織再編成によって発行される株式の受取方法について

本株式移転によって発行される当社の普通株式は、基準時におけるギフティの株主に割り当てられます。ギフ

ティの株主は、自己のギフティの普通株式が記録されている振替口座に、当社の普通株式が記録されることによ

り、当社の普通株式を受け取ることができます。

 
(2) 組織再編成によって発行される新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い

①　買取請求権の行使の方法について

本株式移転に際して、ギフティが既に発行している新株予約権については、本株式移転計画における会社法第

773条第１項第９号又は第10号に掲げる事項についての定めが当該新株予約権に係る同法第236条第１項第８号の

条件(同号ホに関するものに限ります。)に合致するため、会社法第808条第１項の規定により、新株予約権買取請

求権が発生いたしません。

また、ギフティは、本届出書提出日現在において、新株予約権付社債を発行しておりません。

②　組織再編成によって発行される新株予約権の受取方法について

本株式移転によって発行される当社の新株予約権は、基準時におけるギフティの新株予約権者に割り当てられ

ます。当社の新株予約権者は、当社の新株予約権原簿に記載又は記録されることにより、当社の新株予約権を受

け取ることができます。

 

８ 【組織再編成、株式交付又は公開買付けに関する手続】

(1) 組織再編成に関し会社法等に基づき備置がなされている書類の種類及びその概要並びに当該書類の閲覧方法

本株式移転に関し、ギフティは、会社法第803条第１項及び会社法施行規則第206条の各規定に基づき、①株式移

転計画、②会社法第773条第１項第５号及び第６号に掲げる事項についての定めの相当性に関する事項、③会社法第

808条第３項第３号に定める新株予約権に係る会社法第773条第１項第９号及び第10号に掲げる事項についての定め

の相当性に関する事項、④ギフティの最終事業年度の末日後に生じた重要な財産の処分、重大な債務の負担その他

会社財産の状況に重要な影響を与える事象の内容を記載した書面を、ギフティの本店において2026年３月13日より

それぞれ備え置く予定です。
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①は、2026年２月13日開催のギフティの取締役会において承認された株式移転計画です。

②は、本株式移転に際して株式移転比率及びその算定根拠並びに上記株式移転計画に定める当社の資本金及び準

備金の額に関する事項が相当であることを説明するものです。

③は、本株式移転に伴う新株予約権の割当等に係る定め等の相当性に関する事項について説明するものです。

④は、ギフティの最終事業年度末日後に生じた重要な財産の処分、重大な債務の負担その他会社財産の状況に重

要な影響を与える事象を説明するものです。

これらの書類は、ギフティの営業時間内にギフティの本店において閲覧することができます。なお、本株式移転

が効力を生ずる日までの間に、上記①～④に掲げる事項に変更が生じた場合には、変更後の事項を記載した書面を

追加で備え置きます。

 
(2) 株主総会等の組織再編成に係る手続の方法及び日程

2025年12月31日　　　　　定時株主総会基準日

2026年２月13日　　　　　株式移転計画承認取締役会

2026年３月30日(予定)　　株式移転計画承認定時株主総会

2026年６月29日(予定)　　ギフティ株式上場廃止日

2026年７月１日(予定)　　当社設立登記日(効力発生日)

2026年７月１日(予定)　　当社株式上場日

ただし、本株式移転の手続進行上の必要性その他の事由により日程を変更する場合があります。

 
(3) 組織再編成対象会社が発行者である有価証券の所有者が当該組織再編成行為に関して買取請求権を行使する方法

①　普通株式について

ギフティの株主が、その所有するギフティの普通株式につき、ギフティに対して会社法第806条に定める反対株

主の株式買取請求権を行使するためには、2026年３月30日開催予定の定時株主総会に先立って本株式移転に反対

する旨をギフティに通知し、かつ、上記定時株主総会において本株式移転に反対し、ギフティが、上記定時株主

総会の決議の日(2026年３月30日)から２週間以内の会社法第806条第３項の通知に代えて社債、株式等の振替に関

する法律第161条第２項の公告を行った日から20日以内に、その株式買取請求に係る株式の数を明らかにして行う

必要があります。

②　新株予約権について

本株式移転に際して、ギフティが既に発行している新株予約権については、本株式移転計画における会社法第

773条第１項第９号又は第10号に掲げる事項についての定めが当該新株予約権に係る同法第236条第１項第８号の

条件(同号ホに関するものに限ります。)に合致するため、会社法第808条第１項の規定により、新株予約権買取請

求権が発生いたしません。
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第２ 【統合財務情報】

１　当社

当社は新設会社であるため、本届出書提出日現在において財務情報はありません。

２　組織再編成後の当社

上記のとおり、当社には本届出書提出日現在において財務情報はありませんが、組織再編成の対象会社の連結経営

指標は当社の連結経営指標に反映されるものと考えられます。

３　組織再編成対象会社

当社の完全子会社となるギフティの最近連結会計年度に係る主要な経営指標等については、以下のとおりでありま

す。ただし、ギフティの経営指標等のうち2025年度について有価証券報告書の提出前であり金融商品取引法上の監査

証明を受けておりません。

 

主要な経営指標等の推移

回次 第12期 第13期 第14期 第15期 第16期

決算年月 2021年12月 2022年12月 2023年12月 2024年12月 2025年12月

売上高 (百万円) 3,725 4,723 7,226 9,554 14,149

経常利益 (百万円) 248 352 1,239 1,579 2,208

親会社株主に帰属する
当期純利益又は親会社
株主に帰属する当期純
損失(△)

(百万円) 150 10 129 △510 935

包括利益 (百万円) 158 91 86 △414 884

純資産額 (百万円) 7,787 8,094 8,305 8,282 9,272

総資産額 (百万円) 18,945 19,769 22,164 41,185 44,706

１株当たり純資産額 (円) 265.13 267.60 271.20 257.61 284.49

１株当たり当期純利益
又は１株当たり当期純
損失(△)

(円) 5.49 0.38 4.43 △17.33 31.51

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

(円) 5.20 0.27 3.97 ― 30.34

自己資本比率 (％) 40.3 39.5 36.0 18.5 18.9

自己資本利益率 (％) 2.5 0.1 1.6 △6.5 11.6

株価収益率 (倍) 356.5 4,552.6 409.9 ― 39.8

営業活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) 313 424 △3,734 △3,593 11,089

投資活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △3,520 △1,374 △1,046 △1,531 △1,685

財務活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) 10,965 △64 △102 10,997 △3,439

現金及び現金同等物の
期末残高

(百万円) 11,029 9,983 5,099 10,977 16,933

従業員数
〔ほか、平均臨時雇用
人員数〕

(名)
210 257 316 585 685
〔34〕 〔63〕 〔58〕 〔59〕 〔38〕

 

(注) １．第15期の潜在株式調整後１株当たり純利益については、潜在株式は存在するものの、１株当たり当期純損失

であるため記載しておりません。

２．第15期の株価収益率については、当期純損失を計上しているため記載しておりません。

３．従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数(パートタイマー、人材会社からの派遣社員を含む。)は年間の平

均雇用人員数を〔　〕外数で記載しております。
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第３ 【発行者(その関連者)と組織再編成対象会社又は株式交付子会社との重要な契約(発

行者(その関連者)と対象者との重要な契約)】

 

該当事項はありません。
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第三部 【企業情報】

 

第１ 【企業の概況】

 

１ 【主要な経営指標等の推移】

前記「第二部　組織再編成、株式交付又は公開買付けに関する情報　第２　統合財務情報」に記載のとおりです。

 

２ 【沿革】

2026年２月13日　ギフティの取締役会において、ギフティの単独株式移転による持株会社「ギフティグループ株式

会社」の設立を内容とする「株式移転計画書」を決議

 

2026年３月30日(予定)　ギフティの定時株主総会において、単独株式移転の方法により当社を設立し、ギフティが

その完全子会社となることについて決議

 

2026年７月１日(予定)　ギフティが単独株式移転の方法により当社を設立(予定)

当社普通株式を東京証券取引所プライム市場に上場(予定)

 

なお、当社の完全子会社となるギフティの沿革につきましては、ギフティの有価証券報告書(2025年３月27日提出)

をご参照ください。

 

３ 【事業の内容】

当社は持株会社として、グループ会社の経営管理及びこれに付帯する業務を行う予定であります。

また、当社の完全子会社となるギフティの最近連結会計年度末日(2025年12月31日)時点における事業の内容は以下

のとおりであります。

 

ギフティはギフティ、子会社11社及び関連会社3社で構成されており、eギフトプラットフォーム事業を展開してお

ります。

ギフティは「eギフトを軸として、人、企業、街の間に、さまざまな縁を育むサービスを提供する」というビジョン

の下、①個人ユーザーがオンライン上でeギフトを購入することができる『giftee』サービス、②法人がキャンペーン

等での利用を目的にeギフトを購入することができる『giftee for Business』サービス、③eギフト発行企業(飲食

店・小売店等)がeギフトの生成・流通・販売・決済・実績管理を行うことができるシステム『eGift System』をSaaS

で提供する『eGift System』サービス、④地域通貨の電子化ソリューションを提供する『地域通貨サービス』の主に

４つのサービスを提供しており、これら全体を「eギフトプラットフォーム事業」と定義して、eギフトの生成・流

通・販売を一気通貫で行っております。
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＜eギフトプラットフォーム概念図＞

 

 
(注１)　「SaaS」とは、「Software as a Service」の略称であり、サービス提供者がアプリケーションソフトウエ

アの機能をクラウド上で提供し、ユーザーはネットワーク経由で当該機能をサービスとして利用する形態

を指します。

(注２)　一般消費者に対してeギフトを販売するサービスを行っている企業を指します。

 
ギフティ及びその子会社は、スマートフォン等のオンライン上で送付・使用することができるeギフトの生成・流

通・販売を行っております。個人・法人・自治体等の間におけるオンラインでのコミュニケーション機会は年々増加

の傾向にあり、オンラインコミュニケーションのツールとしてのeギフトの需要が拡大しております。

こうした環境の中、ギフティ及びその子会社は「eギフトを軸として、人、企業、街の間に、さまざまな縁を育む

サービスを提供する」というビジョンの下、①個人向けの『giftee』サービス、②法人向けの『giftee for

Business』サービス、③eギフトの生成システムを提供する『eGift System』サービス、及び④主に自治体向けに地域

通貨等の電子化のソリューションを提供する『地域通貨』サービスの４つのサービスを展開しております。

ギフティ及びその子会社は、eギフトプラットフォーム事業の単一セグメントであるため、セグメントごとの記載は

しておりません。

 
①　『giftee』サービス(ギフティ)

『giftee』サービスは、メールやSNSを通じて個人間でギフトを贈ることができるサービスを提供しております。

ギフトを贈りたい個人(贈る方)は、『giftee』のアプリ又はWebブラウザ上でeギフトを選択して、クレジット

カードやキャリア決済等によりeギフトを購入し、メールやSNSを通じてURL形式で送付することができます。

受け取る方は受け取ったギフトの交換画面を店頭で提示することで商品との交換ができ、また、贈る方が送付す

る際には、「誕生日おめでとう」や「ありがとう」といった内容のメッセージカードとテキストのメッセージを付

すことも可能です。

『giftee』サービスが取り扱っている商品は、4,700種類以上あり、贈る方も受け取る方も負担にならないカジュ

アルな商品ラインナップが多いことが特徴です。更に、受け取る方が入力した住所に商品を配送するといった配送

型のギフトも取り扱っており、受け取る方の住所を知らなくてもギフトを贈ることができます。

ギフティは、『giftee』サービスにてeギフトを個人に販売した場合、当該eギフトの発行企業から、当該eギフト

の販売手数料を受領しております。
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『giftee』は、2011年３月にサービスを提供して以降、着実に会員数(注１)を伸ばし、会員数は253万人に達して

おります(2025年12月末時点)。

(注１)　「会員数」は、『giftee』に会員登録したユーザーの累計数であります。

 
<『giftee』累計会員数推移>

 

 2020年12月末 2021年12月末 2022年12月末 2023年12月末 2024年12月末 2025年12月末

累計会員数(万人) 161 184 196 214 232 253
 

 
以上述べた事項を図によって示すと次のとおりであります。

 

 
②　『giftee for Business』サービス(ギフティ、GIFTEE MALAYSIA SDN.BHD.、Giftee Mekong Company Ltd.、PT

giftee International Indonesia.)

『giftee for Business』サービスは、販促活動等においてインセンティブを配布したい法人等に対してeギフト

及びその配布ツールを提供しております。

『giftee for Business』の活用シーンは多様で、例えば、来店促進のソリューション(保険会社や金融機関等来

店のお礼、モデルルームや住宅展示場、各種イベントやセミナーなどへの来場(事前Web予約等)のお礼など)、キャ

ンペーンやプレゼントの賞品(アンケートキャンペーンやプレゼントキャンペーン、懸賞の賞品など)、自社サービ

スの利用のお礼(保険/引っ越しの一括見積、学校/教材等における資料請求などWebサイト内のサービスの利用者へ

のプレゼント、レンタカー会社や宿泊施設等のギフト券付きプランなど)、その他サイト内のポイント交換や社内の

報酬制度等、様々なビジネスソリューションとして幅広くご活用いただいております。

従来、同様のシーンでは、プレゼント商品として、プラスチックや紙の金券等が利用されることが多く、在庫管

理や梱包、包装、郵送代金、また、それに伴う事務作業等、プレゼント商品の代金以外に様々なコストが発生して

いました。『giftee for Business』の活用により、一連の作業は、メールやSNSなどでeギフトのURLをお客様に送

信するのみで完了するため、従来発生していた配送費、在庫管理費、梱包費や人件費及びそれらに伴う間接コスト

を削減することが可能となります。

また、2017年８月から、法人等がeギフト配付の際に活用できるキャンペーンツールである『Giftee Campaign

Platform』サービスの提供を開始しました。例えば、法人の公式SNSアカウントを登録すると当該登録を行なった個

人のSNSアカウントにeギフトを自動的に付与する仕組みや、アンケートに回答すると抽選に応募でき、当該抽選に

当選した個人のみにeギフトを付与する仕組み等、法人がキャンペーンをより効率的に実施することが可能になりま

す。

ギフティ及びその子会社は、『giftee for Business』サービスの利用企業から、eギフトの発行手数料を受領す

ると共に、当該eギフトの発行企業から、当該eギフトの販売手数料を受領しております。

『giftee for Business』は、2016年４月にサービスを提供して以降、着実に利用企業数を伸ばしております。当

連結会計年度における『giftee for Business』サービスの利用企業数は2,276社となっております。
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以上述べた事項を図によって示すと次のとおりであります。

 

 
③　『eGift System』サービス(ギフティ、GIFTEE MALAYSIA SDN.BHD.、Giftee Mekong Company Ltd.、PT giftee

International Indonesia.)

『eGift System』サービスは、飲食店・小売店等の法人がeギフトの生成・流通・販売・決済・実績管理を行うこ

とができるシステムをSaaSで提供しております。

『eGift System』を導入することで、飲食店・小売店等の法人が自社のeギフトを自社のホームページやスマート

フォンアプリで販売することができるだけでなく、ギフティ及びその子会社の提供する『giftee』や『giftee for

Business』、その他eギフトサービス提供会社に対して、eギフトを販売することが可能となります。『eGift

System』導入企業は、これらの流通チャネルを通じたギフト需要を獲得することができるだけでなく、eギフトを利

用するために来店する個人消費者の併売も期待できます。

『eGift System』で生成されたeギフトは、スマートフォン画面にバーコードを表示させた上で店頭のバーコード

リーダーで読み取ること等で決済し、商品やサービスと交換されます。なお、店頭で決済されたeギフトは、リアル

タイムに消込(注１)を行うことで、二重利用を防止します。

ギフティ及びその子会社は、『eGift System』を導入いただいた企業から、システム利用料を受領しておりま

す。

『eGift System』は、2014年１月にサービスを提供して以降、着実に導入企業数を伸ばし、2025年12月末現在の

利用企業数は302社、当連結会計年度におけるeギフト流通額は1,047億円となっております。

 
<eGift System概念図>

 

 
(注１)　消込とはeギフトを利用済にする処理を指します。
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④　地域通貨サービス(ギフティ)

地域通貨サービスは、従来の紙やカードで発行されていた、特定の地域でのみ使える通貨や商品券(以下、「地域

通貨」といいます。)をスマートフォンを用いて流通させるソリューションを提供しております。

電子化された地域通貨は、紛失や盗難のリスクが低く、また、決済後は自動的に登録口座に入金されるため、加

盟店のオペレーションの軽減につながります。更に、電子通貨の販売・利用の実績は全てリアルタイムでシステム

内で一元管理されるため実績や履歴などのデータを即時・自動で集計することが可能です。

2016年10月には、長崎県の五島列島で発行されている地域通貨『しまとく通貨』の電子化を行いました。2017年

９月には、東京都の11の離島で使用できる『しまぽ通貨』の電子化を行っております。また、2020年10月には、

「Go To トラベル」地域共通電子クーポンの発行・受取管理システムの提供を一括受注し、全国へサービス提供し

ております。

ギフティ及びその子会社は、地域通貨サービス等を導入いただいた地域通貨の発行主体から、システム利用料を

受領しております。

 
⑤　『YouGotaGift.com Ltd.』サービス(YouGotaGift.comLtd.他３社)

『YouGotaGift.com Ltd.』のサービスは、①gifeeサービス、②giftee for Businessサービス、③eGiftSystem

サービスと同様のサービスを、アラブ首長国連邦及びサウジアラビアを主な対象地域として展開しております。

 
⑤　『Sow Experience』サービス(ソウ・エクスペリエンス株式会社)

『Sow Experience』サービスは、体験ギフトサービスを提供しております。

体験ギフトとは、美容などのサービス、スポーツやレジャー、飲食店での食事や宿泊施設の利用等「体験」とい

うサービスをギフトとして贈るものです。体験ギフトは紙又はデジタルカタログとして、実店舗及びECサイト等で

販売しており、体験ギフトサービスが利用された加盟店から、販売手数料を受領しております。

 
⑥　その他サービス(株式会社paintory、Brewtope株式会社他)

株式会社paintoryは、カスタムアパレルを制作したいクリエイター等に対し、在庫リスクなくオリジナルアパレ

ルのデザイン、ストア開設・販売・配送を一気通貫で支援するプラットフォームサービスの提供、また、法人向け

のカスタムアパレルの制作、販売を行っております。

同社は、プラットフォームを利用したクリエイター等から、商品代、加工料及びシステム利用料を受領しており

ます。

Brewtope株式会社は、全国390社以上のクラフトビールのブルワリーとの連携により、個人向けのクラフトビール

のサブスクリプションサービス「otomoni」の運営、飲食店や法人向けのクラフトビールの販売を行っております。

同社は、サブスクリプションサービス利用者から、サービス利用料、飲食店や法人から商品代を受領しておりま

す。
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以上述べた事項を事業系統図によって示すと次のとおりであります。

 

<事業系統図>

 

(注１)　特定のWebサイトで決済手段として使用できるデジタルコードをギフティが仕入れている企業です。

(注２)　一般消費者に対してeギフトを販売するサービスを行っている企業です。

(注３)　一般消費者に対して体験サービスを提供している企業です。

(注４)　加工のためのアパレル製品を株式会社paintoryが仕入れている企業です。

(注５)　Brewtope株式会社が商品を仕入れている企業です。
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４ 【関係会社の状況】

当社は新設会社であるため、本届出書提出日現在において関係会社はありませんが、当社の完全子会社となるギフ

ティの関係会社の状況につきましては、前記「第二部組織再編成、株式交付又は公開買付けに関する情報　第１　組

織再編成、株式交付又は公開買付けの概要　１　組織再編成、株式交付又は公開買付けの目的等」記載の「(2) 提出

会社の企業集団の概要及び当該企業集団における組織再編成対象会社と提出会社の企業集団の関係　①　提出会社の

企業集団の概要　ロ．提出会社の企業集団の概要」をご参照ください。

 

５ 【従業員の状況】

(1) 当社

当社は新設会社であるため、未定であります。

 

(2) 連結会社

当社の完全子会社となるギフティの2025年12月期連結会計年度末日(2025年12月31日)における従業員の状況につ

きましては以下のとおりであります。

①　連結会社

 2025年12月31日現在

セグメントの名称 従業員数(名)

eギフトプラットフォーム事業 685(38)

合計   
 

(注) １．従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数(パートタイマー、人材会社からの派遣社員を含む。)は、最近１

年間の平均雇用人員数を(　)外数で記載しております。

２．ギフティ及びその子会社はeギフトプラットフォーム事業の単一セグメントであるため、セグメント別の記

載を省略しております。

３．従業員が前連結会計年度末と比べて100名増加しましたのは、単体および連結子会社の従業員数の増加によ

るものであります。

 
②　ギフティ

2025年12月31日現在

従業員数(名) 平均年齢(歳) 平均勤続年数(年) 平均年間給与(千円)

332(7) 34.2 3.1 6,767
 

(注) １．従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数(パートタイマー、人材会社からの派遣社員を含む。)は、最近１

年間の平均雇用人員数を(　)外数で記載しております。

２．平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。

３．ギフティ及びその子会社はeギフトプラットフォーム事業の単一セグメントであるため、セグメント別の記

載を省略しております。

 
 
(3) 労働組合の状況

①　当社

当社は新設会社であるため、該当事項はありません。

②　連結会社

労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満に推移しております。
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(4) 管理職に占める女性労働者の割合、男性労働者の育児休業取得率及び労働者の男女の賃金の差異

①　当社

当社は新設会社であるため、該当事項はありません。

②　ギフティ

2025年12月31日現在

最近連結会計年度

管理職に占める女性労
働者の割合（％）
（注）１

男性労働者の育児休業
取得率（％）
（注）２

労働者の男女の賃金の差異(％)
（注）１、３

全労働者 正規雇用労働者 パート・有期労働者

40.0 87.5 86.8 87.3 135.1
 

(注) １．管理職に占める女性労働者の割合（％）は、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」（平成27

年法律第64号）の規定に基づき算出したものであります。

２．男性労働者の育児休業取得率（％）は、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関

する法律」（平成３年法律第76号）の規定に基づき、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働

者の福祉に関する法律施行規則」（平成３年労働省令第25号）第71条の６第１号における育児休業等の取得

割合を算出したものであります。

３．労働者の男女の賃金の差異(％)は、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」（平成27年法律第

64号）の規定に基づき、女性労働者の平均年間賃金÷男性労働者の平均年間賃金×100％として算定したも

のであります。平均年間賃金の算定に用いるパート・有期労働者の人員数については労働時間を基に換算し

算出しております。

 
③　ギフティ以外の連結子会社

ギフティ以外の連結子会社は、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」（平成27年法律第64号）

及び「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」（平成3年法律第76号）の規

定による公表義務の対象ではないため、記載を省略しています。
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第２ 【事業の状況】

 

１ 【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】

当社は新設会社であるため、該当事項はありません。

なお、当社の完全子会社となるギフティの経営方針、経営環境及び対処すべき課題等につきましては、同社の有価

証券報告書(2025年３月27日提出)をご参照ください。

 

２ 【サステナビリティに関する考え方及び取組】

当社は新設会社であるため、該当事項はありません。

なお、当社の完全子会社となるギフティのサステナビリティに関する考え方及び取組につきましては、同社の有価

証券報告書(2025年３月27日提出)をご参照ください。

 

３ 【事業等のリスク】

当社は本届出書提出日現在において設立されておりませんが、当社は本株式移転によりギフティの完全親会社とな

るため、当社の設立後は、本届出書提出日現在におけるギフティの事業等のリスクがギフティ及びその子会社の事業

等のリスクとなり得ることが想定されます。ギフティの事業等のリスクを踏まえたギフティ及びその子会社の事業等

のリスクは以下のとおりです。

なお、本項においては将来に関する事項が含まれておりますが、当該事項は別段の記載がない限り、本届出書提出

日現在においてギフティが判断したものです。

 

(特に重要なリスク)

(1) システム障害について

ギフティ及びその子会社は、主にインターネット通信を利用してサービスを提供しておりますが、人為的ミス、

通信ネットワーク機器の故障、アクセス数の急激な増大、ソフトウエアの不具合、コンピュータウィルス、不正ア

クセス、停電、自然災害、事故等により、システム障害が発生する可能性があります。ギフティ及びその子会社で

は、定期的なバックアップや稼働状況の監視により事前防止又は回避に努めておりますが、こうした対応にも関わ

らず、システム障害が発生し、サービス提供に障害が生じた場合、ギフティ及びその子会社の社会的評価が低下す

る恐れがあるほか、ギフティ及びその子会社の事業及び業績に影響を与える可能性があります。

 
(2) 個人情報保護について

ギフティ及びその子会社は、ギフティ及びその子会社が提供するサービスに関して個人情報を取得する場合があ

ります。ギフティ及びその子会社では、個人情報の保護に関する法律に従い、個人情報の管理を行うとともに、ギ

フティは情報セキュリティ及び個人情報について適切な保護体制を構築するため、プライバシーマークを取得して

おります。このような対策にも関わらず、個人情報の漏洩や不正使用等の事態が生じた場合、損害賠償請求やギフ

ティ及びその子会社の社会的信用の低下等により、ギフティ及びその子会社の事業及び業績に影響を与える可能性

があります。

 
(3) 人材の確保・定着及び育成について

ギフティ及びその子会社は、競争力の向上及び今後の事業展開のため、優秀な人材の確保・定着及び育成が重要

であると考えております。しかしながら、優秀な人材の確保・定着及び育成が計画通りに進まない場合や優秀な人

材の社外流出が生じた場合には、競争力の低下や事業規模拡大の制約要因になる可能性があり、ギフティ及びその

子会社の事業及び業績に影響を与える可能性があります。
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(4) 市場動向等について

ギフティ及びその子会社は顧客ニーズに応じた新しいサービスを継続的に提供していくことにより、競争力の向

上を図り、既に構築しているeギフトプラットフォームの先行者優位性を活かし、更なる成長に取り組んでおりま

す。しかしながら、eギフト市場は成長過程にあるため、新たなビジネスモデルの登場や、予期せぬ要因によって市

場拡大が阻害されるような状況が生じた場合、加えて、新規参入等により競争が激化し、ギフティ及びその子会社

が競争力や優位性を保つことが難しくなった場合には、ギフティ及びその子会社の事業及び業績に影響を与える可

能性があります。

 
(重要なリスク)

(5) 技術革新について

ギフティ及びその子会社は、インターネット関連技術に基づいて事業を展開しておりますが、インターネット関

連分野は、新技術の開発やそれを利用した新サービスの導入が相次ぐ変化の激しい業界です。このため、ギフティ

及びその子会社は、新技術及び新サービスの開発を継続的に行うとともに、優秀な人材の確保に取り組んでおりま

す。しかし、環境変化への対応が遅れた場合、あるいは、新技術及び新サービスの開発に対応するために多大な支

出が必要となった場合には、ギフティ及びその子会社の事業及び業績に影響を与える可能性があります。

 
(6) M&A、資本業務提携等について

ギフティ及びその子会社は、自社の成長を加速させるため、M&A、資本業務提携等を検討・推進しております。検

討に当たっては、対象企業の財務内容や契約関係等について事前調査を行い、リスクを検討した上で進めておりま

すが、対象企業における偶発債務の発生や未認識債務の判明など事前の調査によって把握できなかった問題が生じ

た場合や、事業展開が計画通りに進まない場合、投資の回収が困難になること等により、のれん等の減損処理を行

うなど、ギフティ及びその子会社の事業及び業績に影響を及ぼす可能性があります。

 
(7) 新規事業について

ギフティ及びその子会社では、eギフトプラットフォームを活用し、ポイントサービスや決済サービス等の新サー

ビスの提供を検討しており、今後も事業規模の拡大及び収益基盤の強化のため、新サービスもしくは新規事業の展

開に積極的に取り組んでまいりますが、これにより、人材の採用やシステム開発等の追加的な投資が発生し、安定

的な収益を生み出すには時間を要することがあります。また、新サービスに係るシステム開発が想定通り進捗しな

い場合や、新規事業の展開が当初の計画通りに進まない場合には、減損損失の計上が必要となる等、投資を回収で

きなくなる可能性があります。さらには、新サービス、新規事業の内容によっては固有のリスク要因が加わる可能

性や、ギフティ及びその子会社の事業及び業績に影響を与える可能性があります。

 
(8) 海外展開について

ギフティ及びその子会社は、主にアラブ首長国連邦、マレーシア及びベトナム並びにインドネシアに子会社を有

しており、収益基盤の拡大のため、今後も海外へのサービス展開を推進していく予定であります。海外での事業展

開においては、予期しない法律等の制定や政治・経済・社会情勢の悪化、文化・宗教・ユーザー嗜好・商慣習の違

い、為替相場の変動等の潜在リスクが存在するため、これらの潜在リスクに対処できるよう慎重に検討してまいり

ます。しかしながら、不測の事態の発生により、ギフティ及びその子会社の海外展開に支障をきたし、ギフティ及

びその子会社の事業及び業績に影響を与える可能性があります。
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(9) 不正行為について

ギフティ及びその子会社は、個人ユーザーがeギフトを購入することができる『giftee』サービスを提供しており

ます。当該サービスの利用規約では、ギフティ及びその子会社が不適切と判断する行為を行った場合、会員資格の

停止又は取り消しを行うことができる旨を定めております。加えて、１日に決済可能な金額の上限を定めるといっ

た対策を講じておりますが、他人になりすましたアクセスや他人のクレジットカードを利用する等の不正な決済手

段によるeギフトの購入等の不正な行為に利用される可能性もあります。こうした状況が過度に生じた場合、ギフ

ティ及びその子会社又はギフティ及びその子会社のサービスに対するレピュテーションが低下し、ギフティ及びそ

の子会社の事業及び業績に影響を及ぼす可能性があります。

 
(10) 顧客の獲得・継続について

ギフティ及びその子会社は、eギフトプラットフォーム事業を主力事業としており、eギフトの発行企業及び利用

企業に対してサービスを提供しております。

ギフティ及びその子会社の事業拡大のためには、eギフトの発行企業及び利用企業それぞれの利便性追求を通じて

顧客満足度を向上させ、継続的な利用を維持するとともに、新規顧客の獲得によるeギフトの発行企業及び利用企業

の規模の拡大が必要になります。このため、既存顧客への新たな提案の実施、並びに新規顧客獲得に向けた広告・

宣伝活動を展開しておりますが、既存顧客との継続取引や新規顧客の獲得が順調に進捗しない場合は、ギフティ及

びその子会社事業及び業績に影響を与える可能性があります。特に、eギフトの利用企業は、販売促進活動の一環と

してeギフトを活用していることから、法人顧客の販売促進活動が停滞した場合、eギフトの販売が計画通りに進ま

ず、ギフティ及びその子会社の事業及び業績に影響を与える可能性があります。

 
(11) eギフト発行及び販売に係る手数料について

ギフティ及びその子会社は、通常、eギフト発行企業及びeギフト利用企業から、eギフトの発行額に一定の手数料

率を乗じて算出した販売手数料・発行手数料を受領しておりますが、特定の販売先及びeギフトコンテンツからは、

eギフトの発行額のうちユーザーが使用せずに有効期限を迎えたeギフトの発行額を手数料として受領しておりま

す。後者において、今後、特定の販売先の手数料の算出方法がeギフトの発行額に一定の手数料率を乗じて算出する

前者の方法に変更された場合や、ユーザーのeギフトの使用率が大幅に上昇し未使用の発行額が減少した場合、ギフ

ティ及びその子会社の事業及び業績に影響を与える可能性があります。

 
(12) 法的規制について

ギフティ及びその子会社において、事業の継続に重要な影響を及ぼす固有の法規制はなく、一般的に適用される

法規制に従って業務を行っております。しかしながら、今後法令等の制定や改正等により、ギフティ及びその子会

社において対応が必要となる場合、業務の一部に制約を受ける場合等には、ギフティ及びその子会社の事業及び業

績に影響を与える可能性があります。

 

４ 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

当社は新設会社であるため、該当事項はありません。

なお、当社の完全子会社となるギフティの経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

につきましては、同社の有価証券報告書(2025年３月27日提出)及び半期報告書(2025年８月14日提出)をご参照くださ

い。

 

５ 【重要な契約等】

当社は新設会社であるため、該当事項はありません。

なお、当社の完全子会社となるギフティにおいても、該当事項はありません。

また、本株式移転に係る株式移転計画、株式移転の目的、条件等につきましては、前記「第二部　組織再編成、株

式交付又は公開買付けに関する情報　第１　組織再編成、株式交付又は公開買付けの概要　３　組織再編成、株式交

付又は公開買付けに係る契約等」をご参照ください。

 

６ 【研究開発活動】

当社は新設会社であるため、該当事項はありません。

なお、当社の完全子会社となるギフティにおいても、該当事項はありません。
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第３ 【設備の状況】

 

１ 【設備投資等の概要】

(1) 当社

当社は新設会社であるため、該当事項はありません。

 
(2) 連結会社

当社の完全子会社となるギフティの設備投資等の概要につきましては、同社の有価証券報告書(2025年３月27日提

出)をご参照ください。

 

２ 【主要な設備の状況】

(1) 当社

当社は新設会社であるため、該当事項はありません。

 
(2) 連結会社

当社の完全子会社となるギフティの主要な設備の状況につきましては、同社の有価証券報告書(2025年３月27日提

出)をご参照ください。

 

３ 【設備の新設、除却等の計画】

(1) 当社

当社は新設会社であるため、該当事項はありません。

 

(2) 連結会社

当社の完全子会社となるギフティの設備の新設、除却等の計画につきましては、同社の有価証券報告書(2025年３

月27日提出)をご参照ください。
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第４ 【提出会社の状況】

 

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

2026年７月１日時点の当社の状況は以下のとおりとなる予定であります。

 
① 【株式の総数】

 

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 80,000,000

計 80,000,000
 

 

② 【発行済株式】

 

種類 発行数(株)
上場金融商品取引所名又は
登録認可金融商品取引業協会名

内容

普通株式 29,777,502 東京証券取引所プライム市場

完全議決権株式であり、剰余金の
配当に関する請求権その他の権利
内容に何ら限定のない、当社にお
ける標準となる株式であります。
普通株式は振替株式であり、単元
株式数は100株であります。

計 29,777,502 - -
 

(注) １．ギフティの発行済株式総数29,777,502株(2025年12月31日時点)に基づいて記載しております。ただし、本株

式移転の効力発生に先立ち、ギフティの発行済株式総数が変化した場合は、当社が交付する新株式数は変動

いたします。
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(2) 【新株予約権等の状況】

ギフティが発行した新株予約権は、本株式移転効力発生日をもって消滅し、当日当該新株予約権の新株予約権者

に対してこれに代わる当社の新株予約権を交付いたします。当社が交付する新株予約権の内容は以下のとおりであ

ります。

 

① 【ストックオプション制度の内容】

ギフティグループ株式会社第１回新株予約権

 

区分
株式移転効力発生日現在
(2026年７月１日)

決議年月日 2018年３月23日(注)１

付与対象者の区分及び人数 ギフティ従業員　　１名

新株予約権の数 19個(注)２

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式(注)３

新株予約権の目的となる株式の数 19,000株(注)４

新株予約権の行使時の払込金額 １株当たり210円(注)５

新株予約権の行使期間 2026年７月1日から2028年３月23日まで

新株予約権の行使により株式を発行
する場合の株式の発行価格及び資本
組入額

発行価格　　210円(注)６、７
資本組入額は、会社計算規則第17条第１項に従い算出される資本金等増加
限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じたとき
は、その端数を切り上げるものとする。

新株予約権の行使の条件 本株式移転計画別紙２-①-２の12．をご参照ください。

新株予約権の譲渡に関する事項 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要する。

組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項

本株式移転計画別紙２-①-２の10．をご参照ください。
 

(注) １　株式会社ギフティ第８回新株予約権の決議年月日です。

２　本届出書提出日(2026年３月11日)現在の株式会社ギフティ第８回新株予約権の個数です。本株式移転に際し

て、当該新株予約権の新株予約権者に対し、当該新株予約権１個に代わり、基準時における当該新株予約権

の総数と同数の、当社のギフティグループ株式会社第１回新株予約権１個を交付します。ただし、株式会社

ギフティ第８回新株予約権の行使等により変動する可能性があります。また、新株予約権１個につき目的と

なる株式数は1,000株になります。

３　完全議決権株式であり、剰余金の配当に関する請求権その他の権利内容に何ら限定のない、当社における標

準となる株式です。なお、当社は種類株式発行会社ではありません。普通株式は振替株式であり、単元株式

数は100株です。

４　(注)２と同じ理由により変動する可能性があります。

５　本株式移転計画別紙２-①-２の４．をご参照ください。

６　本株式移転計画別紙２-①-２の７．をご参照ください。

７　ギフティにおいて発行した当時の新株予約権の発行価格を用いて算出しております。
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ギフティグループ株式会社第２回新株予約権

 

区分
株式移転効力発生日現在
(2026年７月１日)

決議年月日 2018年７月18日(注)１

付与対象者の区分及び人数 ギフティ取締役　　2名

新株予約権の数 132個(注)２

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式(注)３

新株予約権の目的となる株式の数 132,000株(注)４

新株予約権の行使時の払込金額 １株当たり210円(注)５

新株予約権の行使期間 2026年７月1日から2028年７月18日まで

新株予約権の行使により株式を発行
する場合の株式の発行価格及び資本
組入額

発行価格　210円(注)６、７
資本組入額は、会社計算規則第17条第１項に従い算出される資本金等増加
限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じたとき
は、その端数を切り上げるものとする。

新株予約権の行使の条件 本株式移転計画別紙２-②-２の12．をご参照ください。

新株予約権の譲渡に関する事項 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要する。

組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項

本株式移転計画別紙２-②-２の10．をご参照ください。
 

(注) １　株式会社ギフティ第９回新株予約権の決議年月日です。

２　本届出書提出日(2026年３月11日)現在の株式会社ギフティ第９回新株予約権の個数です。本株式移転に際し

て、当該新株予約権の新株予約権者に対し、当該新株予約権１個に代わり、基準時における当該新株予約権

の総数と同数の、当社のギフティグループ株式会社第２回新株予約権１個を交付します。ただし、株式会社

ギフティ第９回新株予約権の行使等により変動する可能性があります。また、新株予約権１個につき目的と

なる株式数は1,000株になります。

３　完全議決権株式であり、剰余金の配当に関する請求権その他の権利内容に何ら限定のない、当社における標

準となる株式です。なお、当社は種類株式発行会社ではありません。普通株式は振替株式であり、単元株式

数は100株です。

４　(注)２と同じ理由により変動する可能性があります。

５　本株式移転計画別紙２-②-２の４．をご参照ください。

６　本株式移転計画別紙２-②-２の７．をご参照ください。

７　ギフティにおいて発行した当時の新株予約権の発行価格を用いて算出しております。
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ギフティグループ株式会社第３回新株予約権

 

区分
株式移転効力発生日現在
(2026年７月１日)

決議年月日 2019年１月３日(注)１

付与対象者の区分及び人数 ギフティ従業員　　15名

新株予約権の数 51個(注)２

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式(注)３

新株予約権の目的となる株式の数 51,000株(注)４

新株予約権の行使時の払込金額 １株当たり275円(注)５

新株予約権の行使期間 2026年７月１日から2029年１月３日まで

新株予約権の行使により株式を発行
する場合の株式の発行価格及び資本
組入額

発行価格　275円(注)６、７
資本組入額は、会社計算規則第17条第１項に従い算出される資本金等増加
限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じたとき
は、その端数を切り上げるものとする。

新株予約権の行使の条件 本株式移転計画別紙２-③-２の12．をご参照ください。

新株予約権の譲渡に関する事項 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要する。

組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項

本株式移転計画別紙２－③－２の10．をご参照ください。
 

(注) １　株式会社ギフティ第10回新株予約権の決議年月日です。

２　本届出書提出日(2026年３月11日)現在の株式会社ギフティ第10回新株予約権の個数です。本株式移転に際し

て、当該新株予約権の新株予約権者に対し、当該新株予約権１個に代わり、基準時における当該新株予約権

の総数と同数の、当社のギフティグループ株式会社第３回新株予約権１個を交付します。ただし、株式会社

ギフティ第10回新株予約権の行使等により変動する可能性があります。また、新株予約権１個につき目的と

なる株式数は1,000株になります。

３　完全議決権株式であり、剰余金の配当に関する請求権その他の権利内容に何ら限定のない、当社における標

準となる株式です。なお、当社は種類株式発行会社ではありません。普通株式は振替株式であり、単元株式

数は100株です。

４　(注)２と同じ理由により変動する可能性があります。

５　本株式移転計画別紙２-③-２の４．をご参照ください。

６　本株式移転計画別紙２-③-２の７．をご参照ください。

７　ギフティにおいて発行した当時の新株予約権の発行価格を用いて算出しております。
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ギフティグループ株式会社第４回新株予約権

 

区分
株式移転効力発生日現在
(2026年７月１日)

決議年月日 2019年５月17日(注)１

付与対象者の区分及び人数 ギフティ従業員　　10名

新株予約権の数 28個(注)２

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式(注)３

新株予約権の目的となる株式の数 28,000株(注)４

新株予約権の行使時の払込金額 １株当たり1,500円(注)５

新株予約権の行使期間 2026年７月１日から2029年５月17日まで

新株予約権の行使により株式を発行
する場合の株式の発行価格及び資本
組入額

発行価格　1,500円(注)６、７
資本組入額は、会社計算規則第17条第１項に従い算出される資本金等増加
限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じたとき
は、その端数を切り上げるものとする。

新株予約権の行使の条件 本株式移転計画別紙２-④-２の12．をご参照ください。

新株予約権の譲渡に関する事項 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要する。

組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項

本株式移転計画別紙２-④-２の10．をご参照ください。
 

(注) １　株式会社ギフティ第12回新株予約権の決議年月日です。

２　本届出書提出日(2026年３月11日)現在の株式会社ギフティ第12回新株予約権の個数です。本株式移転に際し

て、当該新株予約権の新株予約権者に対し、当該新株予約権１個に代わり、基準時における当該新株予約権

の総数と同数の、当社のギフティグループ株式会社第４回新株予約権１個を交付します。ただし、株式会社

ギフティ第12回新株予約権の行使等により変動する可能性があります。また、新株予約権１個につき目的と

なる株式数は1,000株になります。

３　完全議決権株式であり、剰余金の配当に関する請求権その他の権利内容に何ら限定のない、当社における標

準となる株式です。なお、当社は種類株式発行会社ではありません。普通株式は振替株式であり、単元株式

数は100株です。

４　(注)２と同じ理由により変動する可能性があります。

５　本株式移転計画別紙２-④-２の４．をご参照ください。

６　本株式移転計画別紙２-④-２の７．をご参照ください。

７　ギフティにおいて発行した当時の新株予約権の発行価格を用いて算出しております。
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ギフティグループ株式会社第５回新株予約権

 

区分
株式移転効力発生日現在
(2026年７月１日)

決議年月日 2020年11月13日(注)１

付与対象者の区分及び人数 ギフティ従業員　36名

新株予約権の数 124個(注)２

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式(注)３

新株予約権の目的となる株式の数 124,000株(注)４

新株予約権の行使時の払込金額 １株当たり3,215円(注)５

新株予約権の行使期間 2026年７月１日から2030年11月13日まで

新株予約権の行使により株式を発行
する場合の株式の発行価格及び資本
組入額

発行価格　　3,215円(注)６、７
資本組入額は、会社計算規則第17条第１項に従い算出される資本金等増加
限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じたとき
は、その端数を切り上げるものとする。

新株予約権の行使の条件 本株式移転計画別紙２-⑤-２の12．をご参照ください。

新株予約権の譲渡に関する事項 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要する。

組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項

本株式移転計画別紙２-⑤-２の10．をご参照ください。
 

(注) １　株式会社ギフティ第13回新株予約権の決議年月日です。

２　本届出書提出日(2026年３月11日)現在の株式会社ギフティ第13回新株予約権の個数です。本株式移転に際し

て、当該新株予約権の新株予約権者に対し、当該新株予約権１個に代わり、基準時における当該新株予約権

の総数と同数の、当社のギフティグループ株式会社第５回新株予約権１個を交付します。ただし、株式会社

ギフティ第13回新株予約権の行使等により変動する可能性があります。また、新株予約権１個につき目的と

なる株式数は1,000株になります。

３　完全議決権株式であり、剰余金の配当に関する請求権その他の権利内容に何ら限定のない、当社における標

準となる株式です。なお、当社は種類株式発行会社ではありません。普通株式は振替株式であり、単元株式

数は100株です。

４　(注)２と同じ理由により変動する可能性があります。

５　本株式移転計画別紙２-⑤-２の４．をご参照ください。

６　本株式移転計画別紙２-⑤-２の７．をご参照ください。

７　ギフティにおいて発行した当時の新株予約権の発行価格を用いて算出しております。
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ギフティグループ株式会社第６回新株予約権
 

区分
株式移転効力発生日現在
(2026年７月１日)

決議年月日 2021年３月12日(注)１

付与対象者の区分及び人数 ギフティ子会社従業員　5名

新株予約権の数 263個(注)２

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式(注)３

新株予約権の目的となる株式の数 26,300株(注)４

新株予約権の行使時の払込金額 １株当たり3,898円(注)５

新株予約権の行使期間 2026年７月１日から2031年３月12日まで

新株予約権の行使により株式を発行
する場合の株式の発行価格及び資本
組入額

発行価格　　3,898円(注)６、７
資本組入額は、会社計算規則第17条第１項に従い算出される資本金等増加
限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じたとき
は、その端数を切り上げるものとする。

新株予約権の行使の条件 本株式移転計画別紙２-⑥-２の12．をご参照ください。

新株予約権の譲渡に関する事項 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要する。

組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項

本株式移転計画別紙２-⑥-２の10．をご参照ください。
 

(注) １　株式会社ギフティ第14回新株予約権の決議年月日です。

２　本届出書提出日(2026年３月11日)現在の株式会社ギフティ第14回新株予約権の個数です。本株式移転に際し

て、当該新株予約権の新株予約権者に対し、当該新株予約権１個に代わり、基準時における当該新株予約権

の総数と同数の、当社のギフティグループ株式会社第６回新株予約権１個を交付します。ただし、株式会社

ギフティ第14回新株予約権の行使等により変動する可能性があります。また、新株予約権１個につき目的と

なる株式数は100株になります。

３　完全議決権株式であり、剰余金の配当に関する請求権その他の権利内容に何ら限定のない、当社における標

準となる株式です。なお、当社は種類株式発行会社ではありません。普通株式は振替株式であり、単元株式

数は100株です。

４　(注)２と同じ理由により変動する可能性があります。

５　本株式移転計画別紙２-⑥-２の４．をご参照ください。

６　本株式移転計画別紙２-⑥-２の７．をご参照ください。

７　ギフティにおいて発行した当時の新株予約権の発行価格を用いて算出しております。
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ギフティグループ株式会社第７回新株予約権

 

区分
株式移転効力発生日現在
(2026年７月１日)

決議年月日 2021年11月12日(注)１

付与対象者の区分及び人数 ギフティ従業員　39名

新株予約権の数 68個(注)２

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式(注)３

新株予約権の目的となる株式の数 68,000株(注)４

新株予約権の行使時の払込金額 １株当たり3,528円(注)５

新株予約権の行使期間 2026年７月１日から2031年11月12日まで

新株予約権の行使により株式を発行
する場合の株式の発行価格及び資本
組入額

発行価格　3,528円(注)６、７
資本組入額は、会社計算規則第17条第１項に従い算出される資本金等増加
限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じたとき
は、その端数を切り上げるものとする。

新株予約権の行使の条件 本株式移転計画別紙２-⑦-２の12．をご参照ください。

新株予約権の譲渡に関する事項 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要する。

組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項

本株式移転計画別紙２-⑦-２の10．をご参照ください。
 

(注) １　株式会社ギフティ第15回新株予約権の決議年月日です。

２　本届出書提出日(2026年３月11日)現在の株式会社ギフティ第15回新株予約権の個数です。本株式移転に際し

て、当該新株予約権の新株予約権者に対し、当該新株予約権１個に代わり、基準時における当該新株予約権

の総数と同数の、当社のギフティグループ株式会社第７回新株予約権１個を交付します。ただし、株式会社

ギフティ第15回新株予約権の行使等により変動する可能性があります。また、新株予約権１個につき目的と

なる株式数は1,000株になります。

３　完全議決権株式であり、剰余金の配当に関する請求権その他の権利内容に何ら限定のない、当社における標

準となる株式です。なお、当社は種類株式発行会社ではありません。普通株式は振替株式であり、単元株式

数は100株です。

４　(注)２と同じ理由により変動する可能性があります。

５　本株式移転計画別紙２-⑦-２の４．をご参照ください。

６　本株式移転計画別紙２-⑦-２の７．をご参照ください。

７　ギフティにおいて発行した当時の新株予約権の発行価格を用いて算出しております。
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ギフティグループ株式会社第８回新株予約権

 

区分
株式移転効力発生日現在
(2026年７月１日)

決議年月日 2022年11月14日(注)１

付与対象者の区分及び人数 ギフティ従業員　42名

新株予約権の数 63個(注)２

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式(注)３

新株予約権の目的となる株式の数 63,000株(注)４

新株予約権の行使時の払込金額 １株当たり2,291円(注)５

新株予約権の行使期間 2026年７月１日から2032年11月14日まで

新株予約権の行使により株式を発行
する場合の株式の発行価格及び資本
組入額

発行価格　2,291円(注)６、７
資本組入額は、会社計算規則第17条第１項に従い算出される資本金等増加
限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じたとき
は、その端数を切り上げるものとする。

新株予約権の行使の条件 本株式移転計画別紙２-⑧-２の12．をご参照ください。

新株予約権の譲渡に関する事項 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要する。

組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項

本株式移転計画別紙２-⑧-２の10．をご参照ください。
 

(注) １　株式会社ギフティ第16回新株予約権の決議年月日です。

２　本届出書提出日(2026年３月11日)現在の株式会社ギフティ第16回新株予約権の個数です。本株式移転に際し

て、当該新株予約権の新株予約権者に対し、当該新株予約権１個に代わり、基準時における当該新株予約権

の総数と同数の、当社のギフティグループ株式会社第８回新株予約権１個を交付します。ただし、株式会社

ギフティ第16回新株予約権の行使等により変動する可能性があります。また、新株予約権１個につき目的と

なる株式数は1,000株になります。

３　完全議決権株式であり、剰余金の配当に関する請求権その他の権利内容に何ら限定のない、当社における標

準となる株式です。なお、当社は種類株式発行会社ではありません。普通株式は振替株式であり、単元株式

数は100株です。

４　(注)２と同じ理由により変動する可能性があります。

５　本株式移転計画別紙２-⑧-２の４．をご参照ください。

６　本株式移転計画別紙２-⑧-２の７．をご参照ください。

７　ギフティにおいて発行した当時の新株予約権の発行価格を用いて算出しております。
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ギフティグループ株式会社第９回新株予約権

 

区分
株式移転効力発生日現在
(2026年７月１日)

決議年月日 2023年11月14日(注)１

付与対象者の区分及び人数 ギフティ従業員　67名

新株予約権の数 90個(注)２

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式(注)３

新株予約権の目的となる株式の数 90,000株(注)４

新株予約権の行使時の払込金額 １株当たり1,792円(注)５

新株予約権の行使期間 2026年７月１日から2033年11月14日まで

新株予約権の行使により株式を発行
する場合の株式の発行価格及び資本
組入額

発行価格　　1,792円(注)６、７
資本組入額は、会社計算規則第17条第１項に従い算出される資本金等増加
限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じたとき
は、その端数を切り上げるものとする。

新株予約権の行使の条件 本株式移転計画別紙２-⑨-２の12．をご参照ください。

新株予約権の譲渡に関する事項 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要する。

組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項

本株式移転計画別紙２-⑨-２の10．をご参照ください。
 

(注) １　株式会社ギフティ第17回新株予約権の決議年月日です。

２　本届出書提出日(2026年３月11日)現在の株式会社ギフティ第17回新株予約権の個数です。本株式移転に際し

て、当該新株予約権の新株予約権者に対し、当該新株予約権１個に代わり、基準時における当該新株予約権

の総数と同数の、当社のギフティグループ第９回新株予約権１個を交付します。ただし、株式会社ギフティ

第17回新株予約権の行使等により変動する可能性があります。また、新株予約権１個につき目的となる株式

数は1,000株になります。

３　完全議決権株式であり、剰余金の配当に関する請求権その他の権利内容に何ら限定のない、当社における標

準となる株式です。なお、当社は種類株式発行会社ではありません。普通株式は振替株式であり、単元株式

数は100株です。

４　(注)２と同じ理由により変動する可能性があります。

５　本株式移転計画別紙２-⑨-２の４．をご参照ください。

６　本株式移転計画別紙２-⑨-２の７．をご参照ください。

７　ギフティにおいて発行した当時の新株予約権の発行価格を用いて算出しております。
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ギフティグループ株式会社第10回新株予約権

 

区分
株式移転効力発生日現在
(2026年７月１日)

決議年月日 2024年４月16日(注)１

付与対象者の区分及び人数 ギフティ取締役　4名

新株予約権の数 4,000個(注)２

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式(注)３

新株予約権の目的となる株式の数 400,000株(注)４

新株予約権の行使時の払込金額 １株当たり1,253円(注)５

新株予約権の行使期間 2026年７月１日から2034年４月30日まで

新株予約権の行使により株式を発行
する場合の株式の発行価格及び資本
組入額

発行価格　　1,253円(注)６、７
資本組入額は、会社計算規則第17条第１項に従い算出される資本金等増加
限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じたとき
は、その端数を切り上げるものとする。

新株予約権の行使の条件 本株式移転計画別紙２-⑩-２の３．(６)をご参照ください。

新株予約権の譲渡に関する事項 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要する。

組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項

本株式移転計画別紙２-⑩-２の６．をご参照ください。
 

(注) １　株式会社ギフティ第18回新株予約権の決議年月日です。

２　本届出書提出日(2026年３月11日)現在の株式会社ギフティ第18回新株予約権の個数です。本株式移転に際し

て、当該新株予約権の新株予約権者に対し、当該新株予約権１個に代わり、基準時における当該新株予約権

の総数と同数の、当社のギフティグループ第10回新株予約権１個を交付します。ただし、株式会社ギフティ

第18回新株予約権の行使等により変動する可能性があります。また、新株予約権１個につき目的となる株式

数は100株になります。

３　完全議決権株式であり、剰余金の配当に関する請求権その他の権利内容に何ら限定のない、当社における標

準となる株式です。なお、当社は種類株式発行会社ではありません。普通株式は振替株式であり、単元株式

数は100株です。

４　(注)２と同じ理由により変動する可能性があります。

５　本株式移転計画別紙２-⑩-２の３．(２)をご参照ください。

６　本株式移転計画別紙２-⑩-２の３．(４)をご参照ください。

７　ギフティにおいて発行した当時の新株予約権の発行価格を用いて算出しております。
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ギフティグループ株式会社第11回新株予約権

 

区分
株式移転効力発生日現在
(2026年７月１日)

決議年月日 2024年11月14日(注)１

付与対象者の区分及び人数 ギフティ従業員　62名

新株予約権の数 489個(注)２

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式(注)３

新株予約権の目的となる株式の数 48,900株(注)４

新株予約権の行使時の払込金額 １株当たり1,395円(注)５

新株予約権の行使期間 2026年11月15日から2034年11月14日まで

新株予約権の行使により株式を発行
する場合の株式の発行価格及び資本
組入額

発行価格　　1,395円(注)６、７
資本組入額は、会社計算規則第17条第１項に従い算出される資本金等増加
限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じたとき
は、その端数を切り上げるものとする。

新株予約権の行使の条件 本株式移転計画別紙２-⑪-２の12．をご参照ください。

新株予約権の譲渡に関する事項 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要する。

組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項

本株式移転計画別紙２-⑪-２の10．をご参照ください。
 

(注) １　株式会社ギフティ第19回新株予約権の決議年月日です。

２　本届出書提出日(2026年３月11日)現在の株式会社ギフティ第19回新株予約権の個数です。本株式移転に際し

て、当該新株予約権の新株予約権者に対し、当該新株予約権１個に代わり、基準時における当該新株予約権

の総数と同数の、当社のギフティグループ第11回新株予約権１個を交付します。ただし、株式会社ギフティ

第19回新株予約権の行使等により変動する可能性があります。また、新株予約権１個につき目的となる株式

数は100株になります。

３　完全議決権株式であり、剰余金の配当に関する請求権その他の権利内容に何ら限定のない、当社における標

準となる株式です。なお、当社は種類株式発行会社ではありません。普通株式は振替株式であり、単元株式

数は100株です。

４　(注)２と同じ理由により変動する可能性があります。

５　本株式移転計画別紙２-⑪-２の４．をご参照ください。

６　本株式移転計画別紙２-⑪-２の７．をご参照ください。

７　ギフティにおいて発行した当時の新株予約権の発行価格を用いて算出しております。
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ギフティグループ株式会社第12回新株予約権

 

区分
株式移転効力発生日現在
(2026年７月１日)

決議年月日 2024年11月19日(注)１

付与対象者の区分及び人数 ギフティ従業員　87名

新株予約権の数 644個(注)２

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式(注)３

新株予約権の目的となる株式の数 64,400株(注)４

新株予約権の行使時の払込金額 １株当たり1,188円(注)５

新株予約権の行使期間 2027年11月20日から2035年11月19日まで

新株予約権の行使により株式を発行
する場合の株式の発行価格及び資本
組入額

発行価格　　1,188円(注)６、７
資本組入額は、会社計算規則第17条第１項に従い算出される資本金等増加
限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じたとき
は、その端数を切り上げるものとする。

新株予約権の行使の条件 本株式移転計画別紙２-⑫-２の12．をご参照ください。

新株予約権の譲渡に関する事項 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要する。

組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項

本株式移転計画別紙２－⑫－２の10．をご参照ください。
 

(注) １　株式会社ギフティ第20回新株予約権の決議年月日です。

２　本届出書提出日(2026年３月11日)現在の株式会社ギフティ第20回新株予約権の個数です。本株式移転に際し

て、当該新株予約権の新株予約権者に対し、当該新株予約権１個に代わり、基準時における当該新株予約権

の総数と同数の、当社のギフティグループ第12回新株予約権１個を交付します。ただし、株式会社ギフティ

第20回新株予約権の行使等により変動する可能性があります。また、新株予約権１個につき目的となる株式

数は100株になります。

３　完全議決権株式であり、剰余金の配当に関する請求権その他の権利内容に何ら限定のない、当社における標

準となる株式です。なお、当社は種類株式発行会社ではありません。普通株式は振替株式であり、単元株式

数は100株です。

４　(注)２と同じ理由により変動する可能性があります。

５　本株式移転計画別紙２-⑫-２の４．をご参照ください。

６　本株式移転計画別紙２-⑫-２の７．をご参照ください。

７　ギフティにおいて発行した当時の新株予約権の発行価格を用いて算出しております。

 

② 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

 
③ 【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。
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(3) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

2026年７月１日現在の当社の発行済株式総数、資本金等は以下のとおりとなる予定であります。

 

年月日
発行済株式
総数増減数
(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
 

(百万円)

資本金残高
 

(百万円)

資本準備金
増減額
(百万円)

資本準備金
残高
(百万円)

2026年７月１日
普通株式
29,777,502
(予定)

普通株式
29,777,502
(予定)

20 20 5 5

 

(注)　2025年12月31日時点におけるギフティの発行済株式総数に基づいて記載しております。ただし、本株式移転の

効力発生に先立ち、ギフティの発行済株式総数が変化した場合には、当社が交付する上記新株式数は変動いた

します。なお、本株式移転の効力発生時点においてギフティが保有する自己株式１株に対して、その同数の当

社の普通株式が割当交付されることになります。これに伴い、ギフティは一時的に当社の普通株式を保有する

ことになりますが、法令の定めに従い速やかに処分いたします。

 
(4) 【所有者別状況】

当社は新設会社であるため、本届出書提出日現在において所有者はおりません。

なお、当社の完全子会社となるギフティの2025年12月31日現在の所有者別状況は、以下のとおりであります。

2025年12月31日現在

区分

株式の状況(１単元の株式数100株)

単元未満
株式の状況
(株)

政府及び
地方公共
団体

金融機関
金融商品
取引業者

その他の
法人

外国法人等
個人
その他

計

個人以外 個人

株主数
(人)

0 8 33 68 75 48 10,427 10,659 -

所有株式数
(単元)

0 50,850 14,921 11,316 50,940 613 168,929 297,569 20,602

所有株式数
の割合(％)

0.00 17.09 5.01 3.80 17.11 0.21 56.77 100.00 -
 

(注) １　自己株式263株は、「個人その他」の欄に2単元、「単元未満株式の状況」の欄に63株に含めて記載しており

ます。
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(5) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

当社は新設会社であるため、本届出書提出日現在において所有者はおりません。

なお、当社の完全子会社となるギフティの2025年12月31日現在の議決権の状況は、以下のとおりであります。

2025年12月31日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式    

議決権制限株式(自己株式等)    

議決権制限株式(その他)    

完全議決権株式(自己株式等)
(自己保有株式)
普通株式  単元株式数100株

200

完全議決権株式(その他)
普通株式

297,567 単元株式数100株
29,756,700

単元未満株式
普通株式

 １単元(100株)未満の株式
20,602

発行済株式総数 29,777,502   

総株主の議決権  297,567  
 

 
② 【自己株式等】

当社は、本株式移転により設立されるため、本株式移転効力発生日である2026年７月１日時点において、当社

の自己株式を保有しておりません。

なお、当社の完全子会社となるギフティの2025年12月31日現在の自己株式については、以下のとおりでありま

す。

2025年12月31日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式総数
に対する所有
株式数の割合(％)

株式会社ギフティ
東京都品川区東五反
田２－10－２

200 ― 200 0.00

計 ― 200 ― 200 0.00
 

(注)　当事業年度末日現在の自己株式数は263株となっております。
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２ 【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】

当社は新設会社であるため、該当事項はありません。

 

(1) 【株主総会決議による取得の状況】

当社は新設会社であるため、該当事項はありません。

 

(2) 【取締役会決議による取得の状況】

当社は新設会社であるため、該当事項はありません。

 

(3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

当社は新設会社であるため、該当事項はありません。

 

(4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

当社は新設会社であるため、該当事項はありません。

 

３ 【配当政策】

当社は新設会社であるため、配当政策につきましては未定ではありますが、株主の皆様への安定的な利益還元と企

業価値の向上に向けた内部留保の充実を基本に、業績と経営環境を勘案して決定する方針とする予定であります。

当社の剰余金の配当の基準日は、期末配当については毎年12月31日、中間配当については毎年６月30日とする旨を

定款で定める予定であります。

 

４ 【コーポレート・ガバナンスの状況等】

当社は、いわゆるテクニカル上場により東京証券取引所プライム市場に上場する予定であり、本株式移転により当

社の完全子会社となるギフティと同水準もしくはそれ以上のコーポレート・ガバナンスを構築していく予定でありま

す。

 

(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】

①　コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

当社は、本届出書提出日現在においては未設立であるため、コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え

方は未定であります。なお、当社の完全子会社となるギフティにおけるコーポレート・ガバナンスに関する基本

的な考え方は以下のとおりであります。

ギフティは、企業価値の持続的な増大を図るには、コーポレート・ガバナンスが有効に機能することが不可欠

であるとの認識のもと、長期的かつ安定的な株主価値の向上に努めております。

全てのステークホルダーを尊重し、企業の健全性、透明性を高めるとともに、長期的かつ安定的な株主価値の

向上に努めるため、迅速で合理的な意思決定体制及び業務執行の効率化を可能とする社内体制を構築し、コーポ

レート・ガバナンスの強化に取り組んでまいります。
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②　企業統治の体制

イ．企業統治の体制及びその体制を採用する理由

当社は、本届出書提出日現在においては未設立であるため、企業統治の体制は未定であります。なお、当社

の完全子会社となるギフティにおける企業統治の体制の概要は以下のとおりであります。

ギフティにおいては、同社事業に精通した取締役を中心とする取締役会が経営の基本方針や重要な業務の執

行を自ら決定し、強い法的権限を有する監査役が独立した立場から取締役の職務執行を監査する体制が、経営

の効率性と健全性を確保するのに有効であると判断し、監査役会設置会社を採用しております。

ギフティは、会社の機関として、取締役会、監査役会及び会計監査人を設置し、その他として経営会議を設

けております。

ギフティの2025年12月31日現在時点のコーポレート・ガバナンスの体制は下図のとおりであります。

 

 
ａ．取締役会

ギフティの取締役会は、取締役７名(うち社外取締役３名)で構成され、毎月開催される定時取締役会に加

え、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。取締役会においては、経営上の重要な意思決定を行う

とともに、各取締役の業務執行の監督を行っております。

取締役会構成員の氏名等

 

議長 代表取締役 太田　睦

構成員

代表取締役 鈴木　達哉

取締役 柳瀬　文孝

取締役 藤田　良和

取締役(社外) 妹尾　堅一郎

取締役(社外) 中島　真

取締役(社外) 伊能　美和子
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ｂ．監査役会

ギフティの監査役会は、常勤監査役１名、非常勤監査役２名の合計３名で構成されております。監査役会

は、毎月１回定時監査役会を開催するほか、必要に応じて臨時監査役会を開催し、監査計画の策定、監査実

施状況等、監査役相互の情報共有を図っております。

なお、監査役は、取締役会及びその他重要な会議に出席するほか、監査計画に基づき重要書類の閲覧、役

職員への質問等の監査手続を通して、経営に対する適正な監視を行っております。また、内部監査担当及び

会計監査人と緊密な連携をとり、監査の実効性と効率性の向上に努めております。

監査役会構成員の氏名等

 

議長 常勤監査役(社外) 工木　大造

構成員
監査役(社外) 秋元　芳央

監査役(社外) 植野　和宏
 

 
ｃ．会計監査人

ギフティは、EY新日本有限責任監査法人と監査契約を締結し、適時適切な監査が実施されております。

 
ｄ．経営会議

経営会議は、経営及び業務執行に関する機動的な意思決定機関として設置しております。出席者は常勤取

締役及び代表取締役が必要と認めた者で構成され、経営に関する重要事項の審議及び決議等を行っておりま

す。また、必要に応じて常勤監査役も経営会議に参加し、経営会議の運営状況を監視しております。

 
ｅ．指名委員会・報酬委員会

ギフティは、取締役の指名及び報酬等に関する手続きの公平性・透明性・客観性を強化し、コーポレー

ト・ガバナンスの一層の充実を図るため、指名・報酬に係る取締役会の任意の諮問機関として、指名委員会

及び報酬委員会を設置しております。取締役の指名及び報酬等に関しては、各委員会の答申を踏まえて取締

役会において決定することとしております。

 
ロ．内部統制システムの整備の状況

当社は、本届出書提出日現在においては未設立であるため、企業統治の体制は未定であります。なお、当社

の完全子会社となるギフティにおける内部統制システムの整備の状況は以下のとおりであります。

ギフティは、経営の適正性の確保、透明性の向上及びコンプライアンス遵守の経営を徹底するため、コーポ

レート・ガバナンス体制の強化に努めております。また、取締役会において「内部統制システムの構築に関す

る基本方針」を定める決議をしており、当該基本方針に基づいた運営を行っております。

「内部統制システムの構築に関する基本方針」に定める内容は以下のとおりです。
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ａ．取締役、使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

(a) 取締役の職務執行を監督する取締役会及び監査する権限を持つ監査役会を設置し、社外取締役及び社外

監査役を選任することにより、取締役の職務の執行について厳正な監視を行い、取締役の職務の執行が法

令、定款及び社内規程に適合することを確保します。

(b) コンプライアンス体制の整備強化をはかるために「職務権限規程」、「業務分掌規程」、「コンプライ

アンス規程」及び適切な内部統制システムに関する規程を制定し、内部監査担当がギフティ及びその子会

社の内部監査を積極的に実施することにより、コンプライアンス体制を確保し、内部統制システムの有効

性と妥当性を検証します。

(c) 健全な組織運営を目指し、内部通報制度を導入して運営します。

 
ｂ．取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

(a) 取締役の職務の執行に係る情報は、「文書管理規程」及び「情報システム管理規程」の定めの他、法

令・定款に従い適切に保管・管理する体制を構築します。

(b) 保管・管理されている情報は、取締役及び監査役から要請があった場合は適時閲覧可能な状態を維持し

ます。

 
ｃ．損失の危機の管理に関する規程その他の体制

(a) 損失の危機の管理に関する体制は、社内外の情報が集まる取締役会において、リスクの認識・評価・予

防策・対応策の検討及び実施を行います。また、必要に応じて各部門の担当者を取締役会に出席させ、リ

スクの識別と評価に関して報告を実施します。

(b) 「リスク管理規程」を定め、発生し得るリスクの発生防止に係る管理体制を整備します。

 
ｄ．取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

(a) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するため、「取締役会規程」に基づき、原則毎月１

回の定時取締役会の開催の他、必要に応じて随時開催する臨時取締役会を開催することにより、業務執行

に関わる意思決定を行います。

(b) 業務執行に関しては、「組織規程」、「業務分掌規程」及び「職務権限規程」等社内規程により権限と

責任を定めており、必要に応じて随時見直しを行います。

 
ｅ．ギフティ並びにその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

(a) 子会社の経営については、ギフティが策定した「関係会社管理規程」の遵守を求めます。

(b) ギフティ内部監査担当者は、ギフティ及びその子会社に対して監査を実施します。

 
ｆ．監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項及びその

使用人の取締役からの独立性に関する事項

監査役を補助する使用人の独立性を確保するために、監査役を補助する使用人の人事異動、人事評価、懲

戒に関しては、監査役会の同意を得るものとします。

 
ｇ．取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他監査役への報告に関する体制

(a) 監査役は、取締役会に出席して重要事項等の報告を受けます。

(b) 取締役及び使用人は、会社に著しい損害を及ぼすおそれがある事実を発見したときは直ちに監査役に報

告するものとします。

 
ｈ．その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

(a) 代表取締役は、監査役と可能な限り会合を持ち、業務報告とは別に会社運営に関する意見交換ほか、意

思疎通を図るものとします。

(b) 監査役は定期的に会計監査人、内部監査担当と協議の場を設け、実効的な監査を行うための情報交換を

行うものとします。
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ｉ．財務報告の信頼性を確保するための体制

財務報告に係る内部統制を構築し、その体制の整備・運用状況を定期的に評価するとともに、維持・改善

を図るものとします。

 
ｊ．反社会的勢力との取引排除に向けた基本的考え方及びその整備状況

市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体とは決して関わりを持たず、不当な要求に対

しては弁護士や警察等とも連携し毅然とした姿勢で対応します。

 
ハ．リスク管理体制の整備の状況

当社は、本届出書提出日現在においては未設立であるため、企業統治の体制は未定であります。なお、当社

の完全子会社となるギフティにおけるリスク管理体制の整備の状況は以下のとおりであります。

ギフティは、経営の健全性を維持しつつ事業を推進し企業価値向上をしていくに当たって、その妨げとなる

可能性のある様々なリスクについて適切に管理するため「リスク管理規程」を定めており、全社的な管理体制

を整えております。

また、経営に対して大きな影響を及ぼすリスクに適切かつ迅速に対応するため、コーポレート本部長を委員

長とするリスクマネジメント委員会を設置し、サステナビリティに関するリスクを含め、事業活動を行う上で

対処すべきリスクを認識・特定して、対策を協議しております。

特定した重要なリスクについては、リスクマネジメント委員会を中心に、全社リスクに統合して分析や把握

を行うことでリスクの低減、未然防止等を図っております。

更に、弁護士、公認会計士、税理士、社会保険労務士等の外部専門家の助言を受けられる体制を整えてお

り、リスクの早期発見と未然防止に努めております。

また、内部監査により、リスク管理体制全般の適切性、有効性を検証しております。
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③　提出会社の子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況

当社は、本届出書提出日現在においては未設立であるため、提出会社の子会社の業務の適正を確保するための

体制整備の状況は未定であります。なお、当社の完全子会社となるギフティにおける提出会社の子会社の業務の

適正を確保するための体制整備の状況は以下のとおりであります。

上記「ロ．内部統制システムの整備の状況」の「ｅ．ギフティ並びにその子会社から成る企業集団における業

務の適正を確保するための体制」に記載のとおりであります。

 
④　責任限定契約の内容の概要

当社は、本届出書提出日現在においては未設立であるため、責任限定契約の内容の概要は未定であります。な

お、当社の完全子会社となるギフティにおける責任限定契約の内容の概要は以下のとおりであります。

ギフティは社外取締役及び社外監査役全員との間で会社法第423条第１項の賠償責任を限定する契約を締結して

おります。当該契約に基づく賠償責任限度額は、法令の定める最低限度額となります。

 
⑤　役員等賠償責任保険契約の内容の概要

当社は、本届出書提出日現在においては未設立であるため、役員等賠償責任保険契約の内容の概要は未定であ

ります。なお、当社の完全子会社となるギフティにおける役員等賠償責任保険契約の内容の概要は以下のとおり

であります。

ギフティは、ギフティ及び子会社の取締役、監査役及び管理職従業員を被保険者とする会社法第430条の３第１

項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約では、被保険者がそ

の職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及にかかる請求を受けることによって生じることのある損

害を填補することとしております。

なお、当該保険契約には、被保険者の職務執行の適正性が損なわれることがないようにするため、法令違反を

認識しながら行った行為等一定の免責事由があります。

また、当該保険契約の保険料は全額当社が負担しており、被保険者の実質的な保険料負担はありません。

 
⑥　取締役の定数

当社の取締役は７名以内とする旨を定款に定める予定であります。

 
⑦　取締役の選任の決議要件

当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株

主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定める予定であります。また、取締役の選任決議は、

累積投票によらないものとする旨定款に定める予定であります。

 
⑧　取締役会で決議することができる株主総会決議事項

イ．自己の株式の取得

当社は、会社法第165条第２項に定める事項について、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定める

旨定款に定める予定であります。これは、自己の株式の取得を取締役会の権限とすることにより、経営環境の

変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とすることを目的としたものであります。

 
ロ．取締役及び監査役の責任免除

当社は、会社法第426条第１項の規定により、取締役会の決議によって、取締役(取締役であった者を含む。)

及び監査役(監査役であった者を含む。)の同法第423条第１項の損害賠償責任を、法令の定める限度額の範囲内

で免除することができる旨定款に定める予定であります。これは、取締役及び監査役が職務を遂行するにあた

り、期待された役割を十分に発揮できるようにすることを目的とするものであります。
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ハ．中間配当の決定機関

当社は、会社法第454条第５項に定める中間配当の事項について、株主総会の決議によらず取締役会の決議に

より定める旨定款に定める予定であります。これは、中間配当を取締役会の権限とすることにより、株主への

機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。

 
⑨　株主総会の特別決議要件

当社は、会社法第309条第２項に定める株主総会の特別決議について、議決権を行使することができる株主の議

決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上をもって行う旨を定款に定める予定であ

ります。

これは株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的と

するものであります。

 
⑩　当事業年度における取締役会及び企業統治に関して任意に設置する委員会の活動状況

当社は新設会社であるため、該当事項はありません。

なお、当社の完全子会社となるギフティの2025年12月期(2025年１月～2025年12月）における取締役会、指名委

員会、報酬委員会の活動状況は以下のとおりです。

イ．取締役会の活動の状況

当事業年度においてギフティは取締役会を17回開催しており、各取締役の出席状況については次のとおりで

あります。

 

氏名 役職 出席状況

太田　睦 代表取締役 17回/17回

鈴木　達哉 代表取締役 17回/17回

柳瀬　文孝 取締役 17回/17回

藤田　良和 取締役 17回/17回

妹尾　堅一郎 社外取締役 17回/17回

中島　真 社外取締役 17回/17回

伊能　美和子 社外取締役 17回/17回

工木　大造 社外監査役 17回/17回

秋元　芳央 社外監査役 17回/17回

植野　和宏 社外監査役 17回/17回
 

取締役会における具体的な検討事項は、以下のとおりです。

・法定審議事項

・経営戦略、M&A、投融資に関する事項

・経営計画・予算、決算、業績に関する事項

・役員に対する報酬に関する事項

・ガバナンス、サステナビリティに関する事項
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ロ．指名・報酬委員会の活動の状況

当事業年度においてギフティは任意である指名・報酬委員会を１回開催しており、各取締役の出席状況につ

いては次のとおりであります。

 

氏名 役割 役職 出席状況

妹尾　堅一郎 委員長 社外取締役 １回/１回

中島　真 委員 社外取締役 １回/１回

伊能　美和子 委員 社外取締役 １回/１回
 

指名・報酬委員会における具体的な検討事項は、以下のとおりです。

・取締役の選任に関する事項

・取締役の報酬制度に関する事項

・取締役の報酬に関する事項
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(2) 【役員の状況】

①　役員一覧

2026年７月1日に就任予定の当社役員の状況は以下の通りです。

男性8名　女性1名　(役員のうち女性の比率　11％)

役職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数
(株)

割り当てられ
る当社の普通
株式数（株）

代表取締役 太田　睦 1984年12月29日

2007年８月 アクセンチュア・テクノロジー・
ソリューションズ
株式会社(現、アクセンチュア株式
会社)入社

2010年８月 株式会社ギフティ設立　代表取締
役 CEO(現任)

2018年９月 GIFTEE MALAYSIA SDN. BHD.

Representative Director(現任)

2021年３月 ソウ・エクスペリエンス株式会社
取締役(現任)

2021年５月 Giftee Mekong Company Ltd.

Chairman(現任)
2022年６月 PT giftee International

Indonesia.
President Director(現任)

2024年11月 YouGotaGift.com Ltd. 

Director(現任)

(注)３ 5,168,400 5,168,400

代表取締役 鈴木　達哉 1985年７月24日

2008年４月 株式会社インスパイア入社

2011年５月 株式会社WACUL　取締役

2013年４月 株式会社ギフティ　取締役 COO

2020年３月 株式会社ギフティ　代表取締役

COO(現任)
2021年３月 ソウ・エクスペリエンス株式会

社　取締役
2022年10月 株式会社paintory　取締役

2023年２月 Brewtope株式会社(旧：meuron株式
会社)　取締役

(注)３ 1,338,400 1,338,400

取締役 藤田　良和 1986年５月10日

2009年４月 野村證券株式会社入社

2013年８月 オリックス株式会社入社

2017年２月 株式会社ギフティ　取締役 CFO(現

任)
2022年10月 株式会社paintory　取締役(現任)

2024年10月 Brewtope株式会社(旧:meuron株式
会社)取締役(現任)

(注)３ 485,800 485,800

取締役 妹尾　堅一郎 1954年１月１日

1976年４月 富士写真フイルム株式会社(現、富
士フイルム株式会社)入社

1999年12月 株式会社慶應学術事業会　代表取
締役副社長

2001年４月 慶應義塾大学大学院政策・メディ
ア研究科教授

同上 警察庁　政策評価研究委員

2002年11月 東京大学 先端科学技術研究セン

ター　特任教授
2004年４月 特定非営利活動法人産学連携推進

機構　理事長(現任)
2007年６月 内閣知的財産戦略本部　専門調査

会長
2007年７月 エリアワークス株式会社　取締役

（現任）
2009年４月 一橋大学　大学院商学研究科

（MBA)客員教授
2009年８月 CIEC（コンピュータ利用教育学

会）会長
2011年４月 東京大学 大学院工学研究科

（TMI）　非常勤講師（現任）
同上 農林水産省　農林水産技術会議委

員
2012年６月 帝人株式会社　独立社外取締役、

同社　アドバイザリー・ボードメ
ンバー

2014年11月 研究・イノベーション学会副会長

2017年３月 三菱鉛筆株式会社　社外取締役

2019年２月 株式会社ギフティ　社外取締役
（現任）

2025年４月 東京大学　情報学環・学際情報学
府非常勤講師（現任）

(注)３ 7,500 7,500
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役職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数
(株)

割り当てられ
る当社の普通
株式数（株）

取締役 中島　真 1979年５月９日

2002年４月 PwCコンサルティング株式会社
(現、日本IBM株式会社)入社

2005年９月 アクセンチュア株式会社入社

2009年５月 株式会社ディー・エヌ・エー入社

2013年４月 株式会社リブセンス入社

2014年３月 同社　取締役

2015年12月 株式会社waja　社外取締役

2017年５月 株式会社soeasy　取締役

2018年３月 株式会社エクソダス　取締役

同上 株式会社ギフティ　社外監査役

2018年４月 株式会社CAMPFIRE　取締役

2018年９月 株式会社waja　社外取締役

2020年３月 株式会社ギフティ　社外取締役(現
任)

2020年９月 three treasures株式会社　取締役

2020年10月 株式会社スタイリィ　社外取締役
(現任)

2021年１月 株式会社GoodMorning　取締役

2021年３月 株式会社CAMPFIRE Startups　取締

役
2021年７月 株式会社CAMPFIRE SOCIAL BANK　

取締役
2021年12月 株 式 会 社 CAMPFIRE

SOCIAL CAPITAL　取締役
2022年５月 株式会社Inspire High　社外取締

役(現任)
2024年11月 株式会社CAMPFIRE　代表取締役(現

任)
同上 three treasures株式会社 代表取

締役（現任）

(注)３ 1,700 1,700

取締役 伊能　美和子 1964年10月11日

1987年４月 日本電信電話株式会社(現NTT)入社

1999年７月 株式会社NTTコミュニケーションズ
入社(分社化)

2003年９月 日本電信電話株式会社(NTT持株会
社)転籍

2010年６月 ピーディーシー株式会社　社外取
締役

2012年７月 株式会社NTTドコモ転籍

2015年８月 株式会社ドコモgacco　代表取締役
社長

2017年７月 タワーレコード株式会社　代表取
締役副社長

2020年１月 東京電力ベンチャーズ株式会社入
社

同上 TEPCOライフサービス株式会社　取
締役

2020年６月 株式会社タカラトミー　社外取締
役(現任)

同上 株式会社ヤマノホールディング
ス　社外取締役

2020年12月 株式会社学研ホールディングス　
社外取締役(現任)

2022年２月 株式会社Yokogushist　代表取締役
(現任)

2022年３月 株式会社ギフティ　社外取締役(現
任)

2023年８月 ビーウィズ株式会社　社外取締役
(現任)

2025年６月 株式会社久世　社外取締役（現
任）

(注)３ 5,300 5,300
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役職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数
(株)

割り当てられ
る当社の普通
株式数（株）

常勤監査役 工木　大造 1964年７月４日

1988年４月 株式会社アスキー入社

1998年３月 株式会社クラフテック入社

1999年４月 有限会社ポイントファイブコミュ
ニケーションズ　代表取締役

2000年12月 株式会社インターネット総合研究
所入社

2002年10月 株式会社IRIコマース&テクノロ
ジー(現、株式会社イード)　取締
役

2005年11月 cbook24ドットコム株式会社　取締
役

2009年12月 cbook24ドットコム株式会社　監査
役

2011年８月 株式会社ネットセキュリティ総合
研究所　取締役

2012年11月 株式会社エンファクトリー　取締
役

2014年６月 株式会社泰文堂(現、株式会社アー
ス・スターエンターテイメント)　
取締役

2015年５月 株式会社絵本ナビ　取締役

2017年10月 株式会社ギフティ　監査役(現任)

(注)４ 1,800 1,800

監査役 秋元　芳央 1972年12月30日

2000年４月 弁護士登録(第二東京弁護士会)、
あさひ法律事務所(現：西村あさひ
法律事務所・外国法共同事業)入所

2005年８月 シュルティ・ロス・アンド・ゼイ
ベル法律事務所(米国ニューヨーク
州)勤務

2011年10月 グリー株式会社入社

2014年10月 新樹法律事務所　パートナー

2016年10月 Oneプライベート投資法人　監督役
員(現任)

2017年11月 原口総合法律事務所(現：英和法律
事務所)参画

2018年１月 フォースタートアップ株式会社　
社外監査役

2018年２月 原口総合法律事務所(現：英和法律
事務所)パートナー(現任)

2018年４月 JOYCOIN株式会社　社外監査役

2018年７月 株式会社ギフティ　監査役(現任)

2019年１月 株式会社ネッチ　社外監査役

2019年５月 財産ネット株式会社　社外監査役

2020年３月 株式会社ミラティブ　社外監査役
(現任)

2022年８月 オンサイト株式会社　社外監査役

2023年１月 メディフォン株式会社　非常勤社
外監査役(現任)

2023年６月 フェラガモ・ジャパン株式会社非
常勤監査役(現任)

2023年６月 フォースタートアップス株式会社
社外取締役(監査等委員)(現任)

(注)４ 4,600 4,600
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役職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数
(株)

割り当てられ
る当社の普通
株式数（株）

監査役 植野　和宏 1977年３月８日

2001年10月 新日本監査法人(現：EY新日本有限
責任監査法人)入所

2005年５月 公認会計士登録

2006年１月 株式会社フジテレビジョン　経理
局経理課入社

2009年９月 新日本有限責任監査法人(現、EY新
日本有限責任監査法人)入所

2019年４月 植野和宏公認会計士事務所開業　
所長(現任)

2019年５月 株式会社RSTANDARD　シニアマネー
ジャー(現任)

2019年７月 税理士登録

植野和宏税理士事務所開業　所長
(現任)

2019年９月 株式会社ウィルプラスホールディ
ングス　補欠監査役

2020年３月 株式会社ギフティ　社外監査役(現
任)

2020年７月 ESネクスト監査法人(現：ESネクス
ト有限責任監査法人)　代表パート
ナー

2020年10月 株式会社Leagress　代表取締役(現
任)

2021年３月 KIYOラーニング株式会社　補欠監
査役

2021年８月 ファーストコーポレーション株式
会社　社外取締役(監査等委員)(現
任)

2022年２月 ESネクスト有限責任監査法人(現：
ESネクスト有限責任監査法人)　
パートナー

2022年３月 KIYOラーニング株式会社　社外取
締役(現任)

2024年10月 株式会社ウィルプラスホールディ
ングス社外取締役(監査等委員)(現
任)

(注)４ 200 200

計 7,013,700 7,013,700
 

(注) １．取締役妹尾堅一郎氏、中島真氏、伊能美和子氏は、社外取締役であります。

２．監査役工木大造氏、秋元芳央氏、植野和宏氏は、社外監査役であります。

３．取締役の任期は、2026年７月１日から2026年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４．監査役の任期は、2026年７月１日から2029年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 
②　社外取締役及び社外監査役

本書提出日現在、当社の社外取締役は３名、社外監査役は３名を予定しております。

当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものは

ありませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員と

しての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断する予定です。

社外取締役及び社外監査役と当社の間に、重要な人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係が生じる

予定はありません。

社外取締役の妹尾堅一郎氏は、イノベーション、ビジネスモデル、産学連携、知的財産戦略等の分野において

豊富な知識を有し、学術界での貢献に加え、政府機関の委員や企業取締役等を務めるなど多方面での経験を有し

ております。同氏は、これまで培われた知見を活かし、社外取締役として、経営の重要事項に関する意思決定お

よび業務執行全般に対する実効的な監督と建設的な助言を通じて、新たに設立される持株会社においても、当社

グループのさらなる成長と企業価値の向上に貢献する人材であると判断しております。
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社外取締役の中島真氏は、事業開発、経営戦略の立案および組織運営に関する豊富な経験に加え、資本政策や

ファイナンス分野においても高い専門性と実務経験を有しております。同氏は、これまで培われた知見を活か

し、社外取締役として、経営の重要事項および業務執行全般に対する実効的な監督と建設的な助言を通じて、新

たに設立される持株会社においても、当社グループのさらなる成長と企業価値の向上に貢献する人材であると判

断しております。

社外取締役の伊能美和子氏は、事業会社において企業内起業家として複数の新規事業を立ち上げるとともに、

グループ会社の経営者として事業運営を担うなど、実務に裏打ちされた豊富な経験と実績を有しております。同

氏は、社外取締役として、これまでの実務経験に基づき、経営の重要事項および業務執行全般に対する実効的な

監督と現実的かつ建設的な助言を行っていただくことで、新たに設立される持株会社においても、当社グループ

のさらなる成長と企業価値の向上に貢献する人材であると判断しております。

社外監査役の工木大造氏は、長年にわたるインターネット業界における深い知見及び、複数の企業で培われた

経営者としての豊富な経験を有しております。同氏は、これらの経験を踏まえ、新たに設立される持株会社にお

いても、監査役として、経営から独立した立場で、取締役会における意思決定および業務執行の状況について適

法性を監査するとともに、必要に応じて取締役会等において適切な意見表明を行っていただけると判断しており

ます。

社外監査役の秋元芳央氏は、弁護士として国際取引を含む企業法務、コーポレート・ガバナンスやリスクマネ

ジメントに関する経験、及びIT業界に関する幅広い見識を有しております。同氏は、これらの経験・知見を踏ま

え、新たに設立される持株会社においても、監査役として、経営から独立した立場で、取締役会における意思決

定および業務執行の状況について適法性を監査するとともに、必要に応じて取締役会等において適切な意見表明

を行っていただけると判断しております。

社外監査役の植野和宏氏は、監査法人での勤務経験のほか、公認会計士及び税理士としての豊富な経験・見識

を有しております。同氏は、これらの経験を踏まえ、新たに設立される持株会社においても、監査役として、経

営から独立した立場で、取締役会における意思決定および業務執行の状況について適法性を監査するとともに、

必要に応じて取締役会等において適切な意見表明を行っていただけると判断しております。また、同氏は、当社

の会計監査人として選出予定であるEY新日本有限責任監査法人に公認会計士として所属しておりましたが、2019

年３月に同監査法人を退職していること、及び同監査法人は当社から多額の金銭を得ている会計専門家にあたら

ないことから、社外監査役としての独立性は十分に保たれていると考えております。

以上より、各社外取締役及び社外監査役候補者は、独立した立場から取締役会の意思決定及び取締役の業務執

行等について適切に監督又は監査を実施し、当社のコーポレート・ガバナンスの強化、充実に寄与する機能及び

役割を果たすものと考えております。

社外取締役および社外監査役は、内部監査計画並びに内部監査、内部統制の運用状況、監査役監査及び会計監

査の結果について、取締役会で報告を受ける予定です。
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(3) 【監査の状況】

当社は新設会社であるため、該当事項はありません。

なお、ギフティの監査の状況については、以下のとおりであります。

 
①　内部監査及び監査役監査の状況

イ．監査役監査の状況

ａ．監査役監査の組織、人員及び手続

ギフティの監査役会は、独立社外監査役３名により構成され、うち１名の常勤監査役を選任しておりま

す。各監査役は、定められた業務分担に基づき監査を行い、原則として毎月１回開催されている監査役会に

おいて、情報共有を図っております。監査役監査は、毎期策定される監査計画書に基づき、取締役会への出

席、実地監査、取締役又は使用人への意見聴取を行っております。

なお、社外監査役、植野和宏氏は、公認会計士と税理士の資格と、公認会計士としての豊富な経験を有

し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。

 
ｂ．最近事業年度における監査役及び監査役会の活動状況

監査役会は原則として月に１度開催されております。監査役会では、監査報告の作成、常勤の監査役の選

定及び解職、並びに監査の方針、業務及び財産の状況の調査の方法その他の監査役の職務の執行に関する事

項の決定のほか、主な経営会議の付議事項、決裁事項及び対外発表事項に関する報告の受領等を行っており

ます。

常勤監査役は、経営会議へ出席し、重要な意思決定の過程及び業務の執行状況の把握、並びに付議事項に

対する意見の陳述を行うほか、業務監査として、担当取締役等と随時意見交換し、状況把握に努め、必要に

応じて提言、助言を行う等の活動を行っております。

監査役の工木大造氏、秋元芳央氏、植野和宏氏の３名は、最近事業年度開催の監査役会13回のうち13回全

てに出席しております。

 
ロ．内部監査の状況

ギフティは独立した内部監査室は設置しておりませんが、合計２名の内部監査担当者が内部監査を実施して

おります。具体的には、コーポレート本部に所属する内部監査担当者１名が自己の属する本部を除く業務監査

を実施し、代表取締役に対して監査結果を報告しております。また、コーポレート本部に対する監査は事業本

部に所属する内部監査担当者１名が実施することにより、監査の独立性を確保しております。

内部監査担当者は、ギフティが定める内部監査規程に基づき、内部監査計画を策定し、代表取締役の承認を

得た上で、全部署に対して実施し、監査結果については代表取締役及び監査役に報告する体制となっており、

重要な報告事項については、代表取締役及び監査役は取締役会及び監査役会へ直接報告することを指示するも

のとしております。

内部監査は、ギフティの業務運営及び財産管理の実態を調査し、経営方針、法令、定款及び諸規程への準拠

性を確かめ、会社財産の保全、業務運営の適正性の確保を図り、もって経営の合理化と効率向上に資すること

を基本方針として実施しております。

 
ハ．内部監査、監査役監査及び会計監査の相互連携並びに内部統制部門との関係

内部監査担当者、監査役及び会計監査人は、相互に連携して、三者間で定期的に会合を開催し、課題・改善

事項等の情報共有を図っており、効率的かつ効果的な監査を実施するように努めております。

 
②　会計監査の状況

当社につきましては、新設会社であるため、該当事項はありません。

 なお、EY新日本有限責任監査法人を当社の会計監査人として選定する予定です。

 
③　監査報酬の内容等

当社につきましては、新設会社であるため、該当事項はありません。

 

(4) 【役員の報酬等】
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①　取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項

当社は新設会社であるため、該当事項はありません。

取締役の報酬等及び監査役の報酬等は、株主総会の決議によって定めるものとする予定であります。

ただし、当社の設立の日から最初の定時株主総会終結の時までの取締役の報酬等の内容は、2026年３月30日開

催予定のギフティの定時株主総会にて承認される前提で、次のとおりとする予定であります。

 
イ．取締役の報酬等の総額は年額150百万円以内

 
ロ．監査役の報酬等の総額は年額15百万円以内

 
②　役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項

当社は新設会社であるため、該当事項はありません。

 
③　役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

当社は新設会社であるため、該当事項はありません。

 
④　役員ごとの連結報酬等の総額等

当社は新設会社であるため、該当事項はありません。
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(5) 【株式の保有状況】

当社は新設会社であるため、該当事項はありません。なお、当社の完全子会社となるギフティの2025年12月31日

現在の株式の保有状況については、次のとおりであります。

①　投資株式の区分の基準及び考え方

ギフティは、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、

株式の短期的な価値の変動によって利益を受けること等を目的とする投資を純投資目的である投資株式とし、そ

れ以外を純投資目的以外の目的である投資株式としています。

 
②　保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

(ア) 保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の

内容

ギフティは、ギフティの事業戦略、発行会社等との関係などを総合的に勘案し、提携関係の維持・強化を目

的として、株式を保有することがありますが、検証の結果、保有意義や合理性の認められないものについて

は、適宜株価や市場動向を見て売却します。

保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式は、業務上の提携関係等の維持・強化を通じギフティの企

業価値向上に資すると判断する場合に限り保有し続けることとし、取締役会は個別株式について、事業機会の

創出や関係強化といった観点から、保有目的が適切か、保有に伴う便益やリスクが合理的か等を毎年検証しま

す。

ギフティは、個別の保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式に係る議決権行使について、ギフティ

の保有方針に適合及び発行会社の企業価値の向上に資するものであることを総合的に勘案して実施します。

 
(イ) 銘柄数及び貸借対照表計上額

 
銘柄数
(銘柄)

貸借対照表計上額の
合計額(百万円)

非上場株式 38 2,160

非上場株式以外の株式 ― ―
 

 
(当事業年度において株式数が増加した銘柄)

 
銘柄数
(銘柄)

株式数の増加に係る取得
価額の合計額(百万円)

株式数の増加の理由

非上場株式 5 200
事業の継続的な成長と中長期的な企業価
値向上のために取得等したものです。

非上場株式以外の株式 ― ― ―
 

 
(当事業年度において株式数が減少した銘柄)

 
銘柄数
(銘柄)

株式数の減少に係る売却
価額の合計額(百万円)

非上場株式 4 ―

非上場株式以外の株式 ― ―
 

（注）非上場株式の減少のうち１銘柄は、当事業年度においてorosy株式会社の株式を追加取得し、持分法適

用の関連会社化したことにより、関連会社株式に振りかえたことによるものであります。また、非上場株式

の減少のうち３銘柄は、会社清算によるものであります。

 
(ウ) 特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報

該当事項はありません。
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③　保有目的が純投資目的である投資株式

該当事項はありません。

 
④　当事業年度に投資株式の保有目的を純投資目的から純投資目的以外の目的に変更したもの

該当事項はありません。

 
⑤　当事業年度の前４事業年度及び当事業年度に投資株式の保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的に変

更したもの

該当事項はありません。
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第５ 【経理の状況】

 

当社は新設会社であるため、該当事項はありません。

なお、当社の完全子会社となるギフティの経理の状況につきましては、同社の有価証券報告書(2025年３月27日提出)

及び半期報告書(2025年８月14日提出)をご参照ください。
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第６ 【提出会社の株式事務の概要】

 

当社の株式事務の概要は、以下のとおりとなる予定です。

 

事業年度 毎年１月１日から同年12月31日まで

定時株主総会 毎事業年度末日の翌日から３か月以内

基準日 年12月末日

剰余金の配当の基準日
毎年12月31日
毎年６月30日

１単元の株式数 100株

単元未満株式の買取り -

取扱場所 東京都千代田区丸の内一丁目４番５号　三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社　証券代行部

株主名簿管理人 東京都千代田区丸の内一丁目４番５号　三菱UFJ信託銀行株式会社

取次所 -

買取・買増手数料 株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額

公告掲載方法
当社の公告は、電子公告に掲載する方法により行う。ただし、やむを得ない事由によ
り電子公告にすることができない場合は日本経済新聞に掲載する方法により行う。
公告掲載URL：未定

株主に対する特典 未定
 

(注)　当会社の単元未満株主は、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない旨を定款に定めております。

・会社法第189条第２項各号に掲げる権利

・取得請求権付株式の取得を請求する権利

・募集株式または募集新株予約権の割当てを受ける権利
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第７ 【提出会社の参考情報】

 

１ 【提出会社の親会社等の情報】

当社には、金融商品取引法第24条の７第１項に規定する親会社等はありません。

 

２ 【その他の参考情報】

該当事項はありません。
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第四部 【特別情報】

 

第１ 【提出会社及び連動子会社の最近の財務諸表】

 

１ 【貸借対照表】

当社は新設会社であり、本届出書提出日現在において決算期を迎えていないため、該当事項はありません。

 

２ 【損益計算書】

当社は新設会社であり、本届出書提出日現在において決算期を迎えていないため、該当事項はありません。

 

３ 【株主資本等変動計算書】

当社は新設会社であり、本届出書提出日現在において決算期を迎えていないため、該当事項はありません。

 

４ 【キャッシュ・フロー計算書】

当社は新設会社であり、本届出書提出日現在において決算期を迎えていないため、該当事項はありません。
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第五部 【組織再編成対象会社情報又は株式交付子会社情報】

 

第１ 【継続開示会社たる組織再編成対象会社又は株式交付子会社に関する事項】

 

(1) 【組織再編成対象会社又は株式交付子会社が提出した書類】

① 【有価証券報告書及びその添付書類】

事業年度第15期(自 2024年１月１日　至　2024年12月31日)

2025年３月27日　関東財務局長に提出

 

② 【半期報告書】

事業年度第16期中(自　2025年１月１日　至　2025年６月30日)

2025年８月14日関東財務局長に提出

 
③ 【臨時報告書】

①の有価証券報告書提出後、本届出書提出日(2026年３月11日)までに、以下の臨時報告書を提出しておりま

す。

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づく臨時報告書

2025年３月31日関東財務局長に提出

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第６号の３の規定に基づく臨時報告書

2026年２月16日関東財務局長に提出

 

④ 【訂正報告書】

該当事項はありません。

 

(2) 【上記書類を縦覧に供している場所】

株式会社ギフティ本店（東京都品川区東五反田２-10-２）

株式会社東京証券取引所(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
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第六部 【株式公開情報】

 

第１ 【特別利害関係者等の株式等の移動状況】

 

該当事項はありません。
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第２ 【第三者割当等の概況】

 

１ 【第三者割当等による株式等の発行の内容】

該当事項はありません。

 

２ 【取得者の概況】

該当事項はありません。

 

３ 【取得者の株式等の移動状況】

該当事項はありません。
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第３ 【株主の状況】

 

当社は新設会社であるため、本届出書提出日現在において株主はおりませんが、当社の完全子会社となるギフティの

2025年12月31日現在の株主の状況は以下のとおりであります。

2025年12月31日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
(株)

発行済株式
(自己株式を除く。)の
総数に対する

所有株式数の割合(％)

太田　睦 東京都世田谷区 5,168,400 17.36

日本マスタートラスト信託銀行
株式会社（信託口） 

港区赤坂１丁目８番１号赤坂インター
シティＡＩＲ

2,663,700 8.95

株式会社日本カストディ銀行
（信託口）

東京都中央区晴海１丁目８－１２ 1,974,800 6.63

梅田　裕真 東京都港区 1,710,000 5.74

柳瀬　文孝 東京都品川区 1,364,000 4.58

鈴木　達哉 東京都品川区 1,338,400 4.49

ＢＮＹ　ＧＣＭ　ＣＬＩＥＮ
Ｔ　ＡＣＣＯＵＮＴ　ＪＰＲ
Ｄ　ＡＣ　ＩＳＧ　（ＦＥ－Ａ
Ｃ）（常任代理人 株式会社UFJ
銀行）

ＰＥＴＥＲＢＯＲＯＵＧＨ　ＣＯＵＲ
Ｔ　１３３　ＦＬＥＥＴ　ＳＴＲＥＥ
Ｔ　ＬＯＮＤＯＮ　ＥＣ４Ａ　２Ｂ
Ｂ　ＵＮＩＴＥＤ　ＫＩＮＧＤＯＭ

1,112,899 3.74

ＧＯＬＤＭＡＮ　ＳＡＣＨＳ　
ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ
（常任代理人 ゴールドマン・
サックス証券株式会社）

ＰＬＵＭＴＲＥＥ　ＣＯＵＲＴ，　２
５　ＳＨＯＥ　ＬＡＮＥ，　ＬＯＮＤ
ＯＮ　ＥＣ４Ａ　４ＡＵ，　Ｕ．Ｋ．

1,035,160 3.48

株式会社ジェーシービー 東京都港区南青山５丁目１－２２号 950,000 3.19

楽天証券株式会社共有口 東京都港区南青山２丁目６番２１号 513,800 1.73

計  17,831,159 59.88
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＜当期連結財務諸表に対する監査報告書＞

当社は、会社法の株式移転の手続に基づき、2026年７月１日に設立予定であるため、本届出書提出日現在において決

算期を迎えておらず、「監査報告書」を受領しておりません。
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＜当期財務諸表に対する監査報告書＞

当社は、会社法の株式移転の手続に基づき、2026年７月１日に設立予定であるため、本届出書提出日現在において決

算期を迎えておらず、「監査報告書」を受領しておりません。
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